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水戸地方裁判所 民事第２部合議アＡ係  御中 

 

原告ら訴訟代理人 

弁護士   河 合 弘 之 

外 

 

最終準備書面（その５）では、東海第二原発の基準地震動に係る原告の

主張を述べる。  

なお、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準

に関する規則の解釈（「設置許可基準規則の解釈」）第４条の別記２を、別

紙として添付する。 
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第１ 想定を超えた地震・地震動はすべての安全装置に同時に損傷をもたら

す危険があるところ、地震の科学には限界があること 

 

１ はじめに 

原発では、核分裂反応を止める、核燃料を冷やす、放射性物質を閉じ込

めるという３つが守られて、はじめてその安全性が確保できることは、前

述したとおりである。 

想定を超えた津波という自然現象に対して、原発は極めて脆弱なシステ

ムであった。そして、地震・地震動も、津波と同様、同時に、すべての安全

装置に損傷をもたらす危険がある自然現象である。 

原発の停止及び冷却機能に関する安全装置の損傷は、過酷事故に直結す

る。これらは、Ｓクラスの設備と呼ばれ、本来極めて高い耐震性を有すべ

きところ、その耐震性を決定しているのが基準地震動である。 

 

２ 地震大国・日本 

基準地震動の具体的な内容に入る以前に、日本は、世界有数の地震大

国であるという事実を、決して忘れてはならない。 

日本列島は、太平洋プレート、フィリピン海プレート、ユーラシアプ

レート、北米プレートという４つのプレートがせめぎ合う境界線上に位

置し、世界有数の地震多発地帯となっている。日本列島は地球の表面積

のわずか０．３％足らずだが、その範囲内で地球の地震の約１０％が発

生する。下図の通り、１９９０年から２０１３年までに発生したマグニ

チュード４．０以上、深さ４０ｋｍ以下の地震を世界地図に黒点でプロ

ットしていくと、日本列島が見えなくなる程である（甲Ｄ１５６石橋克

彦『地震列島・日本の原子力発電所と地震科学』（日本地震学会モノグ
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ラフ「日本の原子力発電と地球科学」３頁））。 

 

この地震列島に、１７箇所の商業用原子炉サイト（前記地図白丸）があ

って、本件原発を含めて合計５４機の発電用原子炉が存在した（２０１１

年５月末現在）。かような地震多発地帯に多くの原子炉を建設している国

は他国において例がない。神戸大学名誉教授の石橋克彦氏（地震学）が警

鐘を鳴らす通り、日本の原発は「地震付き原発」であり、Ｍ４以上の地震

がほとんど起きないヨーロッパやアメリカ中～東部などの原発とは根本

的に地震に対するリスクが違うのである。 

 

http://historical.seismology.jp/ishibashi/opinion/110523namaz

http://historical.seismology.jp/ishibashi/opinion/110523namazu_genpatsu.pdf
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u_genpatsu.pdf 

 

この地震大国・日本の原発において、「世界最高水準」はもとより、「世

界水準並」の耐震安全性を確保しようと思うならば、余程慎重に地震のリ

スクを検討し万全の備えをしなければならない。しかし残念ながら、被告

をはじめとする電力会社にはそのような慎重さが著しく欠けている。その

結果、本件原発の地震に対するリスクは、間違いなく世界最悪クラスであ

る。 

 

３ 大地震による大被害 

大地震は大被害をもたらす。その代表的な例が、１９４８年福井地震（Ｍｊ

７．１）と、1995 年兵庫県南部地震（Ｍｊ７．３）である。 

(1) １９４８年福井地震（Ｍｊ７．１） 

 １９４８年福井地震（Ｍｊ７．１）は、福井平野直下の横ずれ断層による

地震である。死者約３７００名、全壊家屋約３５０００棟と言われているが、

強震観測記録はない（甲Ｄ１５４強震動５頁～６頁）。 

 

 

(2) １９９５年兵庫県南部地震（Ｍｊ７．３） 

１９９５年兵庫県南部地震（Ｍｊ７．３）は、野島断層（六甲断層系）によ

る地震である。死者約６４００名、全壊家屋約１０万棟といわれており、震度

７の地域は長さ２０ｋｍ、幅２ｋｍ程度の帯状に分布し、震災の帯と言われた。

その被害のすさまじさは、ビデオや写真に数多く記録されている（その例とし

http://historical.seismology.jp/ishibashi/opinion/110523namazu_genpatsu.pdf
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て甲Ｄ１８７）。 

１９９５年兵庫県南部地震は、しかしながら、主要な地震動の継続時間はわ

ずかに２０秒程度であった。にもかかわらず、このような大被害が生じたのは、

周期１秒～２秒程度の強震動パルスが原因であった（甲Ｄ８０野津厚「不幸中

の幸いであった東北地方太平洋沖地震の強震動生成過程から原子力発電所の

耐震安全を考える」（科学２０１５．１０ ９７６頁））。 

 

  

 強震動パルスについては、次のように説明されている。 

「震源断層の近傍の観測点において、断層面を伝播するすべり破壊が近

づいて来る場合、断層各点から発生するパルス状の強震動（以下、要素

パルス）が建設的に重なり合うことによって、指向性パルスは発生する。

１９９５年兵庫県南部地震の際、神戸市では六甲断層帯の走向に直交す

る北北西-南南東方向に多くの建物をなぎ倒すような強烈な強震動が観

測されたが、指向性パルスがその成因のひとつと考えられている（その

破壊力からキラーパルスとも呼ばれた）（甲Ｄ１５５強震動地震学講座第
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１５回（久田嘉章）） 

(3) １９９４年ノースリッジ地震（Ｍｊ６．８） 

 このような強震動パルスは、実は、アメリカ・カリフォルニアで発生した１

９９４年ノースリッジ地震（Ｍｊ６．８）でも観測されていた。 

 

（甲Ｄ１８６） 
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 しかし、当時は、「カリフォルニア特有の現象である可能性を捨てきれなか

った」（甲Ｄ１６３纐纈一起）ため、日本の耐震設計において、直ちに考慮さ

れることはなされなかったのである。 

 

４ 強震動研究は原子力発電所の安全に寄与できるほどには成熟していない 

 野津厚氏は、我が国の強震動研究をリードする一人であるが、強震動研究を

原子力発電所の安全に寄与できるほどには成熟していないとして、以下のよ

うに述べている。原子力発電所の耐震安全性を判断する上で、極めて重要な指

摘であるので、そのまま引用する（甲Ｄ１９４野津厚意見書２頁～５頁）。 

 

「強震動に関する研究は、実際に起こった地震に関する事後の分析という

点では大きく発展してきましたが、今後に起こりうる事象の予測という点

においては、強震動研究はまだまだ発展段階にあり、原子力発電所の安全

性の保証に活用できるほどにはこの分野の研究は成熟していない、という

ことを最初に申し上げたいと思います。 

 そもそも、地震学が全体として若い学問です。現代の地震学が依拠して

いるプレートテクトニクスが発展したのは 1960 年代後半以降になります。

すなわち、石橋 4)が指摘しているように、1966 年に福島第一原発の 1 号機

の設置が許可されたとき、その沖合にプレート境界があり足元に太平洋プ

レートが沈み込んでいることに誰も気付いていなかったのです。 

 強震動研究は若い学問であるが故に、被害地震が起こる度に、それ以前

の知見では予測できなかったような事態が生じ、それによって強震動研究

の知見は塗り替えられてきています。 

 1995 年兵庫県南部地震は、既に知られていた六甲・淡路断層帯に沿って

発生したという点では驚くべき地震ではなかったかも知れません。しかし

ながら、この地震がもたらした強い揺れとそれによる大被害は、当時の専

門家の想像を大きく越えるものでした。この地震の際に神戸市内で観測さ

れた地震動は最大加速度 800Gal、最大速度 100kine といった極めて強いも

のでした。これらは、それ以前の土木構造物の耐震設計で考慮されていた
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地震動レベルよりもはるかに大きいものであったため、これをきっかけと

して土木構造物の耐震設計に用いられる設計地震動は大きく改められま

した 5)6)。 

 2011 年東北地方太平洋沖地震は M9 クラスの巨大地震でしたが、この地

震の発生以前は日本海溝において M9 クラスの巨大地震の発生は想定され

ていませんでした 7)8)。2011 年 3 月 11 日の時点で、宮城県沖から茨城県沖

にかけての日本海溝には、M9 の地震がいつ発生してもおかしくない程度に

応力とひずみが蓄積されていたことになります。この応力とひずみは一朝

一夕に蓄積されたものではなく、少なくとも 500 年程度の長い時間をかけ

て蓄積されたものと考えられます。従って、地震発生前の数十年程度は、

M9 の地震がいつ発生してもおかしくない程度に応力とひずみが蓄積した

状態が継続していたと考えられるにも関わらず、そのことに誰も気付いて

はいませんでした。日本海溝において M9 クラスの巨大地震の発生を想定

できなかったという反省から、南海トラフにおける想定地震の規模は東北

地方太平洋沖地震と同等の M9 クラスまで引き上げられました。 

 2016 年熊本地震は、基本的に既に知られていた布田川・日奈久断層帯に

沿って発生した地震ではありますが、この地震の発生以前に公表されてい

た地震調査研究推進本部による長期評価は地震規模を過小評価しており、

また、地震後に確認された地表地震断層の長さをもとに地震調査研究推進

本部の「レシピ」に従って評価された地震規模も実際のものを下回ってい

ました 9)。これを踏まえて地震動予測手法をどのように改良すべきかの議

論が学会において続けられています。 

 これらに加え、1995 年兵庫県南部地震から 2016 年熊本地震までの間に

わが国で発生した規模の大きい内陸地殻内地震のうち、2000 年鳥取県西部

地震（M7.3）、 2005 年福岡県西方沖の地震（M7.0）、2007 年能登半島地震

（M6.9）、2007 年新潟県中越沖地震（M6.8）、2008 年岩手・宮城内陸地震

（M7.2）などはいずれも事前に「その規模の地震がその場所で起こる」と

は考えられていなかった地震です。 

 このように、強震動研究およびそれに関連する研究分野では、これまで
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の数十年間、被害地震が起こる度に、それ以前の知見では予測できなかっ

たような事態が生じ、それによって知見が塗り替えられてきています。言

い換えればパラダイムシフトが繰り返し起きています。したがって、今後

も、少なくとも数十年間程度は、それ以前の知見を覆すような事態が度々

生じるであろうと考えられます。これが、「強震動研究はまだ原子力発電所

の安全性の保証に活用できるほどには成熟していない」と考える理由です。 

 強震動研究のリーダーの一人である地震学者の武村 10)は、2011 年の段

階で、「地震の発生予測が短期であろうが長期であろうが簡単でないこと

は誰の目にも明らかです。地震学者や国やマスコミは予測をあまりに楽観

的に考えすぎていませんか。地震学者はもっと広い視野に立って、自分達

の持つ不完全な知識をどのような方面でどのようにして社会に役立てる

ことができるか、地震工学者をはじめ他分野の方々の知恵も借りながら真

剣に考えるべきです」と述べています。この指摘は現時点でもそのまま当

てはまります。 

 土木分野の耐震の専門家の間では「入力地震動はどのみちよく分からな

いものだから、その部分を精緻に検討しても、設計の改善につながらない

のではないか」といった考え方が支配的です。例えば高橋他 11)は「地震や

津波などの将来予測には、依然として圧倒的な不確実性を伴っており、現

状の技術レベルでは、これらに対して確かな安全を保証することはできな

い」と述べています。長年土木分野の耐震研究をリードしてきた川島はそ

の著書 12)の中で「まだよくわかっていない強震動の特性」という節を設け、

「強震動の推定には多くの未知の領域が残されている」と述べています。

別な専門家の方からは、「M9.0 地震の発生を予測できないのになぜ強震動

予測の結果を設計に使えるだろうか」という趣旨の意見をいただいたこと

もあります（ここで言っている予測とは短期予測のことでなく長期予測の

ことです）。これらはいずれも強震動研究の成熟度に対する疑念の表明で

あると言えます。筆者は、これらの土木分野におけるいわゆる「主流」の

考えが、現時点での強震動研究の実力をある意味で正確に見抜いているこ

とを認めざるを得ないと思います。すなわち、現状の強震動研究の実力の
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下では、地震動の振幅レベルの将来予測に大きな不確実性を伴うことを、

事実として認めなければならないと考えます。 

 筆者自身は、「強震動研究の成果をできるだけ構造物の設計に活かすべ

きである」との立場で研究を行っており、原子力発電所ではなく一般的な

土木構造物の耐震設計においては、強震動研究の成果を活かすことが、よ

り小さなコストでより高い安全性を達成するのに役立つと考えているも

のの 13)、原子力発電所の耐震設計に使えるほどには、現状の強震動研究は

成熟していないと考えます。 

 今後も「考えてもいなかったような場所で」「考えてもいなかったような

規模の地震が」「考えてもいなかったような起こり方で」起こり、それによ

ってパラダイムは変わっていくと考えられます。したがって、強震動研究

の成果を活用して原子力発電所の安全性の保証することは現段階では不

可能であると考えます。しかし、それでもなお、原子力発電所の耐震検討

に強震動研究の成果を活用しようとするのであれば、現状のパラダイムの

下で想定される地震あるいは地震動を考えるだけでは不十分であり、物理

的に確実に否定できるシナリオ以外のあらゆるシナリオを考えるべきで

あると考えられます。以下の記述はこのような観点からのものです。」 

 

 強震動研究の専門家中の専門家である野津厚氏が、「強震動研究の成果を

活用して原子力発電所の安全性の保証することは現段階では不可能であ

る」とする根拠は、「現状の強震動研究は成熟していない」こと、「これまで

の数十年間、被害地震が起こる度に、それ以前の知見では予測できなかっ

たような事態が生じ、それによって知見が塗り替えられてきてい」ること、

「今後も、少なくとも数十年間程度は、それ以前の知見を覆すような事態

が度々生じるであろうと考えられ」ること、「考えてもいなかったような場

所で」「考えてもいなかったような規模の地震が」「考えてもいなかったよ

うな起こり方で」起こることが否定できないこと、に基づいている。 
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５ 多くの科学者が「地震の科学には限界がある」と警鐘を鳴らしている 

 「地震の科学には限界がある」と警鐘を鳴らしているのは、野津厚氏だけ

ではない。 

岩波書店の雑誌「科学」２０１２年６月号（「地震の予測と対策：『想定』を

どのように活かすのか」・甲Ｃ５８・６３６頁）に掲載された、岡田義光・防

災科学研究所理事長、纐纈一起・東京大学地震研究所教授、島崎邦彦・東京大

学名誉教授（元原子力規制委員会委員長代理）の鼎談では、纐纈教授と岡田教

授の以下の発言が掲載されている。 

 

「纐纈 地震という自然現象は本質的に複雑系の問題で、理論的に完全な予

測をすることは原理的に不可能なところがあります。また、実験が

できないので、過去の事象に学ぶしかない。ところが地震は低頻度

の現象で、学ぶべき過去のデータがすくない。私はこれらを『三重

苦』と言っていますが、そのために地震の科学には十分な予測の力

はなかったと思いますし、東北地方太平洋沖地震ではまさにこの科

学の限界が現れてしまったと言わざるをえません。そうした限界を

この地震の前に伝え切れていなかったことを、いちばんに反省して

います。 

編集部 限界があるとして、どういう態度で臨むべきでしょうか。既往最大

に備えることになりますか。 

岡田  どれくらいの低頻度・大事象にまで備えるかという問題になります。

1000 年に一度、１万年に一度と、頻度が１桁下がるごとに巨大な現

象があると考えられます。大きなものに限りなく備えるのは無理で

すから、どれくらいまで許容するかになります。日常的に備えるの

は、人生の長さから考えると、100～150 年に一度のＭ8 くらいまで

で、Ｍ9 クラスになると、ハードではなくソフト的に、避難などの知

恵を働かせるしかないのではないでしょうか。 

編集部 原発の場合にはどうお考えになりますか。 

岡田  施設の重要度に応じて考えるべきですから、原発は、はるかに安全
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サイドに考えなければなりません。いちばん安全側に考えれば、日

本のような地殻変動の激しいところで安定にオペレーションするこ

とは、土台無理だったのではないかという感じがします。だんだん

減らしていくのが世の中の意見の大勢のようですが、私も基本的に

そう思います。 

纐纈  真に重要なものは、日本最大か世界最大に備えていただくしかない

と最近は言っています。科学の限界がありますから、これ以外のこ

とは確信をもって言うことができません。しかし、全国の海岸すべ

てで日本最大の津波高さに備える経済力が日本にはないだろうと考

えています。そうするとどうするか。それは政治などの場で、あるい

は国民に直接決めていただくしかないであろうと思います。 

編集部 中越沖地震で号機ごとにゆれがかなり違っていましたが、地質の影

響は本当にあらかじめわかるのでしょうか。 

纐纈  前述のような科学のレベルですから、予測の結果には非常に大きな

誤差が伴います。その結果として、予測が当たる場合もありますし、

外れる場合もあります。ですので、その程度の科学のレベルなのに、

あのように危険なものを科学だけで審査できると考えることがそも

そも間違いだったと今は考えています。」 

 

また、同じ鼎談の中で、島崎邦彦氏（原子力規制委員会委員長代理）は、

「平均像のようなものを見ていることになります。解像度を一生懸命よく

しようとしていますが、ほんとうに中で何がおきているのかには手が届い

ていない。」とも述べている(甲Ｃ５８・６４２頁)。地震ないし地震動の

メカニズムの解明には至っておらず、地震データを収集しばらつきがある

中で法則性を見つけていくものであるため、地震動を予測する各種の手法

は、基本的に平均像を求めるものに過ぎないということを意味している。 

これらの発言は、地震の専門家にとっては当然のことを述べたにすぎな

いが、原発の地震動想定の妥当性を考える上では、極めて重要な意味を含

んでいる。 
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地震の科学は、対象が複雑系の問題であるので、原理的に完全な予測が

困難であること、実験のできるものではないので、過去のデータに頼るし

かないが、起こる現象が低頻度であるのでデータが少ないこと、これら「三

重苦」によって、地震の科学には限界があるということである（纐纈）。 

 

また、頻度が１桁下がるごとに大きな現象があると考えられるとされて

いる（岡田）。これも地震学における一般的な考え方で、たとえば「地震

学の巨人」と称される金森博雄氏著『巨大地震の科学と防災』（甲Ｄ１９

５・１７４頁）には、「ある地域で将来、どんな地震が起こりうるかを考

えるとします。一般に大きな地震ほど発生確率は低いと考えられます。逆

に確率をどんどん小さくしていけば、考えられる地震はどんどん大きくな

ります。」と記載されている。原発が１万年に１回以下の地震に備えなけ

ればならないのは当然であるが、千年に１度程度の地震をも「想定外」に

してしまうのが地震学の実力であり（甲Ｄ１９６・岡村眞「南海トラフ沿

いの津波堆積物から考える巨大地震と原子力発電所」）、１万年に１回以下

の大地震をある程度確実な根拠をもって予測する力は、地震の科学にはな

い。 

 

６ 地震動について判示した裁判例 

(1)  福井地裁平成２６年５月２１日判決 

大飯原発についての福井地裁平成２６年５月２１日判決（以下「大飯

判決」という。）（判 時 ２ ２ ２ ８ 号 ７ ２ 頁 ）においては、以下のよう

に現在の地震科学における予測の限界について判断がされている。本件

においても十分に参照されるべき判示である。 

 

我が国の地震学会においてこのような（注：１２６０ガルを超える

ような）規模の地震の発生を一度も予知できていないことは公知の事

実である。地震は地下深くで起こる現象であるから、その発生の機序

の分析は仮説や推測に依拠せざるを得ないのであって、仮説の立場や
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検証も実験という手法がとれない以上過去のデータに頼らざるを得な

い。確かに地震は太古の昔から存在し、繰り返し発生している現象で

はあるがその発生頻度は必ずしも高いものではない上に正確な記録は

近似のものに限られることからすると、頼るべき過去のデータは極め

て限られたものにならざるを得ない。 

…大飯原発には１２６０ガルを越える地震は来ないと確実な科学的

根拠に基づく想定は本来的に不可能である。 

(2)  福井地裁平成２７年４月１４日決定 

高浜原発についての福井地裁平成２７年４月１４日決定（平成２６年 

(ヨ) 第３１号）でもこれとほぼ同じ判示がなされている（判 時 ２ ２ ９

０ 号 １ ３ 頁 ）。 

(3)  大津地裁平成２６年１１月２７日決定 

大津地裁平成２６年１１月２７日決定（平成２３年（ヨ）第６７号）

（判 時 ２ ２ ９ ０ 号 ７ ５ 頁 ）においても、「自然科学においてその一

般的傾向や法則性を見いだすためにその平均値をもって検討していくこ

とについては合理性が認められようが、自然災害を克服するため、とり

わけ万一の事態に備えなければならない原発事故を防止するための地震

動の評価･策定にあたって、直近のしかも決して多数とはいえない地震の

平均像を基にして基準地震動とすることにどうような合理性があるの

か。」「（地震学は）研究の端緒段階にすぎない学問分野であり、サンプル

事例も少ないことからすると、着眼すべきであるのに捉えきれていない

要素があるやもしれず、また、地中内部のことで視認性に欠けるために

基礎資料における不十分さが払拭できない」と、大飯判決とほぼ同じ趣

旨のことが述べられている。 

(4) 名古屋高等裁判所金沢支部２０１８年７月４日判決  

 名古屋高等裁判所金沢支部２０１８年７月４日判決は、 (1)の控訴審判

決であり、大飯原発の運転を差止めた原審を取り消した。 

 しかし、原発に格段に高い安全性が要求されるという法理は、同判決を

はじめ、多くの裁判例において肯定されているところである。 
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７ 小括 

原告らは、「強震動研究の成果を活用して原子力発電所の安全性の保証す

ることは現段階では不可能である」という野津厚氏の指摘、さらには上記

で述べた専門家らの指摘、裁判例を、強く支持するものである。 

 

そして、百歩譲って、「しかし、それでもなお、原子力発電所の耐震検討

に強震動研究の成果を活用しようとするのであれば、現状のパラダイムの

下で想定される地震あるいは地震動を考えるだけでは不十分であり、物理

的に確実に否定できるシナリオ以外のあらゆるシナリオを考えるべきで

ある」という指摘についても、まったく同感である。前述した、纐纈一起・

東京大学地震研究所教授が、「真に重要なものは、日本最大か世界最大に備え

ていただくしかない」という指摘も、同じ趣旨である。 

 

 以下では、 

① 原発の基準地震動に関する原子力規制法令の内容と被告が策定した基準

地震動（第２）、 

② 人格権侵害の具体的危険の有無に関する司法判断の方法について述べた

上で（第３）、  

③ 被告が策定した東海第二原発の基準地震動が，東海第二原発の敷地を襲

う可能性がある地震動をカバーしているとはいえず、人格権侵害の具体

的危険があることについて述べる（第４以下）。 
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第２ 原発の基準地震動に関する原子力規制法令の内容と被告が策定した基

準地震動 

 

１ 原発の基準地震動が引き上げられてきた歴史 

(1) 第１で述べたとおり、原発の基準地震動は、原発の安全を確保する上

で極めて重要であるが、基準地震動は、歴史的にみれば、著しい過小評

価がされており、新しい知見が得られるたびに、泥縄的に、規制基準が

引き上げられ、基準地震動が引きあげられてきたというのが実情であっ

た。以下、その歴史を概観する。 

ア １９７８年（昭和５３年）に、東海第二原発が建設・運転された当初、

地震動に関する具体的な基準は無く、東海第二原発の設計基準地震動は、

わずか２７０ガルであった。 

イ その後、１９８１年（昭和５６年）７月２０日に「発電用原子炉施設

に関する耐震設計審査指針」が定められ、同指針は、基本方針として、

「発電用原子炉施設は想定されるいかなる地震力に対しても
、、、、、、、、、、、、

これが大

きな事故の誘因とならないよう十分な耐震性を有していなければなら
、、、、、、、、、、、、、、、、、

ない
、、

。」とした。 

ウ １９９５年（平成７年）、兵庫県南部地震を受け、全国に地震観測網が

整備されるようになった。 

  一方で、国から原子力事業者に対して、１９８１年（昭和５６年）に

策定された耐震指針へのバックチェックが指示された。 

この結果、東海第二発電所の基準地震動は、３８０ガルに引き上げら

れた。 

エ その後も、いくつもの重要な地震観測記録・知見が得られ、２００５

年（平成１７年）８月１６日宮城沖地震では、女川原発を基準地震動を

超える地震が襲った。 

オ その後、２００６年（平成１８年）に、耐震設計審査指針が改訂され

た。同改訂では、以下のような規定がある。 
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「施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があり、

施設に大きな影響を与えるおそれがあると想定することが適切な

地震動」を適切に策定する  

この規定は、改訂前指針の「いかなる地震力に対しても
、、、、、、、、、、、、

これが大きな

事故の誘因とならないよう十分な耐震性を有していなければならない」

との規定が耐震設計に求めていたものと同等の考え方である、とされて

いた（同改訂指針の解説）。 

この改訂審議の中心的役割を担った我が国を代表する強震動地震学者

である入倉孝次郎氏は、その背景と改訂のポイントについて、以下のと

おり説明している（甲Ｄ７５  入倉孝次郎「原子力発電所の新しい耐震

指針の改訂と中越沖地震の教訓」）。 

 

「指針改訂の背景としては、次の４つの点をあげられる。 

(1)地震学およびに地震工学に関する新たな知見の蓄積。 

(2)原子炉施設の耐震設計技術の改良および進歩。 

(3)１９９５ 年兵庫県南部地震の経験。原子力施設に特段の影響

を及ぼしたものはなかったが、断層の活動様式、震源破壊過程と

地震動特性、構造物の耐震性、等に係わる貴重な知見が得られ

た。 

(4)海外、とくに米国で原子力耐震設計にＰＳＡ（確率論的安全評

価）評価を導入。海外の動きに合わせて、日本でも一部の研究者

からＰＳＡを導入すべきとの強い意見が出されるようになっ

た。」 

「改訂された耐震設計審査指針のポイントとして以下の点があげられ

る。 

(1) 変動地形学に重点に置いた新しい活断層調査手法の導入。設計

上考慮すべき活断層をこれまで5 万年前以降に活動したもの（地

形・地質学者から根拠が薄いと批判が出されていた）から後期更

新世以降（約13 万年前）に拡張。 

(2) 地震動の評価方法として、経験的応答スペクトルに基づく方法
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と断層モデルに基づく方法の両方で評価すること。これにより、

活断層調査・海溝型地震調査に基づいて震源断層モデルの推定が

必要となり、より高い精度の調査自体が必要とされる。 

(3) 断層モデルはばらつきを考慮してパラメーターを推定し、地震

動を評価すること。 

(4) 震源を特定できない地震動の評価およびその妥当性を個別に検

証すること。十分な調査を行っても地表に見えないが地下に存在

する活断層をすべて見つけることは困難なことから、この規定が

盛り込まれている。」 

カ その後、耐震設計審査指針の改訂（２００６  年（平成１８年）９月）

を受けて、原子力安全委員会は、行政庁に原子力事業者に対して既設も

含めて原子力施設の耐震安全性の評価の実施と、その結果の速やかな報

告を指示した。 

原子力安全・保安院は、原子力施設について新耐震指針に照らした耐

震安全性の評価（バックチェック）を原子力事業者に要請した。それを

受けて原子力事業者は、耐震安全性の評価の実施計画書を行政庁に提出

し、既設原発の耐震安全性の評価のために地形・地質調査を実施すると

ともに、基準地震動の評価の準備を始めた。 

キ その後、２００７年（平成１９年）３月２５日能登半島地震は志賀原

発を、２００７年（平成１９年）７月１６日新潟県中越沖地震は柏崎刈

羽原発を、それぞれ基準地震動を超える地震が襲った。原子力安全・保

安院は、これらの地震による知見も踏まえて、バックチェックを行うよ

う指示した。 

ク  これに対して、原子力事業者は、バックチェック報告書を提出した。 

  被告の東海第二原発では、それまでの基準地震動３８０ガルが６０

０ガルに大幅に引き上げられた。原子力安全・保安院も、２０１０年

（平成２２年）９月、この結果を承認した（甲Ｄ７６「耐震設計審査

指針の改訂に伴う日本原子力発電株式会社 東海第二発電所耐震安全性

に係る評価について（基準地震動の策定及び主要な施設の耐震安全性
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評価）」 

ケ ところが、２０１１年（平成２３年）東北地方太平洋沖地震では、こ

の引きあげられた基準地震動６００ガルを上回る地震が、東海第二原発

を襲った。福島第一原発でも、女川原発でも、それぞれの基準地震動を

超えた。 

 

(2) 原発は過酷事故を絶対に起こしてはならないことから、本来極めて

高い耐震性が要求され、また、規制要求としても「地震力に十分に耐

えることができるものであること」（いかなる地震力に対しても
、、、、、、、、、、、、

これ

が大きな事故の誘因とならないよう十分な耐震性を有していなければ

ならないこと）が求められていた。想定されるいかなる地震力に対し

ても耐震安全性を有すべきであるというこの考え方は、旧耐震設計審

査指針から新耐震設計審査指針に引き継がれた耐震設計の基本方針で

ある。そして、原発という危険な施設の耐震設計であることを鑑みれ

ば、この耐震設計の基本方針は、一般社会常識上からしても当然の方

針である。  

(3) 基準地震動は、当該原発に到来することが想定できる最大の地震動

とされ、これを基準として耐震設計がなされるから、基準地震動を適

切に策定することが、原発の耐震安全性確保の基礎であり、基準地震

動を超える地震は本来あってはならないはずである。基準地震動を超

えてしまうということは、上記Ｓクラスの設備さえ損壊してしまう危

険を生じさせるものである。  

(4) ところが、現実には、原子力発電所の基準地震動は、極めて低く設

定されていた。実際に、１０年足らずの間に４つの原発を５回も基準

地震動を超える地震が襲ったという事実は重いものがある。しかも、

わが国の原発は、２０箇所に満たないのであるから、基準地震動の設

定はほとんど機能していなかったと言ってもよいくらいである。  

 

２ 原発の基準地震動についての現行の原子力規制法令の内容（新規制基準） 

 それでは、新規制基準は、基準地震動について、どのように定めている

か、その内容について概観する。 
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(1) 原子炉等規制法 

原子炉等規制法は、原子炉の設置許可について、以下のとおり定めてい

る。 

・ 原子炉設置許可は、「発電用原子炉施設の位置，構造及び設備が核燃

料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉に

よる災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定め

る基準に適合するものであること。」（「４号要件」原子炉等規制法４３

条の３の６第１項４号） 

(2) 設置許可基準規則 

原子炉等規制法に基づく実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構

造及び設備の基準に関する規則（「設置許可基準規則」）は、地震力につい

て、以下のとおり定めている。 

・「設計基準対象施設は、地震力に十分に耐えることができるものでな

ければならない（４条１項）」 

・「耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及

ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力（以下「基

準地震動による地震力」という。）に対して安全機能が損なわれるおそ

れがないものでなければならない」（第４条３項） 

・「重大事故等対処施設」は，「基準地震動による地震力に対して」，

「重大事故に至るおそれがある事故」ないし「重大事故」に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれがないものであること」（設置許可

基準規則３９条１項，３項，４項） 

(3) 設置許可基準規則の解釈 

さらに、基準地震動による地震力について、実用発電用原子炉及びその

附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈（「設置許可基準

規則の解釈」）第４条及び第３９条は、別記２として、別紙のとおり定めて

いる。 

その概要を述べれば、以下のとおりである（下線部は、いずれも代理人）。 
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・「「基準地震動」は、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、敷地及

び敷地周辺の地質・地質構造、地盤構造並びに地震活動性等の地震

学及び地震工学的見地から想定することが適切なものと」すること

（同規則の解釈別記２の５項柱書） 

・基準地震動は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び

「震源を特定せず策定する地震動」について、解放基盤表面におけ

る水平方向及び鉛直方向の地震動としてそれぞれ策定すること 

・「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」は、内陸地殻内地

震、プレート間地震及び海洋プレート内地震の、地震発生様式の３

つの種類について選定すること。 

・それぞれの地震について、不確かさを考慮して応答スペクトルに基

づく地震動評価及び断層モデルを用いた手法による地震動評価を行

うこと 

・検討用地震の選定や基準地震動の策定に当たって行う調査や評価

は、最新の科学的・技術的知見を踏まえること。また、既往の資料

等について、それらの充足度及び精度に対する十分な考慮を行い、

参照すること。なお、既往の資料と異なる見解を採用した場合及び

既往の評価と異なる結果を得た場合には、その根拠を明示するこ

と。 

・「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せ

ず策定する地震動」については、それぞれが対応する超過確率を参

照し、それぞれ策定された地震動の応答スペクトルがどの程度の超

過確率に相当するかを把握すること 

(4) 基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド 

さらに、原子力規制委員会は、「基準地震動の妥当性を厳格に審査するた

めに活用することを目的と」して「基準地震動及び耐震設計方針に係る審

査ガイド」（「地震動審査ガイド」甲Ｄ１７）を定めている。現状，「震源

を特定せず策定する地震動」の妥当性を判断する上で、地震動審査ガイド

以上の詳細な具体的審査基準と言えるものはない。 
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ア 地震動審査ガイドは、「震源を特定して策定する地震動」について、以

下のとおり規定している。 

「２．基本方針 

  基準地震動の策定における基本方針は以下の通りである。 

 （略） 

（４） 「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定

せず策定する地震動」を相補的に考慮することによって、敷地で発生す

る可能性のある地震動全体を考慮した地震動として策定されているこ

と。」 

 

「３．３ 地震動評価 

 ３．３．１ 応答スペクトルに基づく地震動評価 

  （略） 

 ３．３．２ 断層モデルを用いた手法による地震動評価 

（４）①震源モデルの設定 

１）震源断層のパラメータは、活断層調査結果等に基づき、地震調査研

究推進本部による「震源断層を特定した地震の強震動予測手法」等の

最新の研究成果を考慮し設定されていることを確認する。 

２）アスペリティの位置が各断層調査等によって設定できる場合は、そ

の根拠が示されていることを確認する。・・・なお、アスペリティの応

力降下量（短周期レベル）については、新潟県中越沖地震を踏まえて

設定されていることを確認する。 

 ３．３．３ 不確かさの考慮 

（１）応答スペクトルに基づく地震動の評価過程に伴う不確かさについて、

適切な手法を用いて考慮されていることを確認する。地震動評価にお

いては、用いる距離減衰式の特徴や適用性、地盤特性が考慮されてい

る必要がある。 

（２）断層モデルを用いた手法による地震動の評価過程に伴う不確かさに
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ついて、適切な手法を用いて考慮されていることを確認する。併せて、

震源特性パラメータの不確かさについて、その設定の考え方が明確に

されていることを確認する。 

 ① 支配的な震源特性パラメータ等の分析 

 １）震源モデルの不確かさ（震源断層の長さ、地震発生層の上端深さ・下

端深さ、断層傾斜角、アスペリティの位置・大きさ、応力降下量、破

壊開始点等の不確かさ、並びにそれらに係る考え方、解釈の違いによ

る不確かさ）を考慮する場合には、敷地における地震動評価に大きな

影響を与えると考えられる支配的なパラメータについて分析し、その

結果を地震動評価に反映させることが必要である。特に、アスペリテ

ィの位置・応力降下量や破壊開始点の設定等が重要であり、震源モデ

ルの不確かさとして適切に評価されていることを確認する。 

 ② 必要に応じた不確かさの組み合わせによる適切な考慮 

 １）地震動の評価過程に伴う不確かさについては、必要に応じて不確かさ

を組み合わせるなど適切な手法を用いて考慮されていることを確認

する。 

 ２）地震動評価においては、震源特性（震源モデル）、伝播特性（地殻・

上部マントル構造）、サイト特性（深部・浅部地下構造）における各種

の不確かさが含まれるため、これらの不確実さ要因を偶然的不確実さ

と認識論的不確実さに分類して、分析が適切になされていることを確

認する。」 

 

このように、地震動審査ガイドでは、３．３．２の中の①の震源モデル

の設定において、「アスペリティの応力降下量（短周期レベル）については、

新潟県中越沖地震を踏まえて設定されていること」（強震動予測レシピの

1.5 倍とすること）と規定したうえで、さらに次の３．３．３の項で不確

かさの考慮をするよう求めている。したがって、①の震源モデルの設定に

いう「震源モデル」は、不確かさの考慮の前の基本震源モデルであり、新

潟県中越沖地震を踏まえて応力降下量を平均的値の 1.5 倍にしたモデルは、
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基本震源モデルであるから、そこからさらに不確かさの考慮がなされなけ

ればならない。 

 

イ 地震動審査ガイドは、「震源を特定せず策定する地震動」について、以

下のとおり規定している。 

 「１．３ 用語の定義 

（６）「震源を特定せず策定する地震動」とは、敷地周辺の状況等

を十分考慮した詳細な調査を実施しても、なお敷地近傍において

発生する可能性のある内陸地殻内の地震の全てを事前に評価しう

るとは言い切れないことから、敷地近傍における詳細な調査の結

果にかかわらず、全ての敷地（対象サイト）において共通的に考慮

すべき地震動であると意味付けた地震動をいう。」 

２．基本方針 

基準地震動の策定における基本方針は以下の通りである。 

（３）「震源を特定せず策定する地震動」は、震源と活断層を関連

づけることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた

震源近傍における観測記録を収集し、これらを基に各種の不確

かさを考慮して、敷地の地盤物性に応じた応答スペクトルを設

定して策定されていること。 

（４）「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を

特定せず策定する地震動」を相補的に考慮することによって、

敷地で発生する可能性のある地震動全体を考慮した地震動とし

て策定されていること。」 

   ４．２．１ 検討対象地震の選定と震源近傍の観測記録の収集 

（２）検討対象地震の選定においては、地震規模のスケーリング（ス

ケーリング則が不連続となる地震規模）の観点から、「地表地震

断層が出現しない可能性がある地震」を適切に選定しているこ

とを確認する。 

（３）また、検討対象地震の選定の際には、「事前に活断層の存在が
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指摘されていなかった地域において発生し、地表付近に一部の

痕跡が確認された地震」についても検討を加え、必要に応じて

選定していることを確認する。 

［解説］ 

（１）「地表地震断層が出現しない可能性がある地震」は、断層破壊

領域が地震発生層の内部に留まり、国内においてどこでも発生

すると考えられる地震、震源の位置も規模もわからない地震と

して地震学的検討から全国共通に考慮すべき地震（震源の位置

も規模の推定できない地震（Ｍｗ６．５未満の地震））であり、

震源近傍において強震動が観測された地震を対象とする。 

（２）「事前に活断層の存在が指摘されていなかった地域において発

生し、地表付近に一部の痕跡が確認された地震」は、震源断層が

ほぼ地震発生層の厚さ全体に広がっているものの、地表地震断

層としてその全容を表すまでには至っていない地震（震源の規

模が推定できない地震（Ｍｗ６．５以上の地震）であり、孤立し

た長さの短い活断層による地震が相当する。なお、活断層や地

表地震断層の出現要因の可能性として、地域によって活断層の

成熟度が異なること、上部に軟岩や火山岩、堆積層が厚く分布

する場合や地質体の違い等の地域差があることが考えられる。

このことを踏まえ、観測記録収集対象の地震としては、以下の

地震を個別に検討する必要がある。 

① 孤立した長さの短い活断層による地震 

②  活断層の密度が少なく活動度が低いと考えられる地域で発生した 

地震 

③  上部に軟岩や火山岩、堆積層が厚く分布する地域で発生した地震」 

 

 ここに明らかなとおり、「震源を特定せず策定する地震動」は、敷地周辺

の状況等を十分考慮した詳細な調査を実施しても、なお敷地近傍において

発生する可能性のある内陸地殻内の地震の全てを事前に評価しうるとは
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言い切れないことから、敷地近傍における詳細な調査の結果にかかわらず、

全ての敷地（対象サイト）において共通的に考慮すべき地震動であると意

味付けた地震動。」であり、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」

及び「震源を特定せず策定する地震動」を相補的に考慮することによって、

敷地で発生する可能性のある地震動全体を考慮した地震動として策定」す

ることが求められる。 

 

ウ 以上のとおり、新規制基準は、「敷地で発生する可能性のある地震動全

体を考慮した地震動」を考慮することを求めている。これは、原発が極

めて危険な施設であるからである。すなわち、危険な原発の安全性は最

大限に確保しなくてはならないから、端的に敷地で発生する可能性のあ

る全ての地震動に対して安全であることを求めているものである。 

 

(5) 新規制基準に関する原告らの主張 

ア 以上のとおり、福島第１原発事故が、想定を超えた津波という自然現

象によって発生したということの反省のもと、新規制基準は、自然現象

である地震動について、原発の基準地震動は、当該原発を襲う可能性が

ある地震動をカバーしていなければならないこと（逆に言えば、基準地

震動を超える地震動が当該原発を襲うことはまずないといえるもので

あること）が必要であることを求めている。 

 

イ そして、新規制基準は、「耐震重要施設」が「基準地震動による地震力

に対して」「安全機能が損なわれるおそれがない」こと（設置許可基準規

則第４条３項）を求めるだけではなく、福島原発事故を踏まえて、事故

が発生した場合の「重大事故等対処施設」も、同じ「基準地震動による

地震力に対して」「重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれ

るおそれがない」こと（設置許可基準規則３９条１項、３項、４項）を

求めている。この点、過酷事故時の重大事故等対処施設は、過酷事故が

発生した時にこれに対処するための施設であり、そして、過酷事故は、
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耐震重要施設が、基準地震動を超える地震力に対して、安全機能が損な

われて発生することも考えられるのであるから、過酷事故時の重大事故

等対処施設については、耐震重要施設の基準地震動の何倍かに耐えられ

るようにすることを求めることも考えられたが、新規制基準は、同じ基

準地震動に耐えられることを求めている。 

この点からも、基準地震動は、当該原発を襲う可能性がある地震動を

カバーしていなければならないこと（逆に言えば、基準地震動を超える

地震動が当該原発を襲うことはまずないといえるものであること）が求

められる。 

 

ウ ただし、基準地震動の具体的な算出ルールは、特に、どこまで安全側

に地震動を想定すべきかについては、十分に示されているとは言えない。 

 規制委員会で耐震ルール作りに関わった藤原広行・防災科学技術研究

所社会防災システム研究領域長は、２０１５年５月７日の毎日新聞記事

「特集ワイド:「忘災」の原発列島 再稼働は許されるのか  政府と規制

委の「弱点」」において下記のように述べ、基準地震動の策定手法は、「時

間切れ」で見直されていなかったことを明らかにした（甲Ｄ２７）。 

「実際の地震では (計算による )平均値の２倍以上強い揺れが全体の

７%程度あり、３倍、４倍の揺れさえも観測されている」 

「平均から離れた強い揺れも考慮すべきだ」 

「基準地震動の具体的な算出ルールは時間切れで作れず、どこまで厳

しく規制するかは裁量次第になった。揺れの計算は専門性が高いので、

規制側は対等に議論できず、甘くなりがちだ」 

「今の基準地震動の値は一般に、平均的な値の１．６倍程度。実際の

揺れの８～９割はそれ以下で収まるが、残りの１～２割は超えるだろ

う。もっと厳しく、９７ %程度の地震をカバーする基準にすれば、高浜

原発の基準地震動は関電が『燃料損傷が防げないレベル』と位置づけ

る９７３．５ガルを超えて耐震改修が必要になりかねない。コストを

かけてそこまでやるのか。電力会社だけで決めるのではなく、国民的
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議論が必要だ」。 

 

 藤原広行氏のこの発言は、実際に新規制基準を策定するのに関わった専

門家科学者の発言であるだけに、極めて重要である。藤原広行氏の発言は、

要するに、新規制基準の策定において、基準地震動の具体的な算出ルール

は時間切れで作れなかったというのである。その結果、新規制基準によっ

て算出されたはずの基準地震動でも、それを超えるもの（地震動）が１～

２割はあるというのである。 

 

エ したがって、原告らは、新規制基準が、基準地震動の具体的な算出

ルールを十分に示していない、という点では、必ずしも十分なものだ

とは考えていない。 

  しかしながら、原子力規制委員会は、「東北地方太平洋沖地震に伴

う原子力発電所の事故を契機に明らかとなった原子力の研究、開発及

び利用（以下「原子力利用」という。）に関する政策に係る縦割り行

政の弊害を除去し」「国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全

並びに我が国の安全保障に資することを目的と」して設置された（原

子力規制委員会設置法第１条）。 

  原子力規制委員会が策定した新規制基準は、甚大な被害をもたらし

た福島第一原発事故のような過酷事故を二度と起こしてはならないこ

とを目的にしているものであって、新規制基準が基準地震動の具体的

な算出ルールを十分に示しておらず、不十分な点があったとしても、

このような理念に基づき、解釈・適用されるべきである。 

  以上から、新規制基準は、原発の基準地震動は、当該原発を襲う可

能性がある地震動をカバーしていなければならないこと（逆に言え

ば、基準地震動を超える地震動が当該原発を襲うことはまずないとい

えるものであること）を求めているというべきである。 

 

オ なお、仮に、新規制基準が、そこまでの安全性を考慮する必要はない
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という場合（原発の基準地震動は、当該原発を襲う可能性がある地震

動をカバーすることまでは求めていないという場合）は、新規制基準

は、伊方原発最高裁判決がいう「調査審議において用いられた具体的審査

基準に不合理な点がある」というべきである（基準が不合理であることの

主張）。 

 

３ 被告が策定した基準地震動 

(1) 新規制基準に関する適合性審査における当初の申請内容  

被告は、新規制基準に関する適合性審査に対して、２０１４年（平成

２６年）の当初の段階では、東北地方太平洋沖型地震の、短周期レベル

の不確かさを考慮した際の最大加速度として観測された９０１ガルと同

値に基準地震動を改定したとして申請を行った。 

(2) 小出しの引き上げ 

その後、被告は、東北地方太平洋沖型地震の、ＳＭＧＡ位置と短周期

レベルの不確かさの重畳を考慮した際の最大加速度として観測された１

００９ガルと同値に、基準地震動を改定した（甲Ｄ５３ ２０１７年

（平成２９年）１１月１０日日本原電「東海第二発電所基準地震動の策

定について」）。（以下、左下に「げんでん」とある図表は、甲Ｄ５３のも

のである）。http://www.nsr.go.jp/data/000208751.pdf 

http://www.nsr.go.jp/data/000208751.pdf
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上記の図はトリパタイト図（三軸表示図）といい、縦軸が応答速

度、横軸が周期、右上がりの４５°の線が応答加速度を示す。  

地震動の大きさは横軸周期０．０２秒における加速度で表される。  

この図には、合計８つの地震動が表されており、被告日本原電は、

この８つの地震動をもって、基準地震動としている。  

Ｓｓ－Ｄ１は、応答スペクトル手法による地震動である（他の地震

動と異なり直線で構成されている）。  

Ｓｓ－Ｄ１は、プレート間地震（甲Ｄ５３、１３６頁）、海洋プレ

ート内地震（同１７０頁）及び内陸地殻内地震（同１９３頁）のそれ

ぞれについて、応答スペクトル手法による地震動を想定し、その３つ

の地震動を包絡するように設定されている（同２０９頁）。  

Ｓｓ－１１、１２、１３、１４の４つは、Ｆ１断層、北方領域の断

層、塩ノ平地震断層の連動による地震（内陸地殻内地震）について、

断層モデル手法による地震動である。  

Ｓｓ－２１、２２の２つは、２０１１年（平成２３年）東北地方太

平洋沖型地震（プレート間地震）について、断層モデル手法による地
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震動である。  

Ｓｓ－３１は、２００４年（平成１６年）北海道留萌支庁南部地震

の検討結果に保守性を考慮した地震動とされている。  

これらの策定の過程は、以下のとおりである。  
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(3) 基準地震動に関する被告の主張 

ア  被告日本原電は、地震に係る安全性について、準備書面（１０）の

第３章第２（２４頁～７０頁）の冒頭において、以下のとおり主張し

ている（番号は、原告が振ったもの）。  

「①原子力発電所は、想定される地震動に対して、これが大きな事故

の誘因とならないように十分な耐震安全性を有していなければならな

い。②被告は、本件発電所において、その時々の最新の知見を踏まえ

て地震動評価を行い、同発電所の耐震安全性の確認を行うとともに、

必要に応じてその強化を行っている。③その対応の一環として、現在、

同発電所について、敷地及び敷地周辺の詳細な調査結果に基づき、新

たな規制基準を踏まえて基準地震動Ｓｓを策定し、この基準地震動Ｓ

ｓに対して耐震安全性評価を行うなどして、同発電所が十分な耐震安

全性を有していることを確認している。」（２４頁）  

 

イ その上で、被告は、基準地震動を超える地震動が原発を襲う可能性につ

いて、令和元年６月４付「平成３１年４月２５日付原告ら準備書面(７１) 

の求釈明事項について」において、以下のとおり、主張している。 

 

「被告は，本件発電所における基準地震動を策定するに当たり，最新の

科学的・技術的知見に加えて被告の行った詳細な各種調査により得られ

たデータ等を踏まえ，地震動評価を行ったが，それでもなお，基準地震

動を上回る強さの地震動が発生することを完全に否定し尽くすことはで

きないことは認識している。」 

 

  このように、被告は、基準地震動の策定にあたって、「最新の科学的・

技術的知見に加えて被告の行った詳細な各種調査により得られたデー

タ等を踏まえ，地震動評価を行った」が、しかし、「基準地震動を上回

る強さの地震動が発生することを完全に否定し尽くすことはできない」

と述べているところからすれば、被告自身も、原発の基準地震動は、当

該原発を襲う可能性がある地震動をカバーしていなければならないこ



38 

 

と（逆に言えば、基準地震動を超える地震動が当該原発を襲うことはま

ずないといえるものであること）を認めた上で、東海第二原発の基準地

震動を策定しているというべきである。 

 

４ 原発の耐震補強には限界があること 

 前述したとおり、東海第二原発の基準地震動は、以下のとおり小出し

に引き上げられてきた。 

 １９７８年（昭和５３年） ２７０ガル 

 １９９５年（平成７年）  ３８０ガル 

 ２０１０年（平成２２年） ６００ガル 

 ２０１４年（平成２６年） ９０１ガル 

 ２０１８年（平成３０年）１００９ガル 

 

 しかしながら、当初２７０ガルの地震動を想定した建設された原発

が、１００９ガルという３．７倍もの地震動に対して耐震安全性を有し

ているとは、常識的にも思えない。 

被告は、原発の設備・機器・配管について耐震補強を行ったと主張す

るかもしれないが、原発の心臓部である圧力容器などは、そもそも耐震

補強を行うことは不可能である。 

被告は、耐震補強が不可能である箇所については、シミレーション計

算によって耐震安全性を確認したと主張するものと思われるが、このシ

ミレーション計算を追試するためには、原発の設備・機器・配管の形状

や寸法が開示された上で、計算に用いた計算方法が明らかにされる必要

がある。しかし、これらの情報は、まったく開示されておらず、原告ら

が検証することは不可能である。 

 

そもそも、東海第二原発では、これまで数々の事故・トラブルを発生

させてきた（甲Ｄ２０４号証）。 
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その中には、圧力容器内のデフレクタの脱落（甲Ｄ２０５号証）、中性

子計測菅のひび割れ（甲Ｄ２０６号証）、シュラウドのひび割れ（甲Ｄ２

０７号証）など、重大な事故につながりかねないものも多発している。 

 

以上からすれば、東海第二原発の耐震安全性には極めて大きな疑問が

ある。仮に、被告が策定した１００９ガルの地震動に対して、東海第二

原発の安全装置の耐震安全性が計算上は確保されていることを認めたと

しても、それは、東海第二原発の建設時に確保されていた耐震安全性の

余裕が、基準地震動の引き上げにより大幅に切り詰められ、極めて乏し

くなっているものと言わざるを得ない。 

 

これらの点からも、原発の基準地震動は、当該原発を襲う可能性があ

る地震動をカバーしていなければならないこと（逆に言えば、基準地震

動を超える地震動が当該原発を襲うことはまずないといえるものである

こと）が、原発の安全確保において、決定的に重要なのである。 

 

５ 原子力規制委員会による基準適合 

原子力規制委員会は、被告が策定した基準地震動について、新規制基

準に適合しているとの判断を示した。 

しかし、その基準地震動は、規制委員会で耐震ルール作りに関わった

藤原広行・防災科学技術研究所社会防災システム研究領域長が述べるよ

うに、「揺れの計算は専門性が高いので、規制側は対等に議論できず、甘

くなりがち」になった結果、「平均的な値の１．６倍程度」であり「実際

の揺れの８～９割はそれ以下で収まるが、残りの１～２ 割は超えるだろ

う」という程度のものであり、規制委員会の適合性判断は、不合理なも

のである。 
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第３ 人格権侵害の具体的危険の有無に関する司法判断の方法 

 

 人格権侵害の具体的危険についての司法判断の在り方に対する総論的

な主張については別の書面で述べるので、ここでは、地震動に関する具体

的な司法判断の在り方に焦点を当てて主張する。 

 

１ 人格権侵害の具体的危険の有無についての主張立証構造 

(1) 具体的危険の有無に関する主張立証負担の所在 

   まず、東海第二原発の再稼働による人格権侵害の具体的危険の有無

について、原則どおり、原告らにその存在についての主張立証を負担

させることは、具体的危険の有無を基礎づける原発の安全に関する専

門技術的知見及び資料が事業者である被告に偏在していることを踏

まえれば著しく不公平である。また、これでは、具体的危険の存在に

ついて真偽不明となった場合（すなわち、裁判所において、原発が安

全という心証が得られない場合）にまで再稼働が容認されることにな

るが、それは原発に内在する危険の特異性とそれを踏まえた「深刻な

災害を万が一にも起こしてはならない」という法の趣旨を軽視するも

のであって、正義にも反する。 

   したがって、東海第二原発の再稼働による人格権侵害の具体的危険

の有無について審理判断するにあたっては、その前提として、被告に

その不存在についての事実上の主張立証負担を負わせるべきである。 

 

(2) 上記(1)を踏まえた主張立証構造 

   上記(1)のように、被告が事実上負担するのは、あくまでも「人格権

侵害の具体的危険の不存在」の主張立証であるから、「（行政庁の基準

適合判断に係る審査又は事業者の評価において用いられる）具体的審

査基準の合理性」及び「基準適合判断（原子力規制委員会の判断が出て

いない時点にあっては被告による基準適合評価）の合理性」について

は、あくまでも、人格権侵害の具体的危険の不存在を推認するための
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間接事実の一つにすぎない（ただし、原告らとしても、それらが重要

な間接事実であることまで争うものではない）。これに対し、原告らが

本件訴訟において主張している「具体的審査基準の不合理性」又は「基

準適合判断（ないし評価）の不合理性」は、被告による「具体的審査

基準の合理性」及び「基準適合判断（ないし評価）の合理性」の主張

に対する否認ないし間接反証に位置付けられることになる。 

   したがって、原告らの訴訟活動の結果、被告の主張する「具体的審

査基準の合理性」及び「基準適合判断（ないし評価）の合理性」につ

いて、裁判官が確信を持ち得なかったり、あるいはひとたび得た確信

が動揺したりして、真偽不明となった場合には、これら重要な間接事

実が認められない結果、「人格権侵害の具体的危険の不存在」の主張立

証が尽くされないことになるから、「人格権侵害の具体的危険の存在」

が事実上推定されることになる。 

   以上に見るように、本件訴訟において原告らは、必ずしも、「本来あ

るべき基準」や「本来なされるべき基準適合判断（ないし評価）」につ

いて、裁判官に確信させる必要はなく、被告の主張する基準の合理性

や基準適合判断（ないし評価）の合理性について、裁判官が抱いた確

信を動揺せしめればよいのである。地震動に関していえば、原告らは、

「本来どのような基準地震動評価がなされるべきであるか」とか「ど

のような知見が考慮されるべきであるか」といったことについて主張

を行っているが、裁判所の判断事項は、原告らの指摘する見解や知見

が正しいか否かではなく、あくまでも被告の評価の合理性・妥当性で

あることを指摘しておく。 

 

２ 地震動に関する基準適合判断が不合理であること 

(1) 問題の所在 

  ア 第２でみたように、新規制基準は、原発の基準地震動について、

当該原発を襲う可能性がある地震動をカバーしていなければなら

ないこと（言い換えれば、基準地震動を超える地震動が当該原発を
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襲うことはまずないといえるものであること）を求めており、被告

も、これに従って基準地震動を策定している（「被告は、本件発電所

における基準地震動を策定するに当たり、最新の科学的・技術的知

見に加えて被告の行った詳細な各種調査により得られたデータ等

を踏まえ、地震動評価を行ったが、それでもなお、基準地震動を上

回る強さの地震動が発生することを完全に否定し尽くすことはで

きないことは認識している。」と述べているのは、この趣旨である 1）。 

    したがって、地震動に関する基準適合判断（ないし評価）の合理

性の有無を判断するにあたっては、被告が策定した東海第二原発の

基準地震動が、東海第二原発の敷地を襲う可能性がある地震動をす

べてカバーしているのかどうか（言い換えれば、基準地震動を超え

る地震動が当該原発を襲うことはまずないといえるものであるか

どうか）が重要となる。東海第二原発の基準地震動が、東海第二原

発の敷地を襲う可能性がある地震動をカバーしているとはいえな

い場合には、上記新規制基準に該当しないことになるから、そうで

あるにもかかわらず基準に適合するとした原子力規制委員会の判

断は不合理なものであったということになる。 

  イ そして、地震動に関する基準適合判断（ないし評価）が＜東海第

二原発の基準地震動が、東海第二原発の敷地を襲う可能性がある地

震動をカバーしているとはいえない＞という意味で不合理である

場合には、そのことのみをもって、原告らの人格権侵害の具体的危

険が基礎づけられる。上記の意味で不合理である限り、基準地震動

を超える地震動が原発を襲った場合におけるその余の事故の進展

や放射性物質の環境への放出と原告らの被曝までの具体的機序ま

 

1 被告も，基準地震動を超える地震動の発生を「完全に否定し尽くすことはできな

い」というのであり，科学的な厳密な意味で可能性をゼロにすることはできない

（＝ゼロリスクは要求できない）という趣旨と考えられる。また，原子力関連法令

等の趣旨が「深刻な災害が万が一にも起こらないようにする」ことにあることなど

に照らせば，原告らが主張する「カバーしている」とか「まずない」というのは，

相当に高度な安全が確保されるものでなければならず，安易に「カバーしている」

と認定することは許されない。  
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で考慮する必要はない。 

    なぜなら、想定（基準地震動）を超えた地震動が原発を襲った場

合には、地震動の性質に照らして、すべての安全装置に対して同時

に損傷をもたらす可能性があり、安全装置の健全性が確保されてい

ることの担保がない以上、特段の事情がない限り、放射性物質が環

境に放出されて原告らが被ばくする高度の蓋然性があるからであ

る。 

  ウ この点について、被告は、東海第二原発について、「４(3)本件発

電所の耐震安全性の余裕（被告準備書面(１０)６５頁～７０頁）」に

おいて、基準地震動 Ss を超えた地震動についても、本件発電所の耐

震安全性が確保されているかのような主張をしている。また、２０

１１年東北地方太平洋沖地震では、当時の基準地震動を超過したが、

「原子炉建屋及び安全上重要な設備に当該地震による損傷も認め

られない」と主張しており（被告準備書面（１０）２８頁、なお１

０５頁～１０６頁も同趣旨）、基準地震動を超える地震動が原発を

襲っても、原発では耐震設計上安全余裕があるから、過酷事故は発

生しない、と主張するものと思われる。 

    しかしながら、これは、原発の耐震安全性を軽視している点で、

きわめて危険な考え方である。全ての原子力発電所の安全装置は、

基準地震動による地震動を前提として設計・施工・評価されている

のであり、耐震設計上の安全余裕などという不確定要素の塊のよう

なものに基づいて設計・施工・評価されていない。当然ながら、こ

の耐震安全性の余裕なるものが、原子力規制委員会による確認の対

象となっているものではない。要するに、被告の勝手な言い分に過

ぎない。 

    基準地震動を超える地震に対して大きな事故が発生していない

のは、偶然の幸運にすぎない。このような主張をもって、人格権侵

害の具体的危険のおそれがないとすることは許されない。 

    ただし、原告らは、最終準備書面（その６）において、基準地震
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動を超える地震動が原発を襲った場合に、過酷事故が発生すること

について、より積極的な主張・立証も行っている。 

 

(2) 東海第二原発を襲う可能性がある地震動をカバーしているかどうか

を審査するために用いられるべき具体的判断手法 

  ア 地震動の分野における専門知の不定性 

  （ア）基準適合判断（ないし評価）は科学・技術に関わる知識や知見

（以下、「専門知」という。）に依拠して行われているが、そもそ

も科学的な専門知には不定性があって絶対のものではないこと、

特に地震動の分野について「強震動研究は原子力発電所の安全に

寄与できるほどには成熟していない」「多くの科学者が『地震の科

学には限界がある』と警鐘を鳴らしている」ことは、これまでも

指摘してきたとおりである。地震・地震動の分野は不定性が特に

大きい分野であって、それらの予測問題は、科学的に明確な答え

が得られない問題（いわゆるトランス・サイエンスの領域）なの

である（甲Ｄ１２６平田光司「科学の卓越性と不定性」）。 

  （イ）すなわち、通常、科学的な専門知の究明・獲得は、科学的実験・

調査とデータ・情報の蓄積に併せて仮説・理論モデルが設定され、

その正しさに関して各種の検証が行われ、再現性の存否が確認さ

れることにより行われていく。 

     ところが、地震・地震動の分野においては、地震が複雑系でモ

デル化が難しいこと、地下で発生する事象であるために観測が困

難であること、そのため過去のデータに頼らざるを得ないにもか

かわらず過去のデータ数が少ないこと、といった三重苦が存在す

る。少なくとも現時点においては、地震・地震動の分野の専門知

は、未だ究明・獲得の途上にある段階が多く、通説の確立を待っ

ていたのでは対策が後手に回ってしまうことがある。リスク論の

専門家である下山憲治教授（行政法学）は、こうした「究明・獲

得途上の専門知」を、社会として利活用する場合の法的制御につ
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いて論考をまとめている（甲Ｂア６号証下山憲治「行政上の予測

とその法的統御の一側面」７１頁）。 

  イ 専門知の不定性とそれに応じた利活用に関する判断の在り方 

    下山教授によれば、地震・地震動の分野のように不定性が大きい

「究明・獲得途上の専門知」を社会的に利活用しようとする場合に

は、その不確実性を十分に考慮して、不確実性がマイナスに作用し

た場合の損害の特質（どのような権利・利益を侵害するのか、時間

的・空間的にどの程度広がり得るのか等）に応じて十分な安全を確

保しつつ利活用する必要があるという。 

    東海第二原発を含む発電用原子炉施設の安全について言えば、地

震動の想定を誤った場合には、原発の安全装置が機能せず、福島第

一原発事故のような過酷事故を招く危険があり、この場合、侵害さ

れる利益が生命、身体の安全及び財産並びに生活基盤という重要な

保護法益（憲法１３条に由来する人格権の根幹部分）であるだけで

なく、その被害は時間的にも空間的にも極めて膨大な広がりを持つ

ことになる以上、他の危険施設と比較しても最高度の安全が要求さ

れなければならない。 

    そのため、発電用原子炉施設の安全に関わる地震学や火山学等に

関する知見（究明・獲得途上の専門知）を利活用する場合には、不

確実性を十分に踏まえて、深刻な災害が万が一にも起こらないとい

えるだけの保守性が確保されているのかが確認されなければなら

ない。科学的に正確な評価かどうかという判断よりも、不確実では

あっても保守的な評価かどうかという判断が優位するのである。 

  ウ 上記イを踏まえた司法判断の在り方 

  （ア）以上で述べた所謂「究明・獲得途上の専門知」の利活用につい

ての判断手法は、司法判断の場面においても参照されなければな

らず、この点については最終準備書面（その２）において詳述す

るとおりである。 

     地震動に関する基準適合判断（ないし評価）の合理性の有無に
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ついて言えば、裁判所は、人格権侵害の具体的危険の不存在に関

する重要な間接事実である「基準適合判断（ないし評価）の合理

性」について審理判断するにあたっては、基準適合判断（ないし

評価）が依拠する知見や見解の多くが究明・獲得途上の専門知で

あることを踏まえ、当該専門知に依拠するとした行政等が、その

判断の過程で、不確実性を十分に踏まえて、基準地震動が、当該

原発を襲う可能性がある地震動をカバーしているか（言い換えれ

ば、基準地震動を超える地震動が当該原発を襲うことはまずない

といえるか）を審理判断しなければならないのである。 

     このような審理判断を行うことは、行政庁の裁量判断について

その判断過程を司法が統制することを肯定するこれまでの裁判

例と矛盾しないばかりか、むしろ東海第二原発を含む発電用原子

炉施設において万が一にも重大な事故を起こしてはならないと

いう法の趣旨から要請される厳格な審査の在り方としても適切

である。 

  （イ）そして、不確実性を十分に踏まえた評価となっているか否かを

判断するにあたっては、行政庁がした判断につき、次の①ないし

⑥の各点を考慮することが必要となる（甲Ｂア６号証下山憲治

「行政上の予測とその法的制御の一側面」７９頁。なお、以下の

①ないし⑥は行政訴訟における判断手法であるが、具体的審査基

準や基準適合判断（ないし評価）の合理性の有無が間接事実とし

て位置づけられるという枠組みの下では、これらの合理性の有無

を判断するに際して上記判断手法を援用するのが適当である。）。 

①その時点において利用可能で、信頼されるデータ・情報のすべ

てが検討されていること。 

②採用された調査・分析及び予測方法の適切性・信頼性が認めら

れること。 

③法の仕組みや趣旨などに照らして必要な権利・法益のすべて

を比較衡量していること。 
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④その選択・判断のプロセスが意思決定の理由と共に明確に示

されていること。 

⑤全体を通じて判断に恣意性・不合理な契機が認められないこ

と。 

⑥事後においても、新たな知見や技術の進歩などを踏まえて、必

要に応じて当初の決定内容を修正・変更する義務が尽くされ

ていること。 

  エ  東海第二原発を襲う可能性がある地震動をカバーしているかど

うかを審査するために用いられるべき具体的判断手法 

  （ア）東海第二原発を襲う可能性がある地震動をカバーしているかど

うかの審査について、上記ウ①ないし⑥を踏まえると次のＡない

しＤのようになる。 

Ａ 地震動想定に関して、地理的な条件、地震観測記録、敷地地盤

の調査記録、その他の条件などの点で、被告の評価及び行政庁の

調査審議において、信頼されるデータ・情報が全て検討されてい

るかどうか（上記①）。特に、既往地震をより良く再現すること

ができる地震動想定手法や、科学的に信頼可能と評価され得る

別の全ての知見を、考慮・検討のテーブルに乗せているかどうか。 

考慮すらしていないとすれば、不確実性を踏まえていないこ

とになり、行政庁の基準適合判断（ないし事業者の基準適合評価）

に過誤・欠落が存在することになる。 

Ｂ 地震動想定に関して、採用された調査・分析及び予測方法につ

いて、適切性・信頼性が認められるかどうか（上記②）。特に、

被告が採用した予測方法等について、既往地震を適切に再現で

きているかどうか。 

適切に再現できていない手法を採用したとすれば、適切性・信

頼性に欠けるため、基準適合判断（ないし評価）に過誤・欠落が

存在することなる。 

Ｃ  地震動想定に関して、被告の評価及び行政庁の調査審議にお
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いて、信頼されるデータ・情報が全て検討されていたとしても

（Ａ）、その検討過程、選択・判断のプロセス（なぜある見解が

採用され、別の見解は採用されないのか）が理由と共に明確に示

されているかどうか（上記④）。特に、前述した既往地震をより

良く再現することができる地震動想定手法があるにもかかわら

ず、これを採用しないと判断した理由が、明確に示されているか。 

示されていない場合には、裁判所が行政庁の判断の妥当性を

後からチェックすること自体ができないのであるから、司法が

行政の判断過程を統制することができず、行政の恣意的判断を

排除できない。そのため、それ自体で基準適合判断（ないし評価）

に過誤・欠落があることになる。 

    Ｄ 地震動想定に係る判断の全体を通じて、被告の評価及び行政

庁の調査審議に、恣意性・不合理な契機が認められないか（上

記⑤）。特に、Ｃの判断の理由が示されていたとしても、その理

由が恣意的で、科学の不定性を十分に踏まえた保守的なものと

なっていないか。 

例えば、いまだ通説的見解ではないという理由だけで採用し

ないという結論を導くことは、原発における比較衡量（上記③）

や要求される安全の程度に照らし許されないし、地震動につい

て、平均像プラスアルファとして、十分な保守性を見込んでい

ない場合には、基準適合判断（ないし評価）に過誤・欠落が存

在することになる。 

  （イ）裁判所は、原子力規制委員会による基準適合判断（ないし被告に

よる評価）の判断過程において上記ＡないしＤの考慮及び判断が

行われていたか否かを審査し、上記ＡないしＤで指摘した過誤欠

落が認められる場合には、不確実性がマイナスに作用した場合の

損害の特質ゆえに原発が他の危険施設と比較しても最高度の安

全を確保することが必要とされるにもかかわらず不確実性が十

分に踏まえられていないことを理由に、その基準適合判断（ない
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し評価）が不合理であったと判断しなければならず、かつそれで

足りる。 

  オ  上記エのような判断手法を採用しても被告との関係で不公平と

はならないこと 

  （ア）上記エのように解釈した場合、被告は、上記ＡないしＤに対応

して、次のＡ’ないしＤ’のとおりの主張立証を行うことが必要

となる。すなわち被告は、 

     Ａ’地震動想定に関して、地理的な条件、地震観測記録、敷地

地盤の調査記録、その他の条件などの点で、信頼されるデー

タ・情報を全て検討したこと 

     Ｂ’地震動想定に関して、採用された調査・分析及び予測方法

について、適切性・信頼性が認められること 

     Ｃ’地震動想定に関して、信頼されるデータ・情報を全て検討

した検討過程、選択・判断のプロセスが理由と共に明確に示

されていること 

     Ｄ’地震動想定に係る判断の全体を通じて、恣意性・不合理な

契機が認められないこと、特に、他の見解を採用しなかった

ことについて、その判断根拠に合理性が認められること 

    以上４点をいずれも主張立証する必要があり、仮に、被告におい

て上記４点のうちの１つでも裁判官の確信を形成することがで

きなかった場合には、基準適合判断（ないし評価）に過誤欠落が

あり不合理であったとして、人格権侵害の具体的危険が不存在で

あることの立証を尽くせなかったこととなる。 

  （イ）このように考えたとしても、それによって被告に過重な負担と

なることはない。原子力規制委員会の定める設置許可基準規則の

解釈によれば、「検討用地震の選定や基準地震動の策定に当たっ

て行う調査や評価」について、「最新の科学的・技術的知見を踏ま

えること。また、既往の資料等について、それらの充足度及び精

度に対する十分な考慮を行い、参照すること。なお、既往の資料
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と異なる見解を採用した場合及び既往の評価と異なる結果を得

た場合には、その根拠を明示すること」が要求されている。 

     したがって、これらのことは、本来、被告の申請及び原子力規

制委員会による調査・審議の過程で当然になされているはずのこ

とだからである（なされていないのだとすれば、それ自体で、調

査・審議に過誤・欠落があったということになる）。これを被告に

主張・立証させることが当事者間の公平を害することには、全く

ならない。 

  カ 上記エのような判断手法を採用しても、原子力規制委員会の科学

的・専門技術的裁量を尊重していないことにならないこと 

    なお、念のため付言すると、以上で述べた司法判断の在り方は、

裁判所に対して、いくつかある科学的知見の「いずれが正しいか」

の判断（科学的に見て正しい見解がどれかという科学的判断）を要

求するものではない。裁判所は、東海第二原発を含む発電用原子炉

施設が他の危険施設と比較して最高度の安全が要求されることを

前提として、「科学的に信頼可能と評価され得る別の全ての知見」は

いずれも成り立ち得る知見である以上、より保守的な知見が選択・

採用されているかどうか、より保守的な知見が排除されているので

あればその価値判断に合理的な根拠があるかどうか 2を審査すべき

であり、かつ、それで足りるのである。 

    科学的に信頼可能と評価され得るいくつかの知見の中で最も保

守的なものを採用されているかどうかを審査する限りであれば、そ

れは科学的判断ではなく法的判断の枠内に収まる上、（あくまでも

判断過程に過誤欠落がないか否かを、発電用原子炉施設に内在する

危険の特異性を踏まえた価値判断の下に審査するだけであるから）

原子力規制委員会の科学的・専門技術的裁量を尊重していないこと

 

2 これらの知見はいずれも不確実性を有するものである以上，「合理的な根拠」と

は，単に不確実であるというだけでは足りない。論理則や初歩的な科学的経験則に

反しているとか，その不確実性がマイナスに作用する可能性が科学的想像力を駆使

してもおよそ考え難いといえる「合理的な根拠」が必要である。  
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にもならない。 

    実際、１９９１（平成３）年裁判官会同においては、行政庁の専

門技術的裁量について、「政策的裁量のように、諸々の事情が関係し、

政治的立場等によりいくつかの考え方がいずれも成り立ち得るが、

そのどれを採るかは行政庁に委ねられているといった性質のもの

ではない」とされている。また、「安全か否かの評価判断については、

幾つかの科学的学説があって、意見が分かれるところであろうが、

行政庁としては、最高水準の科学的知見に基づいて常に最良の学説

を選択」するべきであると述べている。福島原発事故後、原発の危

険性や科学の不定性を踏まえれば、ここでいう「最良の学説を選択」

するとは、最も保守的な学説を選択するということと同義と考える

べきであり、それは科学的判断ではなく、法的判断なのである。 
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第４ 被告が策定した基準地震動を超える地震動が発生する具体的危険（そ

の１） 

 

１ 地震動想定についての日本の規制基準は確定論を採用しており、確率

論を採用していないこと 

 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動の想定について、日本の規制

基準は、従来から確定論を採用して、確率論を採用していない。すなわち、

対象となる活断層がどれだけの確率で活動するかは問わず、活動したとき

にどれだけの地震動が発生するかを検討し、起こりうる最大の地震動によ

って耐震設計をする。 

この確率論をとらずに確定論で地震動想定をするというのは、近くに活

断層があるなら、それがいつ動くかはわからないから、その活動する確率

を問うことなく、いつ動いても安全な耐震設計をすべきだという、常識的

な判断に基づいているものである。年超過確率が参照にしか過ぎないとさ

れているのは、信頼できる確率が算出できないからであるが、この信頼性

のおける地震の発生確率が算出できないことも、地震動想定についての日

本の規制基準が確率論を採用していない理由である。 

 したがって、敷地ごとに震源を特定して策定する地震動の評価において

は、対象となる断層が必ず活動するとしたうえで、最大、どれだけの大き

さの地震動となるかを導くこととなる。 

 

２「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」について、応答スペクト

ルを用いた手法におけるバラツキの考慮が不足していること 

 

以下、被告が策定した基準地震動について、応答スペクトルを用いた手法

におけるバラツキの考慮が不足していること、この結果、東海第二原発を

襲う可能性がある地震動をカバーしているとはいえないこと、について主

張する。 
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これらは地震発生様式（内陸地殻内地震、プレート間地震及び海洋プレ

ート内地震）にかかわらず、すべて共通である。 

ただし、本件の審理においては、海洋プレート内地震については明示的

には主張してこなかったので、争点から外していただいて構わない。 

 

(1) 応答スペクトルに基づく手法 

「応答スペクトルに基づく地震動評価」とは、距離減衰式により地震動

の応答スペクトルを評価する方法をいう。 

地震動は、地震により放出されるエネルギーが大きいほど、また、震源

に近いほど大きくなる性質がある。 

「距離減衰式は、過去に発生した地震のデータを統計的に処理して経験

的に設定された回帰式であ」り、「地震の規模や震源からの距離等のパラ

メータを入力すると、地震の規模と震源からの距離の関係により、想定さ

れる地震動の強さ、最大加速度、応答スペクトルが求まる計算式のこと」

をいう（被告準備書面（１０）語句注別１４８頁～１４９頁）。 

距離減衰式は、過去に発生したデータを統計的に処理して経験的に設定

された回帰式であり、データを積み重ねた事実に基づいているため信頼性

が高い（被告準備書面（１０） 別１４９ 注３－３１）。 

被告の用いている Noda et al(2002)は、耐専スペクトル（耐専とは、日

本電気協会原子力発電耐震設計専門部会の略である）とも言われるもので

あり、全国の過去の地震動の実観測記録を統計処理して、「実現象の平均像

を忠実に再現」しようとしたものである。 

この点で、原告と被告との間に争いはない。 

 

(2) 応答スペクトルに基づく手法は「簡便」だが、不正確ということでは

ないこと 

応答スペクトルに基づく手法について、被告は、２０１９年５月１６日

の説明会において、断層モデルを用いた手法を「より精緻な手法」とした

のに対し、「簡便な手法」だと説明した（令和元年５月１６日付被告作成「本
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件発電所の地震に係る安全性について」２０頁）。しかし、「簡便」＝不正

確ということではない。上記のとおり、実現象を忠実に再現した平均像で

あり、この手法で用いられる変数がマグニチュードと等価震源距離だけと

いう意味で、被告は「簡便」と評価したのである。 

応答スペクトルに基づく手法のマグニチュードと等価震源距離は、互い

に影響しない独立したパラメータであり、全体としての誤差（不確かさ）

が見えやすいという利点がある。その意味では、算出結果にどれだけ誤差

があるか、すなわち不確かさがどれだけあるか、が問題となる原発の基準

地震動の策定に用いるには、より実用的で重要とも言える。 

 

(3) 応答スペクトルに基づく手法における補正係数の重要性 

応答スペクトルに基づく手法は、実現象のデータを集めて、その平均像

を求める手法であるから、そのもととなったデータにはバラツキがある。

そして、この地震動の実現象のバラツキは、数％の範囲とか数１０％の範

囲のバラツキではなく、数倍ないし時には１０倍以上のバラツキがある

（この点は、被告の社員である川里証人も認めている、川里証人３４頁）。  

 

また当該地域での地震動データが多数ある場合、地域特性を踏まえた地

震動想定をするには、当該地域での地震動が、全国の平均より全体として

どれだけ大きいか（あるいは小さいか）を見た上で、さらにその地域での

データのバラツキを考慮することが必要となる。この地域性を踏まえた地

震動のレベルとバラツキの中の、どの大きさの値を採用するかを決めるの

が補正係数の決定である。 

 

補正係数を定めるには、まず本件敷地周辺で発生した地震の地震動の応

答スペクトルが、全国のデータによる Noda et al(2002)の値に比べて、こ

の地域での地震による地震動がどれだけ大きいか（あるいは小さいか）を

考慮することとなるが、それが応答スペクトル比であり、下記の式によっ

て定義される。 



55 

 

 

                 敷地の観測記録（解放基盤表面） 

    応答スペクトル比 = ────────────────── 

                  Noda et al(2002)による値 

 

被告は、地震の発生様式によって、プレート間地震、海洋プレート内地

震、内陸地殻内地震に分類し、それぞれの型の地震での応答スペクトル比

のデータから、この地域での各型の地震の平均像が、Noda et al(2002)に

よる値と比べてどれだけ大きいか、地震動にどれだけバラツキがあるかを

確認している。 

このバラツキの程度は、標準偏差σで表現される。地震動の大きさを対

数でとった値のバラツキを見れば、ほぼ正規分布と言われる分布に近いも

のとなる。下図が、正規分布のグラフであり、そのバラツキを見るのが標

準偏差σである。 
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(4) 内陸地殻内地震 

ア 福島県と茨城県の県境付近で発生した地震を除いた内陸地殻内地震 

被告が示した、「福島県と茨城県の県境付近で発生した地震を除いた内

陸地殻内地震」についての補正係数の図は、次のとおりである（甲Ｄ５３

「東海第二発電所基準地震動の策定について」（平成２９年１１月１０日）

４－１７９頁）。 

 

（水平成分の拡大図） 
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ここで、横軸は周期、縦軸は応答スペクトル比である。 

応答スペクトル比は、前述したとおり、 

                 敷地の観測記録（解放基盤表面） 

    応答スペクトル比 = ────────────────── 

                  Noda et al(2002)による値 

である。 

ここで示されている灰色の１本１本の線は、実観測記録に基づき、Noda 

et al(2002)の値に比較して、観測された地震動がどれだけ大きいか（ある

いは小さいか）を示したものである。黒の実線は、その平均を示しており、

黒の波線は、１σ 分（６８％をカバー）を示している。 

ここで、応答スペクトル比が１０ということは、すなわち、 Noda et 

al(2002)による値（全国の平均像）と比べて１０倍地震動が大きいという

ことを意味する。 

そして、被告は、「各地震の平均は水平成分、鉛直成分ともほぼ１倍であ

るため、日本電気協会による内陸地殻内地震に対する補正や観測記録の応

答スペクトル比に基づく補正は行わない」として Noda et al(2002)によ

る値をそのまま採用している。つまり、被告は、ここでは、平均的地震動

のそのままの値で基準地震動を策定しているのである。 

 

 しかしながら、上記の灰色の線の１本１本の線は、Noda et al(2002)の
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値に比較して、観測された地震動がどれだけ大きいか（あるいは小さいか）

を示したものであり、ここには大きなバラツキがある。 

   

  そのバラツキは、１σ分の幅を赤い縦線で加筆して、その２本分、す

なわち＋２σ分（標準偏差の説明によれば、２．３％がはみ出している）

を考慮すれば、応答スペクトル比では平均の５倍に達していることが分

かる。 

    

さらにより詳細に見ると次の図となる。この図からは、２σ分の値が

応答スペクトル比５の目盛りの若干上まで達していること、２．３３σ

分の値が、ほぼ応答スペクトル比７の目盛り付近にまで達していること

が分かる。 
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  水平成分についてみれば、仮にカバー率９７．７％の（２．３％がは

み出す）レベルの＋２σをとれば、「福島県と茨城県の県境付近で発生し

た地震を除いた内陸地殻内地震」では、応答スペクトル比は５強の値と

なるから、＋２σの値をとったとしても、補正係数は５倍強とすべきで

あり、さらに９９％のカバー率となる＋２．３３σの値をとるなら、応

答スペクトル比はほぼ７となるから、補正係数は７倍とすべきこととな

る。 

しかし、被告は、このような大きなバラツキを考慮せずに、平均で基

準地震動を策定している。 

 

イ  福島県と茨城県の県境付近で発生した内陸地殻内地震では、一定の

バラツキが考慮されている 

これに対して、「福島県と茨城県の県境付近で発生した内陸地殻内地震」

の補正係数の図とその右図を拡大したものは、次のとおりである（甲Ｄ５

３「東海第二発電所基準地震動の策定について」（平成２９年１１月１０日）

４－１７８頁）。 
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ここで、黒の実線は応答スペクトル比の平均で、黒の破線は＋σと－σ

の線、青い破線は、補正係数とされており、この図では、短周期側で２倍

の補正係数が設定されていることが示されている。この２倍の補正係数は、
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＋σのレベルによるものである。補正係数を２倍とするというのは、対象

となる断層について算出した Noda et al(2002)による平均値をそのまま

使わず、短周期側では、平均値を２倍にした値を応答スペクトルとして使

うということを意味している。 

しかし、ここでも、実際には、この補正係数の青破線より大きな応答ス

ペクトル比となる地震が多数ある。＋σとは８４％のデータをカバーする

だけの、１６％がその値からはみ出すこととなるレベルでしかないのであ

る。 

 

このように、被告が実際に「福島県と茨城県の県境付近で発生した内陸

地殻内地震」について設定した補正係数は不十分ではあるが、ただ被告が、

一応は平均ではなく、データのバラツキを見て、標準偏差σによって補正

係数を設定したことは重要である。 

 

ウ 応答スペクトルに基づく手法によって導かれるべき地震動評価結果 

被告が、敷地近傍の断層や過去の被害地震について、応答スペクトルに

基づく手法により、導いた応答スペクトル図は下記のとおりである（甲Ｄ

５３「東海第二発電所基準地震動の策定について」（平成２９年１１月１

０日）４－１８０頁）。 
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（拡大図） 
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そのうち、⑦のＦ８断層を見れば、周期０．０２秒付近でほぼ２３３ガ

ルとなっている。 

 

この地震は、「福島県と茨城県の県境付近で発生した地震を除いた内陸

地殻内地震」であり、被告は補正係数を考慮していない。 

しかし、すでに述べたとおり、「福島県と茨城県の県境付近で発生した地

震を除いた内陸地殻内地震」については、実観測記録のバラツキを最大限

考慮するとすれば、＋２．３３σの値（７倍）を補正係数として採用すべ

きであり、想定すべき地震動は、少なくとも１６３０ガルを想定すべきで

ある（２３３×７＝１６３１）。  

これは、被告の想定している基準地震動 Ss を超えており、被告の地震動

評価が、内陸地殻内地震についての応答スペクトルに基づく手法において

も、全く不十分であることを示している。 

 

(5) プレート間地震について 

被告は、鹿島灘付近で発生したプレート間地震（甲Ｄ５３の４－１２３）

については、特に短周期側で応答スペクトル比が４倍程度大きいとされ、

短周期側で４倍の補正係数を考慮することとされた。しかし、この４倍を
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示す青点線は、中央の平均的値を示す太い実線よりいくぶんか上乗せされ

た値を示すものとなっているが、しかし＋σ の細い実線にも届かない不十

分なものでしかなかった。仮に、＋σ 程度を考慮するとすれば、平均的値

の５～６倍程度を考慮しなければならない。仮に、既往最大を考慮すると

すれば、平均的値の１０倍程度はとることが必要となるはずである。 

 

 

 

(6) 「震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム」でも＋２σの

レベルを採用しようとしている 

現在、原子力規制委員会に設置された「震源を特定せず策定する地震動

に関する検討チーム」での議論では、統計的手法として、多数のデータの

＋２σのレベルを「震源を特定せず策定する地震動」のレベルとして採用

しようとしていることについては、準備書面（７５）で詳述した。 
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（甲Ｄ１１６の２の２ 第７回 資料２ ３３頁 水平動の拡大図） 
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原告らは、これらの地震動は、現に発生した地震動を基礎としているも

のであり、原発事故の被害の甚大性に鑑みれば、＋２σ（カバー率９７．

７％）のレベルではなく、最低限、すべての地震動を完全に包絡すること

が必要だと考えているが、被告が示した「福島県と茨城県の県境付近で発

生した地震を除いた内陸地殻内地震」については、このようなバラツキが

一切考慮されておらず、平均で基準地震動を策定しており、まったく不合

理である。原子力規制委員会ですらも、＋２σのレベルを採用しようとし

ているのであるから、被告の地震動評価が不合理であることは明らかであ

る。 

 

(7) 補正係数についての被告の反論 

ア 補正係数についての被告の反論は、「「Ｆ１断層～北方陸域の断層～塩

ノ平地震断層による地震」について、福島県と茨城県との県境付近で発

生した地震の傾向を踏まえ、Noda et al(2002)の方法を用いて「応答ス

ペクトルに基づく地震動評価」を行うに当たり、この傾向に係る短周期

帯をおおむね包絡するように短周期側で２倍の補正係数を設定すると

の安全側の配慮を行うなどして、詳細に地域性を踏まえつつ保守的な検

討を重ねている」（被告準備書面（１０）１２７頁）というものである。  

 

イ この被告の主張は、具体的な問題点を指摘した原告主張に対して議論

を回避して、雑駁な主張により肩透かしをしようとするものでしかない。 

そこで、原告は、被告に対して、以下の事項について釈明を求めた（原

告準備書面（７７）１４頁）。 

① ２倍の補正係数の設定で安全側の配慮とするときの「安全側」とは

一応の安全側の配慮の程度なのか、それとも「十分に安全側の配慮」

なのかを回答されたい。仮に一応の安全側の配慮で足りると主張する

なら、その理由を、また十分に安全側の配慮だとするなら、なぜそれ

で十分に安全側と言えるのかを回答されたい。 

② 「Ｆ１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層による地震」につい
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て、被告は＋σのレベルによって２倍の補正係数としているが、なぜ

＋２σや＋２．３３σのレベルを補正係数として採用しなかったのか

を回答されたい。 

③ 福島県と茨城県の県境付近で発生した地震を除く内陸地殻内地震で

ある他の地震については、＋σのレベルさえ、なぜ補正係数として採

用しなかったのかを回答されたい。 

④ この被告の採用した補正係数で、各地震について、発生する可能性

のある地震動を何％カバーできるのかについて回答されたい。 

 

しかし、被告からは、回答はされていない。 

 

ウ また、被告準備書面（１０）１２７頁で、被告は、上記のとおり、「地

震動評価に用いる震源モデルの設定に当たっても、以下のとおり、詳細

に地域性を踏まえつつ保守的な検討を重ねている。」としたうえで、長さ

について「約５８ｋｍに及ぶ断層長さの震源断層面を設定している」、

「断層傾斜角を西傾斜６０°に設定したりさらに傾斜角を４５°とする

との不確かさを考慮したりしている」、「アスペリィ位置について震源断

層モデルの上端に設定し、また敷地に近い位置となるよう、モデルの南

端にアスペリティを設定したりした」としている。 

 

断層長さは、マグニチュードの大きさに影響し、傾斜角やアスペリテ

ィ位置は（等価）震源距離に影響する。このうち、傾斜角やアスペリテ

ィ位置が震源距離に影響する程度は大きくはない。たとえば角度が変わ

って緩やかになっても、断層面からの距離は、断層面が敷地に近づくよ

うに傾いていれば、断層面が若干敷地側に傾いて近付くだけでしかない

ので、震源距離は短くなるものの、それほど変わらない。したがって、

断層傾斜角の違いが地震動評価に影響する程度は、極めて限定的なもの

でしかない。 
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一方、断層モデルを用いた手法では、傾斜角が変わって緩やかになれ

ば断層幅が大きく変わり、それに応じて断層面積も大きく変わる。それ

に応じて発生する地震規模も、相当に大きくなり、地震動評価は大きく

なる。このように２つの手法で、断層傾斜角の相違が及ぼす影響は全く

異なるのである。 

 

アスペリティ位置についてみれば、アスペリティ位置が変わって敷地

に近くなれば、その分、等価震源距離は短くなる。しかし、等価震源距

離が短くなるといっても、等価震源距離（震源断層面の各部から放出さ

れるエネルギーの総計が、特定の１点から放出されたものと等価となる

ように計算する物であって、面である震源をある１点の点震源と仮定し

たときの距離）は、近づけたアスペリティ自体と敷地の距離ではなく、

断層全体の敷地からの距離でしかないから、それほど短くなるわけでは

なく、その影響の程度は限定的なものでしかない。 

また連動を考えて断層が長くなれば、マグニチュードは大きく一方で、

逆に等価震源距離も大きくなる場合がある。そこでＦ１断層だけのとき

の等価震源距離より、Ｆ１断層～北方陸域の断層～塩ノ平地震断層の等

価震源距離は長くなってしまう。そのため、連動した長大な断層よりも、

近い短い断層だけの方が、応答スペクトル手法では、地震動評価が小さ

くなるということが起こりうるのである。したがって、連動によって断

層の長さを長くすることの応答スペクトル手法の地震動評価への影響は、

限定的なものでしかない。 

 

そもそも断層の長さは、断層が連動する可能性が認められる以上、当

然に長い断層を想定すべきであるから、それが保守的だといえるわけで

はなく、そこで導かれたマグニチュードを用いて、さらに十分な補正係

数によって地震動の大きさを算出すべきである。被告自身が約５８ｋｍ

に及ぶ断層を想定したのだから、その想定した断層でも十分な地震動想

定をすべきことも明らかである。 
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本来設定すべき補正係数は、断層長さを少々大きくしても補正係数の

不足が補えるわけでもないが、さらに重要なのは、その他の地震につい

ても、述べたように補正係数が大幅に過小であることである。要するに

被告の採用する補正係数が過小である問題は、極めて限定的な効果しか

ない被告の言う「保守性」では到底解消することができない。 

 

(8) 小括 

以上のとおり、これらの既往の地震観測記録からすれば、仮に、＋σ程

度を考慮するとすれば、平均的値の５～６倍程度を考慮しなければならず、

仮に、既往最大まで考慮するとすれば、平均的値の１０倍程度はとること

が必要となるはずであるにもかかわらず、被告は、これらを採用せず、平

均的値を示す太い実線よりいくぶんか上乗せされた値を採用して基準地

震動を策定した。 

したがって、被告が策定した基準地震動は、東海第二原発を襲う可能性

がある地震動をカバーしているとはいえない。 

 

３ 断層モデルにおけるバラツキの考慮が不足していること 

 

以下、被告が策定した基準地震動について、断層モデルにおけるバラツキ

の考慮が不足していること、この結果、東海第二原発を襲う可能性がある

地震動をカバーしているとはいえないこと、について主張する。 

これらは地震発生様式（内陸地殻内地震、プレート間地震及び海洋プレ

ート内地震）にかかわらず、すべて共通である。 

ただし、本件の審理においては、海洋プレート内地震については明示的

には主張してこなかったので、争点から外していただいて構わない。 

 

(1) 断層モデルを用いた手法の概略 

現在、認識されている地震発生メカニズムは、以下のようなものである。 

① 地下に震源断層面という地震が発生する面があり、そのある１点から
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破壊が始まる（破壊開始点）。 

② それが伝播して次々破壊が面に沿って進行していき、破壊のたびに地

震動を発生させていく。 

③ 震源断層面の破壊は一様ではなく、アスペリティというより強く固着

した領域では、大きな歪みの解放があって、そこではより大きな地震動

が発生する。これを、強震動生成域（ＳＭＧＡ：Strong Motion Generation 

Area）ともいう。 

 

断層モデルを用いた手法とは、上記のような地震発生メカニズムに基づ

き、震源断層面を小区画に分け、破壊開始点を定めて、そこから破壊が伝

播していき、各小区画の破壊に伴う地震動を算定して、それらが敷地まで

達する間にどのように減衰するかを算定し、これら小区画からの地震動を

すべて重ね合わせて敷地の地震動を導く手法である。 

この中で、一つの重要な課程として、「小地震の震源特性と大地震の要素

断層の震源特性の相違の補正」がある。震源特性の補正とは、応力降下量

の補正を行って、小地震の応力降下量を大地震の要素断層（小区画の断層）

に合わせるものである。 

      

 

「断層モデルによる強震動予測に関しては、想定する震源断層を設定し、
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その規模や破壊シナリオを構築する必要がある。しかしながら、その方法

に関しては設定者に依存し、ばらつきの大きなものとなりがちであった。

そこで、モデル化に際しての任意性を少しでも小さくするために、入倉孝

次郎京都大学名誉教授らによって提案されたものが、「強震動予測レシピ」

と呼ばれる非一様断層破壊シナリオの設定マニュアルである。」 

 

(2) 「強震動予測レシピ」とは 

 地震動審査ガイドでは、断層モデルの震源特性パラメータは、地震調

査研究推進本部による強震動予測レシピ等の最新の研究成果を考慮して

設定されていることを確認するものとされている（乙Ｂア５１同ガイド

４頁～５頁Ⅰ.3.3.2(4)①１）。 

被告は、地震動想定にあたって、地震調査研究推進本部地震調査委員

会がとりまとめた「震源断層を特定した地震の強震動予測手法（「レシ

ピ」）である（甲Ｄ７７、平成２９年（２０１７）年）４月」を用いて

いる。 

 

 「強震動予測レシピ」には、以下の記載がある（１頁）。 

 

「震源断層を特定した地震の強震動予測手法(「レシピ」)」（以下

「レシピ」と呼ぶ）は、地震調査委員会において実施してきた強震動

評価に関する検討結果から、強震動予測手法の構成要素となる震源特

性、地下構造モデル、強震動計算、予測結果の検証の現状における手

法や震源特性パラメータの設定にあたっての考え方について取りまと

めたものである。地震調査委員会では、これまでに「活断層で発生す

る地震」について11件、「海溝型地震」のうちプレート境界で発生す

る地震について4件、併せて15件の強震動評価を実施し、公表してき

ている。また、平成12年（2000年）鳥取県西部地震、平成15年（2003

年）十勝沖地震、2005年福岡県西方沖の地震のK-NETおよびKiK-net観

測網や気象庁および自治体震度計観測網などの観測記録を用いた強震
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動予測手法の検証を実施した（地震調査委員会強震動評価部会, 

2002；2004；2008）。 

また、「レシピ」は、震源断層を特定した地震を想定した場合の強

震動を高精度に予測するための、「誰がやっても同じ答えが得られる

標準的な方法論」を確立することを目指しており、今後も強震動評価

における検討により、修正を加え、改訂されていくことを前提として

いる。付図1に、「レシピ」に従った強震動予測の流れを示す（甲Ｄ

７７・４３頁）。「レシピ」は、①特性化震源モデルの設定、②地下

構造モデルの作成、③強震動計算、④予測結果の検証の４つの過程か

らなる。以降では、この流れに沿って各項目について解説する。 

この「レシピ」は、個々の断層で発生する地震によってもたらされ

る強震動を詳細に評価することを目指している。但し、日本各地で長

期評価された多数の活断層帯で発生する地震の強震動を一定以上の品

質で安定的に計算するために、地表の活断層長さ等から地震規模を設

定する方法も併せて掲載する。 

ここに示すのは、最新の知見に基づき最もあり得る地震と強震動を

評価するための方法論であるが、断層とそこで将来生じる地震および

それによってもたらされる強震動に関して得られた知見は未だ十分と

は言えないことから、特に現象のばらつきや不確定性の考慮が必要な

場合には、その点に十分留意して計算手法と計算結果を吟味・判断し

た上で震源断層を設定することが望ましい。」 

 

 このように、強震動予測レシピは、「最もあり得る地震と強震動を評

価するための方法論であ」り、地震動の平均像を示したものである。 

 

強震動予測レシピは、以下の４つのステップがある。 

１．特性化震源モデルの設定 

２．地下構造モデルの作成 

３．強震動計算 
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４．予測結果の検証 

 

 プレート間地震の震源モデルの設定は、以下のとおりである。 

 

 

（甲Ｄ７７「強震動予測レシピ」４７頁） 

 

(3) 「強震動予測レシピ」は平均的な揺れを求めるもの 

「強震動予測レシピ」は、あくまで、ある大きさの地震（震源断層）を

前提として、ここから、どのような地震動がもたらされるか、その平均的

な揺れを求めるものである。被告が、「強震動予測レシピを用いるなどして、

宮城県沖、福島県沖、茨城県沖の領域で発生した地震の平均的な短周期レ

ベルの値を設定した」（被告準備書面（１０）４７頁）というのも、同じ趣

旨である。すなわち、「強震動予測レシピ」を用いた地震動予測は、地震動

の平均的な揺れを求めるものであることについて、原告と被告の間に争い

はない。 

このことは、この「強震動予測レシピ」の開発者であり提唱者である入
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倉幸次郎氏の以下の発言からも明らかである。 

「基準地震動は計算で出た一番大きい揺れの値のように思われること

があるが，そうではない。（四電が原子力規制委員会に提出した）資料を見

る限り，５７０ガルじゃないといけないという根拠はなく，もうちょっと

大きくてもいい。・・・（応力降下量は）評価に最も影響を与える値で，（四

電が不確かさを考慮して）１．５倍にしているが，これに明確な根拠はな

い。５７０ガルはあくまで目安値。私は科学的な式を使って計算方法を提

案してきたが，これは地震の平均像を求めるもの。平均からずれた地震は

いくらでもあり，観測そのものが間違っていることもある。基準地震動は

できるだけ余裕を持って決めた方が安心だが，それは経営判断だ。」（下線

は代理人）（平成２６年３月２９日付愛媛新聞（甲Ｄ２６）） 
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(4) 地震動審査ガイドの規定  

ア  地震動審査ガイドは、中越沖地震の知見を基本モデルとすることを

求めていること  

地震動審査ガイドの「 3.3.2 断層モデルを用いた手法による地震動評

価」（４）①の 2）では、「なお、アスペリティの応力降下量（短周期レ

ベル）については、新潟県中越沖地震を踏まえて設定されていることを

確認する」とされている。  

ここで取り上げられている新潟県中越沖地震は、２００７年新潟県中

越沖地震のことであり、同地震の応力降下量は平均的値の１．５倍とな

ったことが観測されている。  
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しかしながら、応力降下量が平均的値の１．５倍程度となった地震は

決して珍しいものではないことは、上記のとおりである。  

また、上記の入倉―三宅式の図を見ても、Ｍ 0が、平均的値の４倍とな

る地震までがあることが分かる。それは、応力降下量を平均的値の１．

５倍程度にしただけでは、想定できる全地震動を到底カバーすることが

できないことを意味している。まして、「科学的想像力を発揮した十分

な不確かさを考慮」したなら、起こる地震動の大きさは、＋２σのレベ

ルの平均的値の４倍でもすまない。＋２．３３σを採用したとしても、

１％の地震がはみ出すレベルであり、さらに＋３σもしくはそれ以上の

レベルの採用も必要となる。いずれにしても平均的値の１．５倍の応力

降下量程度では全く不足することが明らかである。  

 

この主張に対しては、被告は何ら反論しようとせず、現在に至ってい

る。ちなみにどの原発訴訟でも、この主張に対しては反論はなされない。  

 

イ  不確かさの考慮  

そこで、地震動審査ガイドをさらに見れば、次に、同ガイドは「 3.3.

3 不確かさの考慮」を求めている。  

したがって、中越沖地震の知見を踏まえることは、「 3.3.3 不確かさ

の考慮」の以前の、基本モデル設定の際になすべきこととされているこ

とは、同ガイドの構成上も、明らかである。このことは、中越沖地震の

知見を踏まえて応力降下量を１．５倍にしただけでは、危険な原発の応

力降下量想定としては全く不足であるという上記の指摘に沿うものであ

る。  

この中越沖地震の知見を踏まえるだけでは十分な不確かさの考慮とは

 入倉―三宅のスケーリング則。図の黄色い領域が±σの領域であり、その黄色の領域の右

端は、横軸で見て中央の線のほぼ２倍の値となっている。また、平均的値の４倍の値のデー

タも図中には存在する。同じ面積の断層面で、地震モーメントＭ０の値が２倍なら、アスペ

リティの面積比が同じであるとしたときに、アスペリティの応力降下量も２倍となると一

応考えられる。Ｍ０が２倍の値がほぼ＋σであるから、その値を超える地震は、ほぼ起こる

地震の１６％あるということとなる。したがって、Ｍ０が平均的値の１．５倍を超える地震

は、起こる地震の２０％を優に超えるだけ存在する。 
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言えないという原告の指摘に対しても、被告は何らの反論もなしえてい

ない。  

 

(5)被告の想定とその問題点  

ア 基本震源モデルの設定 

被告は、まず内陸地殻内地震の検討用地震として選定した F１断層、北

方陸域の断層、塩ノ平地震断層の連動した地震について、基本震源モデル

として、次の震源モデルを採用し、設定した断層パラメータは、次のとお

りであった。 

ここで、断層の長さは、約５８ｋｍ、地震のタイプとしては正断層、傾

斜角は西傾斜６０度、断層上端深さを３ｋｍ、下端深さを１８ｋｍとして、

断層幅は１７．３ｋｍとされている。また、平均応力降下量は、断層全体

として３．１ＭＰａ、アスペリティの応力降下量は２つのアスペリティと

も同じ１４．０９ＭＰ a、背景領域の実効応力は２．８２ＭＰａとされてい

る。 
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イ 不確かさの考慮の不足（地震動審査ガイド違反） 

被告は、そのうえで断層傾斜角を西傾斜４５度にする、短周期レベルを

強震動予測レシピの１．５倍とする、アスペリティ位置を敷地に近い位置

ではなく、断層端部にするという不確かさの考慮をしたという。 

このうち、もっとも敷地の地震動の大きさに効いてくるのは、短周期レ

ベルを１．５倍とすることである。これは、中越沖地震の知見によるもの

であるが、そもそも地震動審査ガイドでは、中越沖地震の知見を踏まえて

短周期レベルを強震動予測レシピの１．５倍とすることは、基本モデルと

して採用し、そのうえでさらに不確かさの考慮をするよう求めているから、

この被告の行った手法は、地震動審査ガイドにも反するものでしかない。

なお短周期レベルを１．５倍とすることは、アスペリティの平均応力降下

量を平均的値の１．５倍とすることと全く同じではないが、ほぼ同じ意味

を有するとみてよい。この平均応力降下量を平均的値の１．５倍にしただ

けでは全く不足であることは、入倉－三宅式の図によって主張したとおり
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である。 

    

ウ 不確かさの考慮の不足（応答スペクトル比のデータからも１．５倍で

は不足することが明らか） 

被告は、内陸地殻内地震の地震動評価に用いる補正係数の検討に於いて、

福島県と茨城県の県境付近で発生した内陸地殻内地震における応答スペ

クトル比は、短周期側で大きくなる傾向があるとしている。 

 

 

被告の採用した検討用地震の F１断層、北方陸域の断層、塩ノ平地震断

層の連動した地震は、まさしく福島県と茨城県の県境付近で発生する地震

である。そうであれば、その断層モデルを用いた地震動評価においても、

地震動が短周期側で大きくなるということを考えない理由はない。少なく

とも、被告が採用した補正係数である２倍を、上記の平均応力降下量に掛

け、６．２ＭＰａとすることが必要のはずである。また、２倍でも、たか

だか+σ 程度の値でしかないことからすれば、やはり４倍程度の値を採用
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することも必要である。 

 

エ 複数アスペリティが設定されるときの応力降下量 

被告は、前記のとおり、F１断層、北方陸域の断層、塩ノ平地震断層の連

動した地震について、基本震源モデルとして、２つのアスペリティの応力

降下量を、ともに同じ１４．０９ＭＰａとしている。これは、他の全ての

原発で共通の対応であり、複数アスペリティを設定するときには同じ応力

降下量とすることを規制委員会も認めている。 

しかし、北陸電力の解析によれば、２００７年能登半島地震では、２つ

あるアスペリティの応力降下量は異なっていて、一方が他方の２倍の応力

降下量となっていた。それが下図である（甲Ⅾ５４『原発 地震動に対す

る安全性の視点』３８ページ）。 

 

   

また、中越沖地震でも、複数アスペリティの応力降下量は異なるという

解析もあり、複数アスペリティの応力降下量が異なることは、極く普通に
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起こることである。 

そうであれば、F１断層、北方陸域の断層、塩ノ平地震断層の連動した地

震についての基本震源モデルの２つのアスペリティの応力降下量もまた、

異なる値を設定することが、少なくとも不確かさの考慮として必要となる。 

敷地の地震動は、直近のアスペリティの応力降下量に大きく影響される。

それは、原発にとって危険な短周期の地震動が距離によって減衰しやすい

からである。だから、本件原発においても、上記基本モデルの南側のアス

ペリティの応力降下量が北側のものより大きい場合がより厳しい設定と

なる。北陸電力の能登半島地震の解析結果からしても、少なくとも北側の

アスペリティの２倍の値は南側のアスペリティの応力降下量として設定

すべきであるが、十分な不確かさの考慮をするのであれば、それでも不足

すると考えるべきである。もともと福島県と茨城県の県境付近で発生する

地震として、断層全体の応力降下量を平均的値の４倍にすべきだとすれば、

南側のアスペテティについては、被告の設定値の少なくとも８倍の値の１

１３MPa をとることが必要となる。 

この複数アスペリティのある場合の応力降下量の割付けの問題につい

ても、被告は一切何の言及もしようとしない。実際に、複数アスペリティ

があるときの各アスペリティの応力降下量は一定だ、などとする知見など

あるわけもなく、この点も被告は反論のしようがないので、そのまま黙殺

しているのである。 

なお、複数アスペリティの応力降下量が異なることがあるという事実は、

応力降下量は、地域ごとに異なるというよりは、断層ごとに、さらにはア

スペリティごとに異なることを示している。震源特性に地域性はあるとし

ても、さらにそのうえで同じ地域でもまた、同じ断層面の中でも、震源特

性にはばらつきがあるのである。 

 

オ 評価結果 

  被告は、次のように内陸地殻内地震についての地震動の評価結果をま

とめている。 



82 

 

 

これによれば、短周期レベルの不確かさのケースで、地震動はほぼ９

００ガルに達している。しかし、強震動予測レシピの１．５倍ではなく、

２倍をとるとすれば１２００ガル、さらに４倍をとるとすれば２４００

ガル、さらに南側のアスペリティについては平均的値の８倍をとるとす

れば、概ね４８００ガルの地震動を想定することが必要となる。 

 

カ プレート間地震について 

上記は内陸地殻内地震についてであるが、プレート間地震については、

強震動予測レシピがそのままでは適用できないことについては、第５にお

いて詳述するとおりである。 

その点を措いても、内陸地殻内地震に対する指摘は、プレート間地震に

対してもまったく同じ指摘が当てはまる。 

 被告は、断層形状やＳＭＧＡ（強震動生成域）の位置については、２０

１１年東北地方太平洋沖地震の震源域などを参考に、以下のような基本震

源モデルを設定した。 
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また、基本震源モデルについて被告日本原電の採用した断層パラメータ

は、次のとおりとなっている。重要なパラメータである応力降下量につい

てみれば、断層全体の平均応力降下量は、３．０８ＭＰａとされており、

ＳＭＧＡの平均応力降下量は、２４．６ＭＰａとされている。 
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被告は、そのうえで「不確かさの考慮」をしている。取り上げられた「不

確かさの考慮」は、断層設定位置、地震規模、短周期レベル、ＳＡＧＡ位

置、破壊開始点であった。重要な施設、設備の固有周期が短い原発にとっ

て危険な地震動は短周期地震動であるが、短周期地震動は距離によって大

きく減衰していってしまう。そのため、敷地のもっとも近傍にある強震動

生成域（ＳＭＧＡ）での応力降下量が、敷地での短周期地震動の大きさに

もっとも大きく効いてくる。したがって、「不確かさの考慮」として挙げら

れたもののうち、短周期レベルが、重要となってくる。 

 

 

上の表にあるように、被告は、短周期レベルを、宮城県沖、福島県沖、

茨城県沖で発生する地震の平均で設定したとし、「震源モデルに含まれる

宮城県沖や福島県沖の領域では、基本ケースよりも短周期レベルが大きい

地震が発生しているものの、基本ケースにおける短周期レベルの設定は、

茨城県沖で発生する地震に対しては安全側の設定になっている。」とし、し

かし「敷地での地震動に影響を与えるのは敷地近傍のＳＡＧＡであること
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を踏まえ、宮城県沖や福島県沖で発生する地震動の短周期レベルを概ねカ

バーできるよう、基本ケースの短周期レベルの１．５倍を不確かさとして

考慮する。」としている。  

 

しかし、すでに検討した、敷地付近で発生したプレート間地震について

の解放基盤波の応答スペクトルを耐専スペクトルで除した「応答スペクト

ル比」を示す下図を見れば、この見解は被告の述べるところと合致してい

ない。 

 

 

ここでは、鹿島灘付近で発生したプレート間地震は、応答スペクトル比
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が短周期側で平均的値より大きいとされており、それは鹿島灘付近でのプ

レート間地震の短周期レベルが大きいことを意味している。それはこの付

近でのプレート間の固着の程度が大きいことを示しているから、基本モデ

ル自体、それを反映したものであることが必要である。「宮城県沖や福島県

沖の領域では、基本ケースよりも短周期レベルが大きい地震が発生してい

る」として、茨城県沖は、短周期レベルが大きな地震は発生していないか

のように被告は主張しているが、鹿島灘付近はまさしく茨城県沖であり、

茨城県沖で短周期レベルが大きい地震が発生しているはずである。茨城県

沖全体として見て、そこで起きた地震の平均的な短周期レベルが仮に小さ

かったとしても、鹿島灘付近で短周期の地震動が大きい地震が発生してい

ることは軽視できない。 

被告の基本モデルでは、鹿島灘付近に１つのＳＡＧＡが設定されている

から、そのＳＡＧＡの平均応力降下量は、少なくとも平均的値の４倍とす

べきだというのが、このデータによる結論となるはずである。そして地震

による大きなばらつきがあることが、データ上を認められるから、少なく

とも+σ 程度の値を考慮するなら、それをさらに上乗せして、平均的値の

６～７倍の値とすることが求められる。ちなみに、複数アスペリティのあ

るときに、全て同じ応力降下量とするというが、被告の設定であり、それ

で足りるというのが規制委員会の確立した方針であるが、現実には複数ア

スペリティの応力降下量が異なることはしばしばあるから、この被告の設

定も、それを是認する規制委員会の確立した方針も、原発の安全性を考え

ない、極めて不合理なものである。 

 

 

なお、被告は、さらに短周期レベルの不確かさの考慮に加えてＳＡＧＡ
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位置を、より敷地に近い位置に置く不確かさの考慮を合わせて行っている。 

 

しかしながら、ＳＡＧＡ位置をより敷地に近い位置に置いても、地震動

が大きくなるとは限らず、むしろ、周期によっては小さくなる。これは、

現在の強震動地震学の手法に内在する欠陥であり、これをもって、不確か

さの考慮をしたと評価することはできない。 

 

キ 断層モデルを用いた手法による地震動評価に関する被告の反論 

（ア）要素地震を適切に選定すれば地震の震源特性も反映済みとなるか 

被告は、「同じ発生様式の地震の観測記録が敷地で得られていることか

ら、これを要素地震とした経験的グリーン関数を適用している」、したが

って、「原告らが主張するような地震の特性を地震動評価に反映済みであ

る」と主張する（被告準備書面（１０）１２８頁）。 

しかし、被告は、要素地震によって地震の特性を地震動評価に反映し

たとしながら、応力降下量は平均的値の１．５倍にとどめてしまい、要

素地震次第で、それを２倍や３倍にするわけではない。それは、断層モ

デルに基づく手法が、規模の補正をしていること、すなわち小地震の震

源特性と大地震の要素断層震源特性の相違の補正を行っていることによ

る。すなわち、要素地震がどうであれ、この補正によって、要素断層（小

区画の断層）の応力降下量は平均的値の１．５倍としてしまっているの

である。したがって、この点において、対象となる地震の震源特性には、

要素地震の特性は反映されようがない。 



88 

 

 

（イ）原告らは、被告の地震動評価の結果を平均的値のように述べている

ものではない 

被告は、原告らが、被告の地震動評価の結果を平均的値のように述べ

ていると論難する（被告準備書面（１０）１２８頁）。 

しかし、原告らは、被告の手法を十分に理解しており、当然ながら、

被告が、もっとも地震動の大きさに影響する応力降下量を、平均的値の

１．５倍としていることを前提に、論じている。この原告らの主張が、

被告の地震動評価が平均的値を求めているに過ぎないなどと言っている

わけではないことは、被告も十分に承知しているはずであり、にもかか

わらず、原告らの主張を捻じ曲げて、論難しているに過ぎない。 

 

（ウ）レシピが個々の関係式のばらつきを地震動評価に結び付けるという

考え方を採用していないこと 

  被告は、原告らの主張が、広く採用されている「レシピ」が、個々の

関係式のばらつきを地震動評価に結び付けるという考え方を採用して

いないにもかかわらず、ばらつきを考慮するよう求めていること、当該

経験式の合理性を失わせることになるなどとして論難する（被告準備書

面（１０）１２９頁）。 

  レシピは、もっとも確からしい地震動を求めるために、平均的な地震

動の値を求めようとするものであることは、言うまでもない。その意味

で、実務でも広く用いられている。しかし、原発においては、それでは

足らず、だからこそ、被告自身も、応力降下量を平均的値の１．５倍と

している。原発において、平均的値を超えて、どこまでを想定すべきか

が問題となるのであり、この１．５倍では足らないというのが原告らの

主張である。そのことを十分に知りながら、被告は上記のように論難し

ているが、この被告の主張は、そもそも全く失当というほかない主張で

ある。 

  ちなみに、経験式の代表格である入倉－三宅式の線の傾きは、理論的
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に導かれたものであって、最小二乗法によって入倉－三宅式の線が引か

れたものではないことは念のため、指摘しておく。 

 

（エ）福島県浜通りの地震の短周期レベルが特異な値ではなかったこと 

被告は、福島県浜通りの地震の短周期レベルが既往の関係式に照らし

て特異な値ではなかったが、それでもなお、中越沖地震で得られた「震

源特性」に係る知見の反映として、応力降下量を平均的値の１．５倍と

したとし、あたかも十分に安全な設定をしたかのように主張する（被告

準備書面（１０）１２８頁）。しかし、福島県浜通りの地震の短周期レベ

ルが既往の関係式に照らして特異な値ではなく平均的な値であったとし

ても、今後発生する他の地震でも平均的値を超える短周期レベルとなる

ことは否定できない。たった一つの地震で、その応力降下量が平均的値

であって特異な値ではなかったからと言って、他のどんな地震でも同じ

ように応力降下量が平均的値にとどまるなどと言えるわけもなく、この

被告の主張は、およそ反論となっていない。 

 

(6) 小括 

以上のとおり、わずか 20 年弱の期間で、大きな平均応力降下量となった

地震があったとしても、そのわずかな期間での値を超える地震が今後起こ

るであろうことは、当然に予測すべきことであるから、いずれにしてもこ

の「不確かさの考慮」として、短周期レベルを強震動予測レシピの１．５

倍にするというだけでは、危険な原発の地震動の予測としては全く不十分

と言うべきである。 

したがって、被告が策定した基準地震動は、東海第二原発を襲う可能性

がある地震動をカバーしているとはいえない。 

 

４  被告が主張する基準地震動の年超過確率は全く信頼できず、東海第
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二原発を襲う可能性がある地震動をカバーしているとはいえないこと 

(1) 被告の主張 

 被告は、基準地震動を超える地震動が原発を襲う可能性について、令和元

年６月４日付「平成３１年４月２５日付原告ら準備書面(７１) の求釈明

事項について」において、以下のとおり、主張している。 

 

「被告は，本件発電所における基準地震動を策定するに当たり，最新の

科学的・技術的知見に加えて被告の行った詳細な各種調査により得られ

たデータ等を踏まえ，地震動評価を行ったが，それでもなお，基準地震

動を上回る強さの地震動が発生することを完全に否定し尽くすことはで

きないことは認識している。」 

「被告としては，基準地震動を上回る強さの地震動が発生する可能性を

認識した上で，基準地震動の年超過確率を参照し，いわゆる「残余のリ

スク」（基準地震動を上回る強さの地震動が発生することで耐震重要施

設の安全機能が損なわれるリスク）を低減していく努力を継続すること

が重要であると考えている（丙Ｂア第２５号証２９１～２９２頁参

照）。」 

 

このように、被告は、基準地震動の策定にあたって、「最新の科学的・

技術的知見に加えて被告の行った詳細な各種調査により得られたデータ

等を踏まえ，地震動評価を行った」が、しかし、「基準地震動を上回る強

さの地震動が発生することを完全に否定し尽くすことはできない」と述べ

ているところからすれば、被告自身も、原発の基準地震動は、当該原発を

襲う可能性がある地震動をカバーしていなければならないこと（逆に言え

ば、基準地震動を超える地震動が当該原発を襲うことはまずないといえる

ものであること）を、を認めた上で、東海第二原発の基準地震動を策定し

ているというべきである。 

 

その上で、被告は「基準地震動の年超過確率を参照し，いわゆる「残
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余のリスク」（基準地震動を上回る強さの地震動が発生することで耐震

重要施設の安全機能が損なわれるリスク）を低減していく努力を継続す

ることが重要である」とする。 

そして、その基準地震動の年超過確率について、「日本原子力学会（２

０１５）を踏まえ、確率論的地震ハザード評価を行い、基準地震動の年

超過確率を求めた。基準地震動Ｓｓ−Ｄ１の年超過確率は、１０－４～１０

－５程度である。基準地震動Ｓｓ -１１～Ｓｓ-２２の年超過確率は、１０－

４～１０－６程度である。基準地震動Ｓｓ -３１の年超過確率は、１０－４～

１０－６程度である【図３－４２】」と主張する（被告準備書面 (１０)５７

頁）。 

 

年超過確率は、「基準値を超える事象が１年でどれくらいの確率で生ず

るのか（どの程度稀な現象なのか）を示すものをいう」（被告準備書面（１

０）別―１６５注３－７５）。ある基準地震動の年超過確率が１０ －４程度

だということは、すなわち、この基準地震動を超える地震動が発生する確

率が１０－４（＝1 万分の１）程度だという意味である。１０－５（＝1０万

分の１）、１０－６（＝1００万分の１）は、さらに低い確率である。これも、

一見すると、いかにも、安全側に考えて基準地震動を策定しているかのよ

うに見える。 

 

(2) 原発の基準地震動は、対象となる断層もしくは直下の隠れた断層で

発生する可能性のある全ての地震動に対して安全であることを求めて

いること 

まず、地震動に対する安全性の考え方は、敷地ごとに震源を特定して策

定する地震動では、ある断層が活動したとき、そこで発生する可能性のあ

る全ての地震動に対して安全であることを求めている（このことは、後述

する「震源を特定せず策定する地震動」においても同様であり、敷地直下

に潜む可能性のあるいかなる隠れた断層が活動しても安全であることを

求めている。）。 
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震源を特定して策定する地震動についてみれば、対象となる断層が活動

したときに、発生する可能性のある地震動に対して安全であることが求め

られる。その際、対象となる断層の活動の可能性（活動の確率）は考慮さ

れていない。 

そして、被告が実際に行っていることを見れば、ある断層が活動したと

きの地震動のうち、応答スペクトルに基づく手法での被告の手法では、＋

σ程度を採用しており、これ超える（すなわち全体の１６％程度）の地震

動については切り捨てている。また、断層モデルを用いた手法では、平均

的強さの１．５倍を採用しており、これを超える地震動（平均的強さの１．

５倍を超える地震動も多数ある）を切り捨ててている。 

 

(3) 残余のリスクについて 

 被告も引用する「残余のリスク」とは、２００６年に改訂された耐震設

計審査指針に取り入れられたものである。 

耐震設計審査指針の「３．基本方針」についての（解説）には、以下の

記載がある。 

「(1) 耐震設計における地震動の策定について 

  耐震設計においては、「施設の供用期間中に極めてまれではあるが発

生する可能性があり、施設に大きな影響を与えるおそれがあると想定す

ることが適切な地震動」を適切に策定し、この地震動を前提とした耐震

設計を行うことにより、地震に起因する外乱によって周辺の公衆に対し、

著しい放射線被ばくのリスクを与えないようにすることを基本とすべ

きである。 

  (略) 

(2)「残余のリスク」の存在について 

  地震学的見地からは、上記（1）のように策定された地震動を上回る強

さの地震動が生起する可能性は否定できない。このことは、耐震設計用

の地震動の策定において、「残余のリスク」（策定された地震動を上回る

地震動の影響が施設に及ぶことにより、施設に重大な損傷事象が発生す
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ること、施設から大量の放射性物質が放散される事象が発生すること、

あるいはそれらの結果として周辺公衆に対して放射線被ばくによる災

害を及ぼすことのリスク）が存在することを意味する。したがって、施

設の設計に当たっては、策定された地震動を上回る地震動が生起する可

能性に対して適切な考慮を払い、基本方針の段階のみならず、それ以降

の段階を含めて、この「残余のリスク」の存在を十分認識しつつ、それ

を合理的に実行可能な限り小さくする努力が払われるべきである。」 

 

 このように、「残余のリスク」は、まず「施設の供用期間中に極めてまれ

ではあるが発生する可能性があり、施設に大きな影響を与えるおそれがあ

ると想定することが適切な地震動」が前提となっている。 

そして、この規定は、新規制基準の、地震動審査ガイドの「地震動全体

の考慮」に受け継がれている。 

敷地において震源を特定して策定する地震動においても、震源を特定せ

ず策定する地震動においても、発生する可能性のある地震動を十分に大き

くとることが求められ、それでもなお、さらに強い地震動が発生すること

を「残余のリスク」として考慮することが必要となるのである。 

 

耐震設計審査指針の「残余のリスク」の規定に照らしても、１６％の可

能性で発生する地震動は、決して「残余のリスク」などとは言えないし、

完全に否定し尽くすというようなレベルの割合でもない。残余のリスクは、

完全に否定し尽くすことができないというレベルでなければならないの

に、実際にはそうなっていないことが、被告の地震動想定の、もっとも重

要な問題の一つである。 

 

(4) 基準地震動の年超過確率について、原子力規制委員会は何の確認も

していない 

基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイドでは、基準地震動の年超

過確率について、以下のとおり定めている。 
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6.2.6 基準地震動の超過確率の参照 

（１）策定された基準地震動の応答スペクトルと地震ハザード解析によ

る一様ハザードスペクトルを比較し、地震動の超過確率を適切に参照し

ていることを確認する。参照にあたっては、地震動の超過確率のレベル

を確認すると共に、地震ハザードに大きな影響を及ぼす地震と検討用地

震との対応も確認する。 

（２）基準地震動の超過確率と検討用地震との対応において、地震ハザ

ード曲線の地震別内訳に検討用地震が明示されているかを分析し、その

超過確率が示されていることを確認する。 

 

 ここに明らかなように、原子力規制委員会は、事業者が策定した基準地

震動の超過確率について「策定された基準地震動の応答スペクトルと地震

ハザード解析による一様ハザードスペクトルを比較し、地震動の超過確率

を適切に参照していることを確認する」、すなわち、事業者が地震動の超

過確率を「参照」していることを確認しているだけで、「地震動の超過確

率」が正しいものであるかどうかを確認しているわけではない。 

 

年超過確率は、あくまでも「参照」するに過ぎない。それは、地震動の

年超過確率が、不完全かつ不確実であり、とても実用できるものでは無い

からである。 

 

 原子力規制委員会の更田委員長は、平成３０年５月９日、安全目標と確

率論的リスク評価についてではあるが、以下のように確率論的リスク評価

の不確実性、不完全性について明言している（平成３０年原子力規制委員

会第８回臨時会１３頁）（甲Ｃ５４）。 
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安全目標と確率論的リスク評価を絡めて最も大きな誤解という

のは、要するに個別のプラントのリスクが確率と被害の積でリスク

で表現できて、それがある原子力規制委員会が定めた目標と比較し

て個々のプラントを見ていける。全くそんな技術水準にあるわけで

はないし、それから、例えばｍａｎ  ｍａｄｅのテロリズム、確率

で表現できるものではない。 

 不確実性ばかり言われるけれども、不確実性だけでなくて、不完

全性の方がより大きな問題で、全てのリスクを網羅した評価になっ

ていないという、それ以上に、そもそももっと平たく言えば、考え

ていないことは入っていないのですね。ですから、想定外で機器が

壊れたことというのは、リスク評価には想定外なのですから、こう

やって壊れると考えていないものは結果に表れてこない。人のやる

ことですから、当然、不完全さがある。むしろこの不完全さの持っ

ている意味というのは非常に大きい。 

 

また、最終準備書面（７）で、述べるように、地震学の第一人者の一人

である金森博雄名誉教授は、「地震現象が複雑な要素の間の相互作用に寄

って支配される現象であるところからくる不確定さは、学者の議論では一

般によく理解されていると思う」とした上で、「地震現象のような複雑な

自然現象を確率という一つの量で正確に表せるかどうかは、甚だ疑問であ

る。多くの場合・・・極めて不完全なデータに基づいて確率を計算せざる

を得ない。したがって、ここで得られる“確率”は普通の意味の数学的な

確率ではなく、多くの専門家の判断が入ったかなり主観的な“確率”であ

る。」としている。 

 

(5) 基準地震動の年超過確率が誤りであったことが実証されていること 

ア 基準地震動の年超過確率は、まったく信頼できるものではなく、誤り

であったことがすでに実証されている。 

イ すなわち、被告は、平成１８年９月の「改訂された耐震設計審査指針
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を踏まえて、プレート間地震である１８９６年鹿島灘の地震（ M7.3）に

ついて、本件発電所の敷地に厳しい影響を与えるように短周期レベルの

不確かさを考慮するなどして、敷地の解放基盤表面（標高－３７０ｍの

位置）に定義される基準地震動Ｓｓ（最大加速度水平６００ガル）を策

定した」としている（被告準備書面（１０）２８頁）。 

そして、この基準地震動の年超過確率について、被告は、「解放基盤表

面での地震動の最大加速度と年超過確率の関係を日本原子力学会標準

(2007)(15)に基づき算定し、その結果、基準地震動Ｓｓの年超過確率は

１０－４～１０－５程度として」いた（甲Ｄ７６「耐震設計審査指針の改訂

に伴う日本原子力発電株式会社  東海第二発電所耐震安全性に係る評価

について（基準地震動の策定及び主要な施設の耐震安全性評価）２６頁」）。 

ウ  ところが、このように保守的に策定したはずである基準地震動Ｓｓ

（最大加速度水平６００ガル）は、２０１１年東北地方太平洋沖地震に

よって、大幅に超過した（被告準備書面（１０）別冊図表１９【図３－

６】）。 

 

ようするに、基準地震動 Ss（最大加速度水平６００ガル）の年超過確

率が、１０－４～１０－５程度だというのは、まったくのでたらめだったの
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である。 

エ この点について、被告は、「耐震バックチェックにおいて策定した基準

地震動 Ss と、本件発電所で得られた東北地方太平洋沖地震の本震の観

測記録（観測位置は解放基盤表面に相当する標高－３７２ｍ）のはぎと

り波とを比較すると、当該はぎとり波の応答スペクトルは、一部の周期

帯で基準地震動 Ss の応答スペクトルを超えているものの、大きく上回

るものではない【図３－６】」と主張している（同２８頁）。 

オ しかし、ここで重要なのは、「一部の周期帯で」「大きく上回るもので

はな」いかどうかではなく、「基準地震動 Ss の年超過確率は１０－４～１

０－５程度」と、きわめて保守的に策定されていたはずである基準地震動

Ss を、たやすく超えた、という事実である。 

 

(6) 鉄道構造物では、地震動の発生確率は考慮していないこと 

ア さらに、鉄道構造物の標準スペクトルＬ２では、地震動の発生確率は

一切考慮されていない。この点は、原発においては「年超過確率」が持

ち出されることと比較して、大きな違いである。 

イ この点は、原子力規制委員会において、震源を特定せず策定する地震

動の検討チームにおける、以下の発言に端的に表れている（下線は代理

人）。 

「○ 久田教授 工学院の久田です。 

非常にわかりやすくて合理的な設計をされている、大変参考になるか

と思ったんですけど、ちょっと教えていただきたいのは、L2地震動の定

義で、建設地点で考えられる最大級の強さを持つ地震動となっているん

ですけど、これ｢最大級｣と言ってしまうと、際限がどんどんなくなっ

て、ある程度目安みたいなものが必要だと思うんですけど、例えば建築

的に言うと数百年に1回の地震、だけど選んでいるのを見ると活断層なの

で、ここではもしかしたら数千年、数万年に1回の地震という、なかなか

決められないと思うんですけど、どの程度の標準のL2地震動というのは

イメージされているのかなというのを教えていただきたいんですけれど
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も。 

 

○ 坂井副主任研究員 ありがとうございます。 

鉄道標準も平成11年、一つ前の基準につきましてはそれと同じような

形で、確率を多少考えるような表現になっておりました。一方で、今回

その改定に当たって、地震の発生確率というのは基本的に考えないよう

にしようということになっております。その理由としましては、例えば

プレート境界で起きるような海溝型地震と内陸の活断層地震というの

は、再現期間がかなり大きく違います。それによって例えば確率を考え

てしまうと、活断層による地震の確率の、例えば今の現状の予測のレベ

ルだとか、そういった観点で適切ではないんだろうなということを考え

ておりまして、結論として設計地震動としては確率はあまり考えない。

なので、直下に活断層があるということがわかっているのであれば、基

本的にそこで地震が起きるものとして考えて、それに対して安全性を持

たせましょうというような形に設定をしたということになるので、確率

はあまり考えていないというのが現状になっております。」（甲D１１１

の３ 第２回議事録２３頁。甲D１０９鉄道耐震設計４０頁も同趣旨） 

 

(7) 地震動の発生確率を考慮しないのは、土木構造物に共通の考え方と

なっていること 

さらに言えば、このように、地震動の発生確率を考慮しないのは、鉄

道構造物だけではなく、土木構造物に共通の考え方となっている。 

ア 土木学会の土木構造物の耐震基準等に関する提言 

１９９５年兵庫県南部地震によって土木構造物が非常に深刻な被害を

受けたことを契機として、土木学会は、以下の提言をまとめた。 

 

１９９５年５月「土木構造物の耐震基準等に関する提言」 

甲Ｄ１１９ http://www.jsce.or.jp/committee/earth/propo1.html 

１９９６年１月「土木構造物の耐震基準等に関する提言『第二次提言』」  

http://www.jsce.or.jp/committee/earth/propo1.html
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甲Ｄ１２０ http://www.jsce.or.jp/committee/earth/propo2.html 

２０００年６月「土木構造物の耐震基準等に関する提言『第三次提言』」  

甲Ｄ１２１ http://www.jsce.or.jp/committee/earth/propo3.html 

 

これらの提言の骨子は、以下のとおりである。 

・ １９９５年兵庫県南部地震において、重要な土木構造物が破壊された

という現実を直視し、それまでの土木構造物に関する耐震設計を全面的

に見直したこと。 

・ 供用期間内に１～２度発生する確率を持つ地震動強さ（レベル１地震

動）と，発生確率は低いが断層近傍域で発生するような極めて激しい地

震動強さ（レベル２地震動）の２段階の地震動を想定すること（「２段

階設計法」）。 

・ 第１次提言及び第２次提言では、レベル２地震動は「極めて稀である

が非常に強い地震動」という発生確率を念頭においた定義となっていた

ところ、第３次提言においては、レベル２地震動は「構造物の耐震設計

に用いる入力地震動で、現在から将来にわたって当該地点で考えられる

最大級の強さを持つ地震」と再定義されたこと。 

 

イ レベル２地震動 

 レベル２地震動については、さらに、以下のとおり、解説されている。 

２０００年６月「土木構造物の耐震基準等に関する提言『第三次提言』」 

甲Ｄ１２１ http://www.jsce.or.jp/committee/earth/propo3.html 

「1.地震動に強い社会基盤システムの構築と土木構造物の耐震性 

（中略） 

2． 耐震設計に用いるレベル２地震動 

(1) レベル２地震動は，現在から将来にわたって当該地点で考え

られる最大級の強さを持つ地震動であり，内陸および海溝で発

生する地震の活動履歴，震源断層の分布と活動度，活断層から

当該地点に至る地下構造，当該地点の地盤条件，および強震観

http://www.jsce.or.jp/committee/earth/propo2.html
http://www.jsce.or.jp/committee/earth/propo3.html
http://www.jsce.or.jp/committee/earth/propo3.html
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測結果などに基づいて設定する． 

(2) レベル２地震動の設定では，震源断層の破壊過程や地盤条件

の評価などに多くの不確定性が残されていることを十分に認識

するとともに，地震動の予測手法の適用性や予測結果の妥当性

についての十分な吟味が必要である． 

 さらに、地震動予測の精度を向上させるために，この分野に

関わる最新の研究成果を取り入れ，地震動の予測手法を更新し

ていくことが必要である． 

(3) 対象地点およびその周辺に活断層が知られていない場合でも，

レベル２地震動の設定に当たってはマグニチュード 6.5 程度の

直下地震が起こる可能性に配慮するものとし ,これによる地震

動をレベル２地震動の下限とする． 

(4) レベル２対象地震は，単一の地震に限定する必要はなく，複

数の地震が選定されてもよい．また，同一地点のレベル２対象

地震であっても，対象とする構造物の動的力学特性によって結

果として対象地震が異なることがありうる． 

（後略）」 

 

ウ 土木学会 「土木構造物の耐震基準等に関する第３次提言と解説」平

成１２年６月 

 さらに、土木学会は、「土木構造物の耐震基準等に関する第３次提言と解

説」（「第３次提言解説」）において、レベル２地震動について、第１次提言

及び第２次提言では「極めて稀であるが非常に強い地震動」という発生確

率を念頭においた定義となっていたところ、第３次提言においては、レベ

ル２地震動は「構造物の耐震設計に用いる入力地震動で、現在から将来に

わたって当該地点で考えられる最大級の強さを持つ地震」と再定義した理

由について、以下のとおり、詳細に解説している。 

その主要な記載について、抜粋する（甲Ｄ１２２）。 

 http://www.jsce.or.jp/committee/earth/propo3/index.html 

http://www.jsce.or.jp/committee/earth/propo3/index.html
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（引用はじめ） 

4.1.2 用語説明 

レベル２地震動とは構造物の耐震設計に用いる入力地震動で，現在から

将来にわたって当該地点で考えられる最大級の強さをもつ地震動であ

る. 

レベル２地震動という用語におけるレベルとは，地震動強さのレベルを

指すものであり，地震危険度のレベル（再現期間や年超過確率）とは必

ずしも一義的に対応しない. 「第1次,第2次提言」でレベル２地震動は

「極めて稀であるが非常に強い地震動」と表現されているが，陸地近傍

で発生する大規模なプレート境界地震と主要な活断層による内陸直下の

地震は，大きな地震動強度を示す点では共通性があるが，再来期間は前

者が100 年オーダー，後者が1000 年オーダーと大幅に異なっている. 

しかも全般的に特定の地震の発生頻度に関する情報は現時点では極めて

不足しているため発生頻度の点では両者を同列に扱いにくいことから，

レベル２地震動の尺度として地震動強度を採用することとした. 

 

4.2.1 レベル２対象地震 

レベル２地震動は，原則として対象となる地震（レベル２対象地震）を

選定した上で，そのような地震が発生した場合の地震動として設定す

る. 

 （中略） 

土木学会の第二次提言の解説2)でも指摘されているように，地震荷重

評価の観点からはできる限り共通の意思決定規範が用いられるべきであ

り，加えて性能規定型設計法への移行の趨勢を踏まえれば，地震による

リスクをより定量化しようとする流れは避けられない. こうした観点か

らは，レベル２地震動が確率論的な地震危険度レベルと系統的に対応し

た形で設定できれば理想的である.しかしながら，現時点では次に述べ

る理由により，レベル２地震動を地震危険度レベルと定量的に関係づけ

て定義するには難しい面が多い. 
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(a) 土木学会第二次提言の解説2)でも述べられているように，兵庫県南

部地震の際に経験したような活断層近傍の地震動を荷重評価に反映さ

せるためには，確率論的地震危険度解析において1,000年のオーダーの

再現期間を考慮する必要がある. しかしながら，過去の地震データが

得られている期間や活断層データの精度から見て，このような低頻度

の問題を確率論的地震危険度解析で扱うにはオーダーの評価が精一杯

で，定量的にこれ以上細かい議論を行うには無理がある. 

(b) 土木学会の第二次提言で，地域ごとに脅威となる活断層を同定して

その震源メカニズムを想定することをレベル２地震動設定の基本方針

とした理由として，再現期間を大きくとるほど当該地点に影響を与え

る地震の種類が限定され，多くの地震が関与するランダムな荷重環境

から特定の地震の影響が卓越する環境に近づくことがあげられている

2). これは当該地点に最大級の強さの地震動をもたらし得る地震（＝

レベル２対象地震）が，ある程度特定できることを示唆するものでは

あるが，特定の地震が卓越してくる再現期間は地点ごとにさまざまで

ある可能性が高い. 

(c) 地域によっては再来間隔が100年オーダーの地震であっても当該地

点に最強の地震動をもたらし得る場合もあれば，逆に別の地域では再

来間隔が10,000年オーダーの活断層がレベル２対象地震の候補となる

可能性もあり得る. 土木学会の第二次提言では，レベル２地震動は

「きわめて稀であるが非常に強い地震動」と定義されており，具体的

な地震動のイメージとして「マグニチュード７クラスの内陸地震によ

る震源断層近傍の地震動」と「陸地近傍で発生する大規模なプレート

境界地震による震源域の地震動」が示されている2). そこではレベル

２地震動の要件として「発生頻度が低い」という面と「大きな強度を

持つ」という面の２つの側面が読み取れるが，内陸活断層による地震

の発生頻度と，陸地近傍で発生する大規模なプレート境界地震（関東

地震や東海地震など）の発生頻度には大きな違いがある. 現時点では

こうした点をいかに解釈するかを含めて，レベル２地震動を確率論的
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な地震危険度レベルと定量づけて定義することにコンセンサスが得ら

れているとは言い難い. 

（引用おわり） 

 

エ 以上のとおり、土木構造物では、２０００年の段階で、「過去の地震

データが得られている期間や活断層データの精度から見て，このよう

な低頻度の問題を確率論的地震危険度解析で扱うにはオーダーの評価

が精一杯で，定量的にこれ以上細かい議論を行うには無理がある」と

して、レベル２地震動の尺度としては地震動強度のみを採用し、発生

確率に関する記述を廃したのである。鉄道構造物においても、これを

忠実に守り、鉄道構造物の標準スペクトルＬ２では、地震動の発生確

率は一切考慮されていない。 

 

(8) 野津厚氏の意見 

 野津厚氏は、被告の基準地震動の年超過確率について、以下のとおり警鐘

を鳴らしている。 

「日本原子力発電は、基準地震動の年超過確率を10-4～10-5程度などと主

張していますが 1)、確率論的地震危険度解析に基づくこれらの数字が極め

て信頼性に乏しいことは多くの専門家が指摘しており、筆者も同意見で

す。本稿の「２」で述べたように、「その場所でその規模の地震が起こる

とは思っていなかった」ような地震が度々発生しているのですから、年

超過確率の数字が信頼性に乏しいことは明らかです。この点については

拙著「確率論的地震危険度解析に過度の期待が寄せられることへの危

惧」 50)も参照ください。本稿の「２」で紹介した武村 10)の言葉「地震の発

生予測が短期であろうが長期であろうが簡単でないことは誰の目にも明

らかです。地震学者や国やマスコミは予測をあまりに楽観的に考えすぎ

ていませんか」は確率論的地震危険度解析にこそ最も良く当てはまるも

のです。確率論的地震危険度解析では種々の確率変数について例えば

「ガウス分布に従う」などの検証されていない仮定がなされています。
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確率論的地震危険度解析に使用されている確率モデルや解析結果の検証

には非常に長い時間がかかり（年超過確率10-5という数字を検証するのに

どれほど長い時間がかかるか容易に想像できます）、検証の結果間違って

いたことが判明したときにはすでに遅いのですから、こうした未検証の

数字を示すことはまさにモラルハザードです。川島はその著書 12)で「常

識的に考えて、軽々しく被害確率が10-4/年とか10-6/年ということがいか

に非現実的かは明らかである」と述べています。この主張に全面的に賛

成します。」（甲Ｄ１９４野津厚意見書３６頁）。 

 

(9) 小括 

以上のとおり、被告が主張する基準地震動の年超過確率は全く信頼でき

るものではない。 

したがって、被告が策定した基準地震動は、東海第二原発を襲う可能性

がある地震動をカバーしているとはいえない。 
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第５ 被告が策定した基準地震動を超える地震動が発生する具体的危険（そ

の２） 

１ はじめに 

(1) 被告は、海洋プレート間地震についての断層モデルを、政府の地震調

査研究推進本部地震調査委員会がとりまとめた「震源断層を特定した地

震の強震動予測手法」（「強震動予測レシピ」）（甲Ｄ７７、平成２９

年（２０１７）年）４月」に基づいて設定している。下図の（野津証人

尋問スライド１０、甲Ｄ５３・１２６頁）の青の部分が強震動予測レシ

ピを用いて設定したもので，赤の部分が被告が条件としたものである

（野津証人７頁）。 
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(2) 強震動予測レシピは、地震動予測の一手法である。当該地点におい

て、未だ地震が発生していない場合は、この地震動予測の精度がどの

程度のものかを計ることは困難である。これに対して、現に地震が発

生し観測記録が得られている場合は、地震動予測と観測記録を比較す

ることによって、地震動予測手法の適用性を確認することが可能とな

る。 

(3) この点について、被告は、「巨大プレート間地震に対して適用性を

確認した強震動予測レシピに基づきパラメータを設定している。」「基

本震源モデルによる評価結果は、２０１１年（平成２３年）東北地方

太平洋沖地震における敷地観測記録と良く対応していることを確認し

ている」などと主張している。 

(4) これに対して、野津証人は、以下のとおり述べている。 

「日本原子力発電がプレート間地震を対象に行っている強震動評価の決

定的な不備は、一言で言えば、東北地方太平洋沖地震の経験から十分に



107 

 

学ばないうちに次の予測に進んでしまっているという点です。東北地方

太平洋沖地震では、福島第一原子力発電所および女川原子力発電所にお

いて、基準地震動を上回る地震動を観測しました。断層面上でどのよう

に強震動が生成され、その結果としてどのように基準地震動を上回る地

震動となったのか、日本原子力発電は十分な分析を行っていません。」

（甲Ｄ１９４意見書５頁、野津証人７頁）。 

(5) ２０１１年（平成２３年）東北地方太平洋沖地震においては、各地

で詳細な観測記録が得られている。そこで、これらの観測記録を、強

震動予測レシピで再現できるかどうか、が問題となる。 

(6) 結論を述べれば、強震動予測レシピでは、２０１１年（平成２３

年）東北地方太平洋沖地震の観測記録を再現できない。 

 

２ 東北地方太平洋沖地震の際、第二波群の先頭に、大振幅の、構造物にと

って脅威となるパルス波が含まれていたこと 

(1) ２０１１年東北地方太平洋沖地震の地震波形の確認 

 前述したとおり、我が国で全国に地震観測網が整備されるようになった

のは、１９９５年（平成７）年兵庫県南部地震が契機であった。全国の強

震観測記録は、まだわずか２０年程度分しかない。 

そして、２０１１年東北地方太平洋沖地震は、今日のような密な強震観

測網が構築されて以来、初めて発生したＭ９クラスの巨大地震である。こ

の地震の発生により我々はＭ９クラスの巨大地震による強震動の実態を

初めて知ったのである。 

したがって、まず、何よりも、２０１１年東北地方太平洋沖地震の観測

記録をつぶさに観察し、今後の地震動予測には、この知見が十分に活かさ

れなければならない。 

そこで、まず、議論の前提として、２０１１年東北地方太平洋沖地震の

地震波形を確認する。 

以下は、東北地方太平洋沖地震における、ＭＹＧＨ１２とＭＹＧ０１３

という観測点における観測記録である（ＭＹＧＨ１２やＭＹＧ０１３は、
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宮城県の観測点である）。 

 

 （甲Ｄ８０「科学 2015.10」９７５頁） 

地震発生から約８０秒後付近の、上記の四角で囲ったものが、問題とな

る第二波群の先頭に位置するパルスである。 



109 

 

ＭＹＧＨ１２での最大速度は２０㎝／ｓであるのに対して、ＭＹＧ０１

３での最大速度は７３㎝／ｓである。これは、地盤条件によって増幅され

たためである。 

このほか「仙台市内の七郷中学校では、やはり第二波群先頭のパルスが

支配的であり、パルスの震幅はＮＳ成分で１１４㎝／ｓに達していた」（甲

Ｄ８０「科学 2015.10」９７６頁）。 

 

(2) 女川原子力発電所で観測された強震動パルス 

 東北地方太平洋沖地震では、女川原子力発電所でも、強震動パルスが観

測された。女川原子力発電所では、周期 2 秒程度のパルス状の地震波が観

測され、これが最大加速度の値が大きくなる原因であった。このことは、

入倉孝次郎氏のグループも指摘している（甲Ｄ１９４野津意見書５頁、甲

Ｄ１２３Short-period Source Model of the 2011 Mw9.0 Off the Pacific 

Coast of Tohoku Earthquake kurahashi ＆ irikura(2013) 2011 年 Mw9.0

東北地方太平洋沖地震の短周期震源モデル（倉橋・入倉 2013））。 

なお、入倉孝次郎氏は、我が国を代表する強震動地震学学者であり、強

震動予測レシピの生みの親でもあることは、第４で述べたとおりである。 

 

なお、野津証人は、入倉孝次郎氏について、「そもそもこの分野に携わるき

っかけとなったのは１９９５年兵庫県南部地震です。この地震による土木
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構造物の大被害をもたらしたのは、アスペリティの破壊に起因する周期１

−２秒のパルス状の地震動でした。当時京都大学防災研究所におられた入

倉孝次郎先生のグループが、断層面上に複数のアスペリティを置いた震源

モデルにより、このパルス波を精度良く再現できることを示されました」

として、その功績と知見について紹介している（甲Ｄ１９４野津意見書２頁、

野津証人１０頁）。 

 

(3) 強震動パルスが大被害をもたらすこと  

大地震が大被害をもたらすことについて、第１において、代表的な例として、

１９４８年福井地震（Ｍｊ７．１）と、１９９５年兵庫県南部地震（Ｍｊ７．

３）、１９９４年ノースリッジ地震（Ｍｊ６．８）を、とりあげた。 

このうち、１９９５年兵庫県南部地震（Ｍｊ７．３）と１９９４年ノース

リッジ地震（Ｍｊ６．８）では、強震観測記録が得られている。 

１９９５年兵庫県南部地震は、主要な地震動の継続時間はわずかに２０秒

程度であった。にもかかわらず、このような大被害が生じたのは、周期１秒～

２秒程度の強震動パルスが原因であった（甲Ｄ８０野津厚「不幸中の幸いであ

った東北地方太平洋沖地震の強震動生成過程から原子力発電所の耐震安全を

考える」（科学 2015.10 ９７６頁））。 

このような強震動パルスは、実は、アメリカ・カリフォルニアで発生した１

９９４年ノースリッジ地震（Ｍｊ６．８）でも観測されていた。しかし、当時

は、「カリフォルニア特有の現象である可能性を捨てきれなかった」（甲Ｄ１６

３纐纈一起）ため、日本の耐震設計において、直ちに考慮されることはなされ

なかったのである。 
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（甲Ｄ８０「科学 2015.10」９７６頁） 

 

(4) 強震動パルスとは 

  強震動パルスについては、次のように説明されている。 

「震源断層の近傍の観測点において、断層面を伝播するすべり破壊が近

づいて来る場合、断層各点から発生するパルス状の強震動（以下、要素

パルス）が建設的に重なり合うことによって、指向性パルスは発生する。

１９９５年兵庫県南部地震の際、神戸市では六甲断層帯の走向に直交す

る北北西-南南東方向に多くの建物をなぎ倒すような強烈な強震動が観

測されたが、指向性パルスがその成因のひとつと考えられている（その

破壊力からキラーパルスとも呼ばれた）（甲Ｄ１５５強震動地震学講座第

１５回（久田嘉章）） 

 

 野津証人は、強震動パルスがなぜ大被害をもたらすのかについて、その

物的的な意味を、次のように説明した。 

「地震波の大きさを測るときに，加速度で測る場合と，速度で測る場

合がありますけれども，それを簡単に言いますと，加速度というのは，

車が，アクセルを踏んでるときに，ぐうっと体に力が掛かる状況にな
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るかと思いますけれども，その状態が加速度でありまして，それに対

して，速度というのは，ある一定の時間，アクセルを踏み続けると，

次第にスピドが上がっていくわけで，最終的には，アクセルを離して

もスピドが出続けている状態になりますが，それのことを速度という

ふうに呼んでいるわけです。で，それは車の場合でしたけれども，同

じように地震波の場合も，加速度と速度というのがございますが，こ

ういったパルス状の地震波で，かつ，周期が１秒から２秒くらいのパ

ルス状の地震波といいますのは，加速度も大きくて，かつ速度も大き

いという特徴があります。その結果として，構造物に大被害をもたら

しやすいということになりますが，加速度の大きさは，構造物に作用

する力と深い関わりがありますので，まず，構造物に最初の損傷が生

じるかどうかということについては，どちらかというと，加速度の大

小が，影響が大きいと言えます。しかしながら，一旦構造物に損傷が

生じたときに，その損傷がどこまで生じるかということについては，

どちらかというと，速度の影響が大きいと言えます。それは，構造物

に大きな損傷をもたらすためには，一定期間，力を加え続けていなけ

れば，大きな損傷になりにくいわけでありまして，例えば，その力を

加える時間が０．１秒とか０．０５秒といった短い時間であれば，構

造物に損傷を生じても，その損傷が大きなものには育たないというこ

とがあります。」（野津証人１３頁～１４頁） 

 

 すなわち、地震は往復する波であるので、ごく短い時間で加速度が増

えたり，あるいは，逆側にマイナスになったりする。 

加速度が大きくても，それが一瞬のことであれば，すぐ反対向きの力

になってしまうので，構造物に対しての力は総体的に小さくなる。これ

に対して、加速度が大きくなるのが一瞬のことではなくて，ある程度の

時間，０．５秒とか１秒とか，そういう時間，加速度が大きいというこ

とになれば，これは構造物に対しての力は総体的に大きくなる。 

 一方で、速度は，同じ向きの加速度を受けた結果，大きくなっていく
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ものであるから、同じ向きの加速度が一瞬であれば速度は大きくなら

ないけれども，同じ向きの加速度を一定の時間受ければ速度は大きく

なる， 

 このような関係から、加速度が大きいだけではなくて，速度も大きい

波が，構造物に対する影響が大きくなるのである。 

 

(5) 共振について 

一方で、地震による破壊の例としては、共振という現象がある。共振

と強震動パルスの関係について、次のように説明した。 

「構造物には，それぞれ，揺れやすい周期がありまして，例えば，高い

建物であれば長い周期の波で揺すると揺れやすい，それから，低い建物

であれば，短い周期の波で揺すると揺れやすいという現象が共振という

ものですけれども，この共振という現象が生じると，たとえ地盤のほう

の揺れが余り大きくなくても，共振という現象が生じることによって，

構造物に作用する加速度が大きくなるということがあります。したがっ

て，共振という現象は昔から着目されていた現象ではありますけれども，

しかし，この兵庫県南部地震に見られるような，こうしたパルス的な地

震波の場合には，共振という現象が必ずしも重要な役割を果たしていま

せん。なぜなら，この地盤の加速度自体が非常に大きいですので，その

共振という現象を介さなくても，構造物に対して大きな加速度を作用さ

せ得るような波です。したがって，こういった兵庫県南部地震で見られ

たようなパルス状の地震波の場合は，この入ってきた地震波の，その周

期の特性と，構造物の固有周期が一致するかどうかということについて

は，相対的には余り重要ではなくなってきて，こういったパルス的な波

というのは，様々な固有周期を持つ幅広い構造物に対して影響を及ぼし

得るものだと考えてます。で，実際に，兵庫県南部地震のときに様々な

固有周期の特性を持った構造物に対して被害が出ています。」（野津証人

１７頁） 
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(6) 海溝型巨大地震において、強震動パルスは何度も観測されてきた 

東北地方太平洋沖地震の際に女川原子力発電所周辺で観測されたパル

ス波と類似のパルス波は、宮城県だけでなく、福島県や茨城県でも観測さ

れている（甲Ｄ１９４野津意見書１６頁、野津証人４１頁、甲Ｄ７９）。 

そして、海溝型巨大地震による強震動パルスの生成は、東北地方太平洋

沖地震だけに見られる現象ではない。２００３年十勝沖地震（甲Ｄ７９）、

１９７８年宮城県沖地震（甲Ｄ１７０松島・川瀬「海溝性地震におけるス

ーパーアスペリティモデルの提案」）、１９６８年十勝沖地震（ Mori and 

Shimazaki「High stress drops of short-period subevents from the 

1968 Tokachi-oki earthquake as observed on strong-motion records」）、

など強震記録の取得されている主要な海溝型巨大地震において、強震動パ

ルスの生成が確認されている（甲Ｄ１９４野津意見書１６頁）。 

海溝型巨大地震による強震動パルスの生成は普遍的な現象である。 

 

(7) 小括 

以上のとおり、「パルスの形状や周期特性という点で、東北地方太平洋沖

地震の際に観測された強震動パルスは、内陸地殻内地震による強震動パル

スとよく似ており、震幅が大きければ構造物にとって脅威となる」（Ｄ８０

「科学 2015.10」９７５頁）。 

 

３ 強震動予測レシピ（ＳＭＧＡモデル）では、強震動パルスを表現でき

ないこと 

では、東北地方太平洋沖地震の際に観測された強震動パルスは、強震動

予測レシピ（ＳＭＧＡモデル）で再現できているかが、問題となる。 

(1) 被告の主張 

 被告は、 

日本原電は，東北地方太平洋沖地震の地震動についても、強震動予測レ

シピが適用できると主張して、その根拠として、諸井ほか２０１３（丙Ｄ

４４）をあげている。 
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「諸井の論文では，この左上の図１とされるところにあるような震源モ

デルが考慮されておりまして，この中では，ＳＭＧＡと呼ばれる，一辺の

大きさが，少なくとも５０キロくらいあるような，かなり面積が大きな領

域ですね，この図１の中にハッチングしてある場所が５か所ございますけ

れども，岩手沖に１つと，それから宮城県沖に２つ，それから福島沖に１

つと，茨城沖に１つ，全部で５か所のＳＭＧＡと呼ばれる領域がございま

すが，それを組み合わせて地震動を計算するというモデルが，この諸井ほ

かの論文で取り上げられているモデルであります」（野津証人３１頁） 

 

(2) 諸井ほか２０１３（丙Ｄ４４）では、地震動が再現できていないこと 

しかしながら、諸井ほか２０１３（丙Ｄ４４）では、強震動パルスを再

現できていないことに加えて（野津証人１１８頁）、そもそも、基本的な地

震動すら全く再現できていない。 

その特徴的な点を述べれば、以下のとおりである。 
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ア 下図は、諸井ほか２０１３（丙Ｄ４４）の図３の左上の図である（（ａ）

女川地点）。 

 

この図では、６つの波形が書かれていて、上から１番目，３番目，５番

目が「Ｏｂｓ．」と書かれているのは、「観測，オブザベーション」の意味

であり、観測された地震波という意味である。このＯｂｓ．と書かれてい

る波形に着目すると、それぞれ，前半に一山，それから後半に一山，大き

く２つの山があるような波形が観測されている。 

これに対して、上から２番目，４番目，６番目の「Ｓｙｎ．」と書かれて

いるのは、「シンセティックの略」であり、これが，諸井ほかの震源モデル

に基づいて計算された波という意味である（野津証人３２頁～３３頁）。 

ここでは、１番目のＯｂｓ．と２番目のＳｙｎ．が、「ＮＳ」すなわち南

北成分のセットである。同様に、３番目と４番目は「ＥＷ」すなわち東西

成分のセット、５番目と６番目は「ＵＤ」すなわち上下成分のセットであ

る。 
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一見して明らかなとおり、上から２番目，４番目，６番目の「Ｓｙｎ．」

（諸井ほかの震源モデルに基づいて計算された波）は、上から１番目，３

番目，５番目の「Ｏｂｓ．」（観測波）を、まったく再現できていない。  

この理由について、野津証人は、以下のとおり述べている。 

「２つの波形を説明するために，宮城県沖に，少なくとも２つの大きな

破壊を考えるということは，東北地方太平洋沖地震の研究を行っている研

究者の間で，比較的幅広く採用されている考えでありまして，２つの破壊

領域というか，ＳＭＧＡが宮城県沖に置かれているというのは，元々はそ

のような考えがあろうかと思います。ただ，しかしながら，この諸井ほか

の論文で採用されているＳＭＧＡの配置では，１つ，ほかの研究者と大き

く異なる点がございまして，それは，沖合側のＳＭＧＡが先に破壊をして，

そして，陸側のＳＭＧＡが後から破壊をしたというふうに考えている点で

あります。そして，その沖合側のＳＭＧＡと陸側のＳＭＧＡ，その２つの

ＳＭＧＡから出てきた地震波が，タイミング的にうまく重なることによっ

て，宮城県内の波形を生成したというふうに考えているわけですけれども，

その結果として，諸井ほかの計算結果では，１つ目の波群しか説明できな

いという結果になっております。」（野津証人３２～３３頁） 

 

イ 下図は、諸井ほか２０１３（丙Ｄ４４）の図４の左の図である（震源

の地域性を考慮した女川地点の強震動（短周期レベルを１．４倍） 

諸井ほかの論文では，「東海地点に比較して女川地点の解析結果はやや

過小評価となっている。」「そこで１９７８年宮城県沖地震を参考に，宮

城県沖ＳＭＧＡの短周期レベルをかさ上げすることで，震源の地域性の

影響を取り込んだ評価を行った。その結果は図４のとおりであり，地震

動レベルの再現性が有意に高まっている。」とされている。 

しかし、これをもって、「地震動レベルの再現性が有意に高まっている。」

とはとても言えない。 
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ウ 上記は時刻歴波形についての比較であるが、応答スペクトルの比較に

おいても、再現はできていない。下の左側は、丙Ｄ４４の図３（ａ）女

川で、右側は（C）東海の、Ｐ－ＮＳのグラフである。 

 

「地震動レベルの観測記録との整合性を地点ごとに見ると，東海地点に比
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較して女川地点の解析結果はやや過小評価となっている。」と丙Ｄ４４

の本文中にも記載されているが、このグラフの横軸は周期、縦軸は速度

で、いずれも対数のグラフであるから、周期によっては、５倍くらい観

測値の方が大きい。逆にいえば、周期によっては、シミュレーションで

は、観測値の５分の１しか再現できていないということである（川里証

人３６頁）。 

下の左側は、丙Ｄ４４の図３（ａ）女川で、右側は図４女川のＰ－Ｎ

Ｓのグラフであり、短周期レベルを１．４倍かさ上げしたものである。

２つのグラフのＯＢＳの観測は、同一のものである。 

しかし、これでも、横軸の周期の０．３秒付近から１秒付近までは、

やはり、観測記録を再現できていない。この程度の再現をもって、諸井

ほか２０１３（丙Ｄ４４）は、「地震動レベルの再現性が有意に高まって

いる」と評価しているのである。 

  

エ この点について、野津証人は、以下のとおり述べた。 

「再現性が高まっているとは考えられません。先ほどと同じように，沖

合側のＳＭＧＡがまず破壊して，その後で，陸側のＳＭＧＡが破壊し，そ

の２つのＳＭＧＡからの波が重なることによって，この１波目の波形を計

測しているわけですけれども，それでも，２つのＳＭＧＡの破壊を合わせ

たとしても，なお，まだ振幅的に観測された値には至っておりません。例

えば，奇数番号の０ｂｓ．と書かれているところの振幅と，偶数番号のＳ
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ｙｎ．の計算結果の振幅を，最大加速度で比べてみていただいても，計算

結果のほうが，これでもまだ小さくなってしまっております。そして，な

おかつ，その２波目については全く再現されておりません。」（野津証人３

４～３５頁） 

そして、さらに重要な点は、以下である。 

「もし，これを，結果を改善しようとすれば，まず，１つ目の，陸側の

ＳＭＧＡが先に破壊をして，それから，沖合側のＳＭＧＡが後から破壊し

たというように，東北地方太平洋沖地震の際に実際に起きた現象と合わせ

る形で，そのようにモデルを修正した上で，かつ沖合のＳＭＧＡに関して

は，かなり大きな短周期レベルを与えなければ，この２波目の大きな振幅

は再現できないと思います。したがって，この１．４倍という大きさは，

全くもって不十分であるということが言えると思います。沖合にＳＭＧＡ

がありますと，距離が遠くなりますので，したがって，沖合のＳＭＧＡで，

２波目の波形を再現しようとすれば，当然，距離が遠い分だけ，強い震源

を沖合に置かなければいけないことになりますので，１．４倍では全く足

りないということになります。」（野津証人３５頁） 

 

すなわち、このモデルを、２つのＳＭＧＡの破壊の順番を入れ替えて、

東北地方太平洋沖地震の際に実際に起きた現象と合わせる形（１つ目の陸

側のＳＭＧＡが先に破壊をして，それから，沖合側のＳＭＧＡが後から破

壊したモデル。これによって、時刻歴波形に２つ目の山が表現できる）に

修正した場合は、後に破壊した沖合のＳＭＧＡは、観測点に対してさらに

距離が遠くなる。 

そして、２波目の波形を沖合のＳＭＧＡによって再現しなければならず、

距離が遠い分だけ，強い震源を沖合に置かなければいけないことになる。

かなり大きな短周期レベルを与えなければ，この２波目の大きな振幅は再

現できない。したがって，この点からも、１．４倍という大きさは，全く

もって不十分だということになる。 
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オ 以上のとおり、日本原電は，東北地方太平洋沖地震の地震動について

も、強震動予測レシピが適用できると主張して、その根拠として、諸井

ほか２０１３（丙Ｄ４４）をあげているが、諸井ほか２０１３（丙Ｄ４

４）では、東北地方太平洋沖地震の地震動についても、地震動の重要な

部分が再現できていない。 

 

(3) 他の研究者の研究 

甲Ｄ１９４意見書図１２は、後述する野津証人が策定したＳＰＧＡモ

デルと、他の研究者のＳＭＧＡモデルを対比したものである。図１２の

右側の図で宮城県沖では、例えば「Satoh，２０１２」の論文（甲Ｄ８２）

では緑色の四角が２個、「Asano and Iwata ２０１２」（甲Ｄ８３）でも

赤い四角が２個、さらに「Kawabe and Kamae，２０１３」（甲Ｄ８４）で

も点線の四角が２個ある。これらは，宮城県内で観測された地震波を何

とか再現しようというふうに努力した，その結果のモデルである（野津

証人３６頁）。 
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（甲Ｄ１９４図１３） 

  

甲Ｄ１９４図１３は、他の研究者のＳＭＧＡモデルと観測記録を比較し

たものである。横軸は地震発生からの時間、縦軸は速度を示しており、黒

線の実線は、ＭＹＧＨ１２観測点における地震動の実測値である。これに

対して、各赤線は、各研究者らの各論文（①佐藤智美、②K.asano＆T.iwata、

③川辺秀憲・釜江克宏）に基づき、当該論文に示された手法に従って、野

津厚氏が計算した地震動の結果を、観測値と比較したものである。 

 

①佐藤智美、②K.asano＆T.iwata、③川辺秀憲・釜江克宏の「ＳＭＧＡ

モデルはいずれも第一線の優れた研究者によって開発されたものである。」 

しかし、これらのＳＭＧＡモデルは、観測された地震動の最も重要な部

分、すなわち地震発生から約８０秒後付近の問題となる第二波群の先頭に
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位置するパルスを、全く再現できていない。 

野津証人は、このことについて、「このような結果になるということにつ

いては学会でも報告しており」、各研究者らも同じ意見であり、批判・反論

されたことは無いと述べている（野津証人３７頁～３８頁）。 

このことは、現状のＳＭＧＡモデルに限界があることを示している。 

 

(4) ＳＭＧＡモデルを前提に不確かさを考慮したとしても不十分である

こと 

 被告がＳＭＧＡモデルに基づき策定した地震動は、以下のとおりである。 

 

（丙Ｄ１５９・１５０頁） 

 被告は、巨大な震源断層面に５つのＳＭＧＡを配置しているが、最終的

に東海第二原発における地震動を決定付けているのは敷地に最も近いＳ

ＭＧＡ５である。他のＳＭＧＡ１～４は、敷地の揺れには無関係である（野

津証人５４頁）。 
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 そして、被告は、不確かさの考慮として，ＳＭＧＡの位置をもっと近傍

に置いたとしているが、これでは保守的な地震動想定にはならない（野津

証人５５頁）。 

 また、被告は、不確かさの考慮として、短周期レベルを１．５倍にした

としているが、この結果策定されたのが、東北地方太平洋沖地震を踏まえ

て不確かさを考慮した１００９ガルの地震動であり、これをもって、後述

するような、ＳＰＧＡモデルや「不均質モデル」を用いた地震動想定をカ

バーしているわけではない（野津証人５６頁）。 

 

(5) 小括 

 以上のとおり、被告は、海洋プレート間地震についての断層モデルを、

「強震動予測レシピ」に基づいて策定しているところ、「強震動予測レシ

ピ」では東北地方太平洋沖地震の観測記録を再現できないモデルであるか

ら、被告が策定した基準地震動は過小評価となることが避けられず、東海

第二原発を襲う可能性がある地震動をカバーしているとはいえない。 

 

 ４ ＳＰＧＡモデルは、強震動パルスを表現できること 

(1) はじめに 

これに対して、野津証人は、観測記録を再現できるようなモデルを構築

した。それが、ＳＰＧＡ（Strong-motion Pulse Generations Areas）モデ

ルである。ＳＰＧＡモデルは、地震動の最も重要な部分である、強震動パ

ルスを再現できている。 

まず、パルスの発生源が断層面上にあることを仮定している（甲Ｄ１９

４野津意見書７頁）。この「断層面の上に強震動を生成した源があるだろう

という考え方は，一般的に取り入れられており」「多くの人がそういった考

え方で震源モデルを作成してい」る（野津証人１８頁）。 

野津証人の研究の結論は、この強震動パルスは、図３上の黒い四角（Ｓ

ＰＧＡ４）の位置で、１４時４７分２６．３秒という時刻に破壊が生じた

ことによるものである、ということである。 
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  （甲Ｄ１９４意見書図３上） 

 

 

      （甲Ｄ１９４意見書図３中） 

 

(2) ＳＰＧＡモデル構築の基本的考え方 

 では、このようなＳＰＧＡモデルは、どのような考え方で構築されたの

か。 

「この右上の図３中と申しますのは，牡鹿半島から北に，４つの地震観

測点がございますけれども，その４つの地震観測点での波形を並べており

ますが，先ほどの黒い四角からの距離を縦軸に取っています。つまり縦軸
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で，上のほうに行けば行くほど黒い四角からの距離が少しずつ遠くなって

いくということなんですけれども，黒い四角からの距離が遠くなるほど，

この縦軸の値は大きくなっていくという関係にございます。そして，今，

赤の斜めの線が書かれておりまして，この赤の斜めの線は，仮にＳＰＧＡ

４とされる場所で，１４時４７分２６．３秒にパルスが出たというふうに

仮定しますと，それぞれの観測点に，この赤の破線で示されるような時刻

にパルスが到来するはずだということになるんですけれども，実際に，各

観測点にパルスが到来してる時刻を見ますと，大体，この赤の斜めの線と

整合的であると。こういうことから，ＳＰＧＡ４の場所，それから，その

時間が，ほぼこれで妥当だというふうに考えております。」（野津証人１９

～２０頁） 

 

 

（甲Ｄ１９４意見書図３下） 

 

「図３下は，同じようなことですけれども，牡鹿半島の先端部から，西

から東へ観測点を並べているものでありまして，牡鹿半島の先端に位置す

るＭＹＧＯ１１では比較的早くパルスが到来しているのに対して，少し西

のほうに離れている，ＭＹＧ０１３という点では，大分遅れてパルスが到
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来していると。いずれにしても，パルスの生じた場所と時間が，大体これ

で合っているということがこの図から言えると，そういう図であります。」

（野津証人２０頁） 

 

野津証人の研究は、強震動パルスを発生させる震源（ＳＰＧＡ）は、同

一場所、同一時刻での破壊であり、地震波は震源から放射状に放出され、

各観測点まで一定の速度で伝わってくる、ＳＰＧＡから各観測点までの距

離が微妙に違うので，その地震波が伝わるのも微妙に異なって観測される、

ということが前提となっている。 

そして、野津証人は、「試行錯誤的に，そのＳＰＧＡ４の場所と時間を

様々に仮定をしまして，各観測点での地震波の到来時刻を最も説明できる

ような場所と時間を決めたという」ものである（野津証人２０頁）。 

 

野津証人の研究は、結論は明快であるが、その過程では、膨大な計算を

行っている。 

「グリッドサーチというのは，簡単に言いますと，しらみ潰しというこ

とでありまして，断層面上にそのＳＰＧＡの位置それから，その破壊の起

こった時刻を様々に仮定しまして，結果的に，どの位置と時刻にしたとき

に，最も観測事実を説明できるかということから，その場所と時間を求め

たということであ」る（野津証人２３頁）。 

 

(3) ＳＰＧＡの面積 

次に、この強震動パルスを発生させたＳＰＧＡの面積は、どのようなも

のなのか。この点について、野津証人は、以下のとおり述べる 

「パルスを生成した部分の領域の広がりですね，あるいは面積，これが，

そこから出てくるパルスの時間軸上の幅と関わりがあるということは，地

震学の分野で広く知られていることでありまして，この領域が小さければ，

そこから生成されるパルスの時間軸上の幅は比較的狭いと。それに対して，

この領域が広ければ，そこから生成される地震波のパルスの時間軸上の幅
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は長くなるということが一般に知られております。これは，こういった，

ある１つの領域が破壊をするときに，この破壊の伝わる速さというのはそ

れほど変わりませんので，したがって，面積が大きくなれば大きくなるほ

ど，その破壊には時間を要するということになりますので，したがって，

時間を要した結果として，観測点で観測されるパルスの時間軸上の幅が長

いものになると，こういう性質があります。」（野津証人２１頁～）。 

 

（甲Ｄ１９４図４） 

 

「左下の図（図４）に示しますように，ある程度の面積を有している領

域から地震波が放出されたというふうに考えておりまして，そのサイズが，

数キロ程度のオーダーであっただろうと考えております。これは，先ほど，

ちょっと申し遅れてしまいましたけれども，観測されているパルスの時間

軸上の幅が１秒から２秒程度の幅でありますので，そういった１秒から２

秒程度の幅を持ったパルスが生成されるためには，それの源となった破壊

領域も，それほど大きいものであることは不可能だと，数キロ程度のサイ

ズ，ここにある程度のサイズを持った領域から出ているとしか考えようが

ないということになります。その領域をＳＰＧＡという名前で表現してお

ります」（野津証人２２頁）  
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(4) 岩手県から茨城県までの観測記録に基づくＳＰＧＡモデルの提案 

野津証人は、さらに岩手県から茨城県までの観測記録に基づき、同様の

計算を行った。 

その結果が、「２０１１年東北地方太平洋沖地震を対象としたスーパー

アスペリティモデルの提案」（甲Ｄ７８）である。 

この結果、野津証人は、東北地方太平洋沖地震の地震動全体を示すために，

宮城県沖に４つのＳＰＧＡ，福島県沖には３つ，茨城県沖には２つ，全部

で９つのＳＰＧＡが設定した（野津証人２４頁～２９頁）。 
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(5) 原発の基準地震動を超過した原因 

東北地方太平洋沖地震では，女川原発、福島第１原発、東海第二原発で、

当時の原発の基準地震動を超過した。 

それぞれの強い揺れをもたらしたのは、それぞれ別々のＳＰＧＡである。 

   ＳＰＧＡ４→女川原発 

ＳＰＧＡ７→福島第一原発 

ＳＰＧＡ９→東海第二原発 

東北地方太平洋沖地震全体の震源はマグニチュードＭ９という巨大な

ものであるが、それぞれの地点での強い揺れをもたらしたのは、各地点

の近傍での局所的な破壊であった（野津証人２６頁～）。 

  

 そして、「東海第二発電所の耐震安全性を考える上で極めて重要な事項」

は、「問題のパルス波は仙台市から見て 150km も沖合から来ているという

点で」ある。 

 そして、同じようなパルス波の波源（ SPGA）がもっと至近距離にあった

としてもまったくおかしくない、ということである。 

 

(6) ＳＰＧＡモデルとＳＭＧＡモデルの差異 

 被告が用いているＳＭＧＡモデルも、野津証人が提唱したＳＰＧＡモデ

ルも、強震動が断層面上の特定の部分で生成されるという考え方に基づく

ものであることは共通している。その点では、野津証人のＳＰＧＡモデル

は、これまでの地震学の知見をベースにしている。 

 両者の差異は、被告が用いているＳＭＧＡモデルでは、一辺が数１０ｋ

ｍという大きな広がりを持つ面積で強震動が生成されると仮定している

のに対して、野津証人が提唱したＳＰＧＡモデルは、一辺が約３ｋｍとい

う小さな面積で強震動が生成されると仮定していることである。 

 

 では、なぜ、ＳＭＧＡモデルでは、東北地方太平洋沖地震の強震動パル
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スを再現できないのか。 

ＳＭＧＡモデル（強震動予測レシピ）は、野津証人も認めているように、

1995年兵庫県南部地震による土木構造物の大被害をもたらした周期 1-2秒

のパルス状の地震動を、断層面上に複数のアスペリティを置いた震源モデ

ルを用いて再現した、極めて優れたモデルである（甲Ｄ１９４野津意見書２

頁）。 

 問題は、1995 年兵庫県南部地震のような内陸活断層による地震動を再現

できたＳＭＧＡモデル（強震動予測レシピ）の考え方が、東北地方太平洋

沖地震のようなＭ９クラスの巨大プレート間地震に、同じように適用でき

るのか、ということであった。 

ＳＭＧＡモデルでは、断層全体の面積に対して強震動生成域（すなわち

ＳＭＧＡ）の面積を一定割合となるように設定している（被告は強震動生

成域の面積を断層全体の１２．５％としている）。そうすると、このモデル

では、断層全体の面積が大きくなればなるほど、強震動生成域（すなわち

ＳＭＧＡ）の面積も大きなものを仮定するということになる（このような

考え方を、スケーリング則という）。この結果が、被告が想定しているよう

な、一辺が数１０ｋｍという大きな広がりを持つ面積で強震動が生成され

るという仮定につながってしまうのである（野津証人５３頁～、１１２頁

～）。 

 

原告らは、ＳＭＧＡモデル、すなわち強震動予測レシピ全体について、

再現性が悪いとか誤りであるなどと主張しているわけではない。巨大な海

洋プレート間地震である東北地方太平洋沖地震の地震動について、ＳＭＧ

Ａモデルを用いた再現は、あまたいる研究者の誰一人できなかった（野津

証人４１頁）、という事実を素直に認めるべきあるのに、被告が、漫然と、

ＳＭＧＡモデルを用いて、海洋プレート間地震の想定を行っていることが、

地震動想定の過小評価につながっていると主張しているのである。 
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(7) ＳＰＧＡモデルは、港湾の施設の技術上の基準に採用されている 

このＳＰＧＡモデルは、港湾の施設の技術上の基準においては、すでに採用

されているモデルである（甲Ｄ１９８、野津証人１１４頁）。ＳＰＧＡモデル

は、単なる野津証人の学説ではなく、国交省の公の施設の技術上の基準に取り

入れられている。もし、ＳＰＧＡモデルがおよそ地震学のこれまでの知見と矛

盾するとか、物理法則に反するというものであれば、国交省の基準に取り入れ

られるはずがない。港湾の施設の技術上の基準の策定過程では、当然、ＳＰＧ

Ａモデルのモデルとしての妥当性が、多数の専門家の関与のもとに、科学的・

技術的に多方面から検討されている（甲Ｄ１９８）。 

 

(8) 原発の固有周期に関する被告の反論 

ア 被告は、ＳＰＧＡモデルは、港湾の岸壁に最も影響を与える周期１～

３秒の強震動パルスを再現するためのモデルで、原発の固有周期はもっ

と短周期を対象としたモデルでなければならない、と反論している（被

告準備書面（１０）１２２頁）。 

イ しかしながら、東北地方太平洋沖地震において宮城県内に強震動パル

スを発生させたＳＰＧＡ４が、東海第二発電所の近傍に存在するという

シナリオで地震動を計算した結果は、短周期側においても、被告の基準

地震動をはるかに超過している（野津証人５０頁）。この点において、被

告の主張は、まったく意味がない。 

ウ それを措いたとしても、被告の主張は、以下のとおり、その前提を欠

く。 

① 強震動パルスは、繰り返し地震動が対象物に作用して対象物が共振

して破壊に至るというような現象ではなく、１ないし数回の大きな加

速度と速度の地震動が対象物に作用することによって対象物が破壊さ

れる現象である。 

② 他方、原発の固有周期はもっと短周期を対象としたモデルでなけれ

ばならない旨の前記反論は、原発の固有周期は短周期であって、短周

期地震動は共振によって地震動が増幅し原発にとって危険な地震動で
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あるが、周期１～３秒の長周期の地震動は原発にとって危険な地震動

ではない、という考え方を基礎にするものである。 

 ③ しかし、ここでは、周期１～３秒の強震動パルスが一撃で原発を破

壊する可能性が問題にされているのであって、前記反論は的外れな観

点からＳＰＧＡモデルを批判しているにすぎない。 

④ 被告は、原子力規制委員会でも問題にされていないことをあげてい

るが、それは、原子力規制委員会が、強震動パルスの重要性について、

認識できていないからにほかならない。 

⑤ 川瀬博「震源近傍強震動の地下構造による増幅プロセスと構造物破

壊能」（甲Ｄ９０）にも、「時間幅１～２秒のパルス波が大被害に結び

つきやすい原因」として、「ＰＧＡ（加速度）が大きい限り速度パルス

はその卓越周期より短周期の構造物に対してのみ大きなインパクトを

持つ」とされているのは、そのことを示しているものである。 

⑥ そして、「たとえ線形時の固有周期の短い構造物であっても、大きな

加速度を受ければ塑性化する可能性があり、いったん塑性化すれば線

形時の固有周期は意味をなさなくなる。そして、いったん塑性化した

構造物に大きな損傷が生じるかどうかは速度の振幅と関係している。

したがって大きな加速度と速度を同時にもたらす時間幅１～２秒のパ

ルス波は大被害に結びつきやすい」 

   「したがって、たとえ塑性化を許容しない構造物であっても、パル

ス波に対して塑性化が生じないか検証する必要があり、また、ある程

度の塑性化を許容する構造物では、パルス波に対する塑性化の程度を

評価する必要がある。」（甲Ｄ８１「科学 2017.5」４４１頁～４４２頁）。 

 

以上のとおり、原発の固有周期が短周期であることから、ＳＰＧＡモデ

ルが不適切だとの批判はあたらない。 

 

(9) モデルとしての成熟度に関する被告の反論 

ア 被告は、ＳＰＧＡモデルに対しては再現モデルであって、得られた観
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測データに対しては精緻なモデルであっても、モデル化過程に不確かさ

が大きく、基準地震動評価には適さない（甲Ｄ８６  平成 30 年度原子力

規制委員会第 32 回会議議事録 18 頁）、提案者（野津厚氏のこと）も論文

で、ＳＰＧＡの位置設定等が今後の課題とされていて、強震動予測のパ

ッケージとして確立されていない（同 8 頁）、まだ、規制に取り入れるだ

けの科学的・技術的な熟度に至っていない（同 19 頁）、などと反論する

（被告準備書面（１０）１２３頁）。 

イ しかしながら、上記の反論は誤りである。 

① まず、この規制委員会での議論は、「深く内容をまだ精査しているわけ

ではない」（大浅田安全規制管理官、同 18 頁）とか、「何か分かったよう

な、分からないようなところがある」（伴委員、同 19 頁）としているよ

うに、良く分かっていないままに議論がされているものであって、そも

そも反論になっていない。 

② そのことを措いても、ＳＰＧＡのモデル化過程に不確かさが大きいと

しても、原発にもっとも厳しい強震動生成域の配置を採用すれば良いの

であって、ＳＰＧＡモデルに対する反論としては成立しない。実際、Ｓ

ＭＧＡモデルにおいても、原発の強震動予測では、ＳＭＧＡをどのよう

に配置するかは、個々の原発ごとに考慮されており、ただＳＭＧＡをバ

ランス良く配置するだけではなく、一部では、もっとも厳しい地震動を

もたらすＳＭＧＡの配置も検討されている。 

③ ＳＰＧＡの位置設定等が今後の課題とされていて、強震動予測のパッ

ケージとして確立されていないという趣旨は、小さな強震動生成域をい

くつも配置することが必要となって、平均的な強震動生成域の配置モデ

ルを作ることが難しい、という意味でしかない。しかしながら、原発の

耐震設計で必要なモデルは、もっとも原発に厳しい結果となるモデルで

ある。どこにＳＰＧＡを配置するかについての、「平均的な強震動生成域

配置モデル」を求める手法が確立されていないとしても、もっとも厳し

い地震動をもたらすＳＰＧＡの配置を求めることは十分に可能である。 

④ なにより、現に、ＳＰＧＡモデルは、港湾の施設を建設、改良、維
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持する際に適用する基準として、港湾法第５６条の２の２に基づき規

定された「港湾の施設の技術上の基準」においては、すでに採用さ

れ、現に運用されているモデルである（甲Ｄ８７「「港湾の施設の技術

上の基準・同解説（2007年版）」の部分改訂について」の（１６）、甲

Ｄ１９８）。 

   なお、被告は、ＳＰＧＡモデルは実用されていない旨主張するが

（被告準備書面（１０）１２２頁）、誤りである。ＳＰＧＡモデルは、

すでに多数、実用されている（甲Ｄ１７８～甲Ｄ１８３、野津証人１

１６頁）。 

 

(10) 被告の反対尋問は、野津証人の知見には無関係であること 

なお、被告は、野津証人に対する反対尋問において、ＳＰＧＡ４の応力降

下量はどの程度になるのか、なぜ算出できないのか、について質問してい

た（野津証人７４頁）。 

この反対尋問では、ＳＰＧＡモデルにも円形クラックの式が適用できる

ということを前提とした質問と思われるが、ＳＰＧＡモデルでは円形クラ

ックの式を適用する前提に欠けている。被告の質問は的外れである。 

この点について、証人尋問で回答したことに加えて、野津意見書（２）

（甲Ｄ２０１）の第２で補足したとおりであるので、これを引用する。 

 

５ ノーマルの強震動予測レシピでも「不均質モデル」を使用すれば、このパ

ルスを再現できること 

(1) 倉橋・入倉２０１３の「不均質モデル」 

野津証人のＳＰＧＡモデル以外に、東北地方太平洋沖地震の際に観測さ

れた強震動パルスを再現するためのモデルとして、倉橋・入倉２０１３（甲

Ｄ１２３）の「不均質モデル」が提案されている。これは、ノーマルの強震

動予測レシピを基本として、その上で、ＳＭＧＡ内の小さなサブエリア内でよ

り高い応力パラメータを持つ「不均質モデル」を使用すれば、このパルスを再

現できる、とするものである。 
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（甲Ｄ１２３図１７） 

 

この「不均質モデル」について、野津証人は、ＳＰＧＡモデルと、非常に

似た手法であること述べている。 

「倉橋・入倉さんたちは，まずは，この図で言うところの，青い色で示

されておりますように，ＳＭＧＡモデル，ＳＭＧＡと呼ばれる，一辺の長

さが５０キロ，あるいは，それ以上あるようなモデルをまずは考えておら

れますけれども，ただし，このＳＭＧＡモデルでは，先ほど御紹介したよ

うなパルス的な波が計算できないということを，この倉橋さん，入倉さん

たちの論文では，やはり問題視しておられました。そして，そのバルス的

な波を計算するための方法の１つとして，この青い領域の中で地震動が一

様に生成されるのではなくて，この青い領域の中で，今，赤い立方体，直

方体で示されている部分があるかと思いますけれども，この部分だけ，ほ

かの部分よりも相対的に，まあ，局所的にといいますか，強い地震波を出
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すと，倉橋さん，入倉先生方がこういうモデルを考えておられまして，こ

ういうモデルを考えると，宮城県内で観測されたような，先ほどのような

パルス的な地震波がきちんと再現されると。言い換えると，逆に，こうい

うモデルを考えなければ，一様なＳＭＧＡを考えてしまうと，実際に観測

された波にならないということを，倉橋さん，入倉さんたちは論文の中で

書かれております。」（野津証人３８頁） 

 

 

（甲Ｄ１２３図１８） 

 

(2) 「不均質モデル」は強震動予測レシピの生みの親である入倉孝次郎氏

が提案しているものであること 

 この「不均質モデル」は、我が国を代表する強震動地震学者であり、ノーマ

ルの強震動予測レシピの生みの親である入倉孝次郎氏が提案しているもので

ある。すなわち、入倉孝次郎氏自身が、ノーマルなＳＭＧＡモデル（強震動予

測レシピ）では、東北地方太平洋沖地震の波形は説明できないことを認めてい

るものである（野津証人３９頁）。 
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 被告が、あくまで強震動予測レシピに基づき地震動想定を行うというので

あれば、入倉孝次郎氏による「不均質モデル」は、当然に検討しなければなら

ない知見である。しかし、被告は、「不均質モデル」について、まったく検討

を行っていないし、検討しなくてもよい合理的な根拠も一切示していない（野

津証人５４頁）。 

 

倉橋・入倉（甲Ｄ１２３）で示されている再現モデルと，野津証人が提

案しているＳＰＧＡモデルは、「両者は非常に似た方法だというふうに考

えておりまして，この倉橋さん，入倉先生たちのモデルでは，青い部分と

赤い部分がございますけれども，主要な地震波は赤い部分から生成されて

おります。そして，この赤い部分は面積が小さく，私が提案しているＳＰ

ＧＡと非常に近いものだというふうに考えております。そして，相対的に，

その外側にある青い部分は，地震動に対する寄与はそれほど目立たないと

いう形になりますので，ですから，正に，この入倉先生たちが提案されて

いるモデルというのは，私が提案しているＳＰＧＡモデルと非常に近いも

のだというふうに考えております。また，場所的にも，今，この右上の地

図で，２か所に赤い四角がプロットされているかと思いますけれども，こ

の２か所の赤い四角というのは，私のほうで提案しているＳＰＧＡの，Ｓ

ＰＧＡｌとＳＰＧＡ４，それぞれに相当するものでありまして，沖合側が

ＳＰＧＡ４，それから，海岸線に近いほうが，ＳＰＧＡ１に相当するもの

と。ですので，これらの２つの赤い領域の破壊を考えるということが，私

のモデルと非常に近い結果を与えていると思います。」（野津証人３９頁～

４０頁） 

 

 なお、被告は、川里証人の陳述書（丙Ｄ第１５９号証）の付属資料の６４

頁に「宮城県沖のＳＭＧＡ３内の不均質性について，倉橋＆入倉２０１３

では，応力降下量の違いとして考慮されていたところ，入倉＆倉橋２０１

７では，ライズタイムの違いとして考慮されている。」とあることについて、
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倉橋＆入倉２０１７の論文（甲Ｄ１７７）と取り違えたことを指摘してい

る（野津証人１１９頁）。 

しかしこの点は、結論には影響を与えない。 

そもそも、被告は、ライズタイムの違いとして考慮したという入倉＆倉

橋２０１７を証拠提出しておらず、また、被告の基準地震動の策定過程に

おいて、入倉＆倉橋２０１７に基づいてライズタイムの違いを考慮したこ

とも無いからである。 

 

６ ＳＰＧＡモデル及び倉橋・入倉２０１３のモデルに基づく東海第二原

発を襲う可能性がある地震動 

(1) はじめに  

以上のとおり、被告の基準地震動は、東海第二原発を襲う可能性がある地

震動をカバーしているとはいえない以上、この論点は、上記で決着してい

る。 

ゆえに、本来的には、ＳＰＧＡモデル及び倉橋・入倉２０１３のモデルに

基づく東海第二原発を襲う可能性がある地震動についての、主張・立証は

不要であると思われる。 

ただし、この点を明らかにすることにより、ノーマルなＳＭＧＡモデルを

用いて策定された地震動がどの程度過小評価となっているか、について明確

になるため、念のため、これらについて、原告側から積極的に述べる（ただ

し、本来、これらの主張・立証責任は、被告側にある）。 

 

(2) ＳＰＧＡモデル 

野津厚意見書（甲Ｄ１９４）では、東北地方太平洋沖地震の観測記録を踏ま

えれば、「東海第二発電所はプレート境界の近傍に立地していますから、上

述のようなパルス波の波源が原子力発電所の近傍に存在するというシナ

リオも否定でき」ないとして、その場合に、東海第二原発で想定される地

震動が示されている。具体的なシナリオは、以下のとおりである（野津証

人４７頁、甲Ｄ１９４野津意見書図１５、図１６）。 
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「東日本大震災の際に実際に強震動を出したＳＰＧＡの分布は，左下の

図（注：図１５）の緑の位置で示されております。で，１番から９番まで，

番号が振ってありますけれども，この中で特に強い地震波を放出したのは

４番でありまして，宮城県の沖にありまして，牡鹿半島などから見ると，

少なくとも１００キロ程度は沖合にある。まあ，比較的沖合にあるもので

あります。で，重要なことは，この４番のＳＰＧＡが破壊することによっ

て，女川発電所に基準地震動を超えるような地震動がもたらされたわけで

すけれども，ほかの１番，２番，３番，あるいは，福島沖の５番，６番，

７番などと比較して，この４番のＳＰＧＡはかなり沖合にあったというこ

とが，非常に重要です。したがって，４番のＳＰＧＡは非常に強い地震波

を放出したんですけれども，沖合にございましたので，したがって，結果

的に，宮城県内での地震動というのは，決定的な，そういう大被害をもた

らすほどの地震動にはならなかったということでございますが，それは，

非常に幸運に助けられた部分が実はございまして，４番のような強い破壊

が，必ずしも常に沖合で起こるとは限らないと。もっと陸地に近い部分で，

４番のような強い破壊が起きるということは十分あり得ることでありま

す。そこで，同じような強い破壊は茨城県沖でも当然起き得ると。したが

って，東日本大震災のときには宮城県沖にあったＳＰＧＡ４と同じような

強い破壊が，仮に，この茨城県沖にあったらどうであっただろうかという

ことで，この図で言うところの９番の位置に。この９番という位置は，必

ずしもこの９番でなくても構わないんですが，もうちょっと北や東や西や

南にずれていても構わないんですが，仮に９番という位置を選んできまし

て，ここに，東日本大震災で言うところの４番と同じような強い破壊が生

じたと仮定した場合に，東海第二発電所でどのような揺れになるかという

ことを計算したのが，私の結果であります。」 
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 （甲Ｄ１９４野津厚意見書３１頁～３２頁） 

 

 この結果、「最大加速度は 2000Gal 程度、最大速度は 200cm/s 程度とな

り、SPGA からの最短距離が小さいために、加速度、速度ともに大きな値を

示しており、解放基盤での値であるにも関わらず、その値は兵庫県南部地

震の際の神戸市内の地震動を上回ってい」る。「応答スペクトル（減衰定数

5%）で見ても、図 20 および図 21 に赤線で示すように、計算結果の地震動

は基準地震動を大きく上回ってい」る。「将来の地震において、このような

地震動が東海第二発電所を襲う蓋然性は否定できず、万が一このようなシ

ナリオが現実のものとなった場合、福島第一原発事故のような事態が再来

することが考えられ」る（甲 D１９４野津厚意見書３３頁）。 

 

 なお、これらの計算に使用された、「経験的サイト増幅特性」「位相特性

の評価に使用した地震波形」「強震動計算プログラム」は、「すべて公開さ

れているもので」あるから、被告は上記の計算を容易に再現できるはずで

ある（甲Ｄ１９４野津厚意見書２５頁）。 
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 現に、原告らのかかる主張に対して、被告からは、川里証人の意見書、

証人尋問を含めて、現在に至るまで、何の反論も提出されていない。 

  

 なお、被告は、原告らが、被告ら保有する地震観測記録を求めたことに

対して、準備書面（１６）においてこれを拒否している。被告の主張は、

敷地の地下構造はすでに十分に調べられており，地下構造モデルに基づい

て地震動の増幅を十分に評価できる、というものである。 

しかし、その主張は誤りであることは、野津意見書（２）（甲Ｄ２０１）

で述べられているとおりである。 

常識的に考えても、被告がなにゆえ、地震動観測記録の提出を拒むのか、

その理由は全く分からない。野津証人が指摘するとおり、被告にとって、

何か不都合なことが明らかになってしまうからではないか、と疑わざるを

得ない。 

 

なお、野津意見書（２）（甲Ｄ２０１）を受けて、被告は、進行協議にお

いて、「 IBR003 の地表観測記録を基準にして比較しているが、 IBR007 と

IBRH18 の方が近いにもかかわらず、なぜ IBR003 を選択したのか」との質

問があった。 

この点について回答すると、第三の観測点としては、IBR003 が、地盤の

非線形挙動の影響が比較的小さいからである。その詳細は、野津意見書（３）

（甲Ｄ２０８号証）において述べたとおりである。 

 

(3) 「不均質モデル」 

野津厚氏は、ノーマルの強震動予測レシピでも、ＳＭＧＡ内の小さなサブ

エリア内でより高い応力パラメータを持つ「不均質モデル」を使用すれば、こ

のパ ルス を 再現 で きる こと が 示さ れ てい るこ と から 、「 Kurahashi & 

Irikura14)の SMGA3 を置き、SMGA 内の不均質性を考慮した場合」について

も計算を行った。その結果は、上記の黄色線である。「この結果から、

Kurahashi & Irikura14)の SMGA3 を東海第二発電所に近い位置に置いた場
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合は、やはり基準地震動を大きく上回る地震動にな」る（甲Ｄ１９４野津

厚意見書３３頁）。 

 

７ まとめ 

 以上のとおり、 

① 東北地方太平洋沖地震の際、第二波群の先頭に、大振幅の、構造物にとっ

て脅威となるパルス波が含まれていたが、被告が用いたノーマルの強震動

予測レシピ（すなわちＳＭＧＡ（Strong Motion Generation Area）モデル）

では、このパルスを表現できない。 

②  より狭い領域から鋭いパルスが生成されるＳＰＧＡ（ Strong-motion 

Pulse Generation Areas）モデルを用いれば、このパルスを再現できる。こ

のＳＰＧＡモデルは、港湾の施設の技術上の基準においては、すでに採用さ

れているモデルである（甲Ｄ１９８） 

③ ノーマルの強震動予測レシピでも、ＳＭＧＡ内の小さなサブエリア内で

より高い応力パラメータを持つ「不均質モデル」を使用すれば、このパルス

を再現できる。 

④ そして、東北地方太平洋沖地震の観測記録を踏まえ、東海第二発電所は

プレート境界の近傍に立地していることから、パルス波の波源が原子力

発電所の近傍に存在するというシナリオも否定できないから、ＳＰＧＡ

モデル及び「不均質モデル」を用いて地震動を評価する必要がある。その

結果は、ノーマルなＳＭＧＡモデルを用いて策定された地震動を大幅に超

過している。 

⑤ にもかかわらず、被告は、プレート間地震について、②の方法や③の方法

を用いることなく、従前からの①ノーマルの強震動予測レシピを用いて、地

震動評価を行っている。 

 

したがって、ノーマルなＳＭＧＡモデルを用いて策定された被告の基準地震

動は、東海第二原発を襲う可能性がある地震動をカバーしているとはいえ

ない。  
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第６  被告が策定した基準地震動を超える地震動が発生する具体的危険性

（その３） 

 

震源を特定せず策定する地震動については、その内容において、原告準備

書面（７５）で述べたところから変更はないが、一覧に供するために、再

掲する。 

なお、甲Ｄ１９４野津厚意見書では、震源を特定せず策定する地震動が、

港湾構造物で用いられているものと比較しても過少であること（３３頁～

３５頁）、基準地震動の年超過確率は極めて信頼性に乏しいものであるこ

と（３６頁）について、指摘されており、原告らの主張としても、これを

引用する。 

 

１ 震源を特定せず策定する地震動の重要性 

(1) 「震源を特定せず策定する地震動」とは 

「震源を特定せず策定する地震動」は、敷地周辺の状況等を十分考慮した

詳細な調査を実施しても、なお敷地近傍において発生する可能性のある

内陸地殻内の地震の全てを事前に評価しうるとは言い切れないことか

ら、敷地近傍における詳細な調査の結果にかかわらず、全ての敷地（対

象サイト）において共通的に考慮すべき地震動であると意味付けた地震

動」であり、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源

を特定せず策定する地震動」を相補的に考慮することによって、敷地で

発生する可能性のある地震動全体を考慮した地震動として策定」するこ

とが求められる。 

(2) 「震源を特定せず策定する地震動」は、隠れ断層による地震動である  

この「震源を特定せず策定する地震動」の特徴を一言でいうとすれば、

ようするに「隠れ断層」による地震動である。 

「強い地震が起こると、地表には、ずれなどの変更が生じることが

多い。この変形は活断層が地下で動いた証拠で、長年残る。電力会社
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は地表の変形を手がかりに原発周辺の活断層を探し、想定される揺

れを試算する。その数値が安全対策の前提の一つになるのだ。一方、

揺れは強いが地表を変形させない地震もある。震源となる断層は探

せない。これがいわば『隠れ断層』だ。未知の隠れ断層が原発直下に

ある可能性は否定できない。」（甲Ｄ１０８  毎日新聞夕刊２０１６

年６月２４日「特集ワイド  『忘災』の原発列島 分からないから無

視？隠れ断層」） 

 

「震源を特定せず策定する地震動」が隠れ断層による地震動とすれば、

これに対して、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」は、隠れてい

ない断層、すなわち、既知の「地表に痕跡のある、表れている断層」によ

る地震動、ということができる。 

  

(3) 震源を特定せず策定する地震動＝隠れ断層による地震動の重要性 

地震動審査ガイドは、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及

び「震源を特定せず策定する地震動」を相補的に考慮することによって、

敷地で発生する可能性のある地震動全体を考慮した地震動として策定さ

れていること。」を求めており、「敷地ごとに震源を特定して策定する地

震動」と「震源を特定せず策定する地震動」とが、相補うことによって敷

地で発生する地震動全体を考慮した地震動となるものであるから、両者に

優劣があるものではなく、「震源を特定せず策定する地震動」も、原発の安

全性確保に欠くことのできないものなのである。 

したがって「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」と同様に、「震

源を特定せず策定する地震動」も極めて重要な地震動であり、その想定も、

十分に安全側に大きく想定しなければ、原発の安全性は確保できない。「震

源を特定せず策定する地震動」の想定が不十分であっても原発の安全性は

確保できる、などとすることはできない。 

 

(4) 震源を特定せず策定する地震動＝隠れ断層による地震動は決して小
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さくない 

地震動の大きさは、震源特性、とりわけ、断層の中の強震動生成域

（アスペリティ）の応力降下量に大きく左右される。そして、その応力

降下量の大きさは、断層面での固着の強さによって定まるから、比較的

小さな断層でも、強く固着していれば、地震動は大きくなる。 

また、地震動の大きさは、震源からの距離によっても、大きく左右さ

れる。原発にとって大きな影響をもたらす短周期地震動は、距離によっ

て減衰しやすいという特性を有する。したがって、観測点から遠い場所

で発生した場合には、その地震による短周期地震動は、観測点に到達す

るまでに減衰してしまう。反対に、観測点から近い場所で発生した場合

には、その地震による短周期地震動は、減衰せずに観測点に到達するか

ら、大きな地震動となる。 

後述する「震源を特定せず策定する地震動」の事例として挙げる、最

新の知見を含む多数の地震の地震動は、まさしく小さな規模の地震であ

っても大きな地震動を観測した事例であり、２００４年留萌支庁南部地

震が、地震の規模はわずかＭｗ５．７でしかないのに、極めて大きな地

震動をもたらしたことは、原発直下の断層による地震動が、既知の断層

による地震動と同等、もしくは、それ以上に大きな地震動を原発にもた

らすことを示す事例となっている。 

しかも、存在していることが分かっている断層と異なり、「隠れ断層」

は、どこに潜んでいるか分からないから、敷地にもっとも影響が及ぶ位

置に想定する必要がある。したがって、「震源を特定せず策定する地震

動」は、決して軽視できない、極めて重要な地震動となるのである。 

 

２ 被告の想定とその誤り 

(1) 被告の主張 

被告は、震源を特定せず策定する地震動について、「活断層に関する詳細

な調査を行い、敷地近傍に『震源として考慮する活断層』は存在しないこ

とを確認したが、その上でなお『震源を特定せず策定する地震動』を考慮
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することとし（５１頁）、 

ア 加藤ほか（２００４）による応答スペクトルと、 

イ 地震動審査ガイド（甲 D１７）があげる１６地震のうち、２００４年

北海道留萌支庁南部地震に係る佐藤ほか（２０１３）の基盤地震動にＫ

－ＮＥＴ港町観測点の地盤物性と敷地の解放基盤表面相当位置の地盤

物性との相違による影響等を考慮して評価した地震動の応答スペクト

ルとを考慮した、 

という（被告準備書面（10）５１頁～５６頁）。 

 

(2) 被告の想定の問題 

ア まず、加藤ほか（２００４）は、２００４年以前の地震の観測記録に

基づくものであり、合計９地震、１５記録、３０水平成分によるもので

ある（被告準備書面（１０）５２頁）。加藤ほか（２００４）を超えた地

震動は、その後、いくつも観測されており、今日において、原発の基準

地震動策定において、最低ラインとして考慮されるべきものではない。

この詳細については、原告準備書面（７）第８で述べた。 

イ 次に、地震動審査ガイドがあげる１６地震のうち、２００８年岩手・

宮城内陸地震及び２０００年鳥取県西部地震の２つについては、被告は、

これらの地震の震源域と、東海第二原発の敷地周辺は、「地域の特徴が異

なる」として対象外としているが、このような考え方は、東海第二原発

の敷地周辺以外で発生した地震は考慮しなくて良いという考え方につ

ながるものであり、安全側の考え方ではない。「地域の特徴が異なる」こ

とは、これらの性質を有する地震が、東海第二原発の敷地周辺で発生し

ないことを担保するものではなく、不合理である。 

ウ さらに、被告は、残りの１４地震のうち、加藤ほか（２００４）によ

る応答スペクトルを超えるものが、２００４年北海道留萌支庁南部地震

だけあったというが、次の４つの地震も、加藤ほか（２００４）による

応答スペクトルを超えており、被告の主張は誤りである。 

2013 年栃木県北部地震 
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2011 年和歌山県北部地震 

2011 年茨城県北部地震 

2011 年長野県北部地震 

なお、被告は明言していないが、これらの４つの地震については、他の

電力会社は、「地盤情報がない」などとして検討対象から排除している。 
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エ  そして、被告は、上記の１４地震のうち、残りの９地震については、

全く無視している。 

しかし、これらの記録ですら、その地震の最大地震動であるとは限ら

ない。たまたま観測地点が、その場所にあったというだけだからである。 

オ 「震源を特定せず策定する地震動」を想定する意味は、隠れ断層によ

って最大どれだけの地震動が原発を襲うかを検討することにある。その

最大の地震動を想定することは、原発の安全を確保するための最低限の

ラインである。したがって、少なくとも、地震動審査ガイドに挙げられ

た１６地震の全てについて、その地震の最大地震動はどれだけかを検討

する必要がある。 

このような考慮をせず、被告が、２００４年北海道留萌支庁南部地震

だけを考慮しているのは、不合理である。 
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３ 鉄道構造物の耐震設計について 

(1) はじめに 

 耐震設計は、原発だけで実施されているものではない。およそ、あらゆ

る構造物は、耐震設計がなされている。 

 本項では、そのうち、鉄道構造物についての耐震設計を見る。 

 結論から述べれば、鉄道構造物についての耐震設計の方が、原発よりも、

はるかに安全側になされている。 

 

(2) 鉄道構造物の場合 

 鉄道構造物の耐震設計は、鉄道構造物等設計標準・同解説耐震設計（Ｈ

２４．９）に基づいて行われている（甲Ｄ１０９「鉄道耐震設計」）。こ

の内容については、後述する、原子力規制委員会の「震源を特定せず策定

する地震動の検討チーム」の第２回の議論（甲Ｄ１１１）においても、詳

細に紹介されているので、併せて、ご確認いただきたい。 

ア 鉄道構造物における設計地震動の概要 

 鉄道構造物における設計地震動は、大きくＬ１（レベル１）地震動と、

Ｌ２（レベル２）地震動に分けられる。 

 Ｌ１地震動は、「建設地点における構造物の設計耐用期間内に数回程度

発生する確率を有する地震動」とされ、これに対しては、「構造物の変異

を走行安全上定まる一定値以内に留める」設計がされる（甲Ｄ１０９「鉄

道耐震設計」３６頁）。 

 これに対して、Ｌ２地震動は、「建設地点で考えられる最大級の強さを

もつ地震動」とされ、これに対しては、「構造物全体系が崩壊しない」設

計がされる（甲Ｄ１０９「鉄道耐震設計」３８頁）。 

 そして、これらの各地震動は、「耐震設計上の基盤面（Ｖｓ４００ｍ／

ｓ）程度の地盤」において設定される（甲Ｄ１０９「鉄道耐震設計」３６

頁、甲Ｄ１１１の２の２ 第２回資料２の４／３４） 

  そして、Ｌ２地震動は、 
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①   活断層の調査及び対象地震の選定に基づき、震源となる活断層と建

設地点を特定して設定する方法（詳細な方法） 

②   そのような活断層の調査及び対象地震の選定をせず、予め設定され

た標準Ｌ２地震動を用いる方法（簡易な方法） 

の２種類がある（甲 D１０９「鉄道耐震設計」４１頁、甲Ｄ１１１の２の

２ 第２回資料２の５／３４）。 

  

 Ｍｗ７．０よりも大きな震源域が近傍に確認される場合などは、①詳細

な方法が用いられるが、そうでない場合は、標準Ｌ２地震動を用いる方法

（②簡易な方法）が用いられる（甲 D１１１の２の２  第２回資料２の

6/34）。 

  ①詳細な方法は、原発の耐震設計では、震源を特定して策定する地震

動に該当するものであり、②簡易な方法は、震源を特定せず策定する地震

動に該当するものである。 

 

イ 標準Ｌ２地震動（②簡易な方法）の策定方法 

標準Ｌ２地震動（②簡易な方法）は、 

 スペクトルⅠ：Ｍｗ８．０の海溝型地震が距離６０ｋｍの地点で発生し

た場合 

 スペクトルⅡ：Ｍｗ７．０の内陸活断層による地震が直下で発生した場

合 

の２種類が想定されている（甲Ｄ１０９「鉄道耐震設計」４５頁、甲Ｄ１

１１の２の２ 第２回資料２の８／３４）。  

具体的な設定手順としては、 

①   観測記録を収集し、 

②   これを、等価線形化法で工学的基盤位置での地震記録に補正し、 

③   さらに、距離減衰式を用いて想定する地震規模に補正し 

④   工学的基盤位置における想定する地震規模での応答スペクトルと

する、 
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というものである（甲 D１１１の２の２ 第２回資料２の９／３４）。 

 

（ア） 観測記録の収集 

 内陸活断層による地震（スペクトルⅡ）の観測記録としては、「震源規

模、震源距離が想定している地震動レベルと近く、地盤条件が良好である

（基盤深度１０ｍ以内）、大きな加速度が得られている記録を収集してい

る」（甲Ｄ１１１の２の２ 第２回資料２の１０／３４） 
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鉄道構造物の耐震設計では、１９９５年～２００７年までの、Ｍｗ６．

４以上の比較的規模の大きな地震の観測記録を収集している。 

これらの各地震と、原発の地震動審査ガイドの例示とされた地震（甲Ｄ

１７）を比較すると、両者に共通するのは、②２０００年鳥取県西部地震

（Ｍ６．８）だけである。 

原発の地震動審査ガイドでは、鉄道構造物の耐震設計で考慮されている、

①１９９５年兵庫県南部地震（Ｍｗ６．９）、③２００４年新潟県中越地

震（Ｍｗ６．７）、④同余震（Ｍｗ６．４）、⑤２００５年福岡県西方沖

地震（Ｍｗ６．７）、⑥２００７年能登半島地震（Ｍｗ６．７）、⑦２０

０７年新潟県中越沖地震（Ｍｗ６．６）の６つの地震については、震源を

特定せず策定する地震動の例示に入れられていない。これらの地震が原発

の地震動審査ガイドから除外されている理由としては、原発では、「詳細

な調査」が実施されており、活断層は把握できているから、震源を特定し

て策定する地震動として考慮済みであり、震源を特定せず策定する地震動

において、改めて考慮する必要はない、というものである。 

現に、被告は、東海第二原発においては、震源と特定せず策定する地震

動について、これらの地震は考慮していない。 
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しかしながら、上記の各地震は、その発生以前には、特定の活断層と結

びつけられていたわけではない。 

「敷地周辺の状況等を十分考慮した詳細な調査を実施しても、なお敷地

近傍において発生する可能性のある内陸地殻内の地震の全てを事前に評

価しうるとは言い切れない」のである。 

鉄道構造物の耐震設計では、このような考え方から、より保守的に、む

しろ、Ｍｗ６．４以上の比較的規模の大きな地震の観測記録を収集してい

る。 

また、原発では、②２０００年鳥取県西部地震（Ｍｗ６．８）について

は、「地域性を考慮して個別に評価する」とされ、現に、被告は、同地震

の震源域と、東海第二原発の地域では、「地域の特徴が異なる」として対象

外とし、考慮していない。 

しかし、鉄道構造物の耐震設計では、「地域の特徴が異なる」という理由

で、考慮の対象から外すことは許容しておらず、これも、より安全側に考

えていることを示している。 

このように、基礎となる観測記録の収集の手法からして、原発よりも鉄

道構造物における耐震設計の方が安全側に考慮されている。 

 

（イ） 地震動の引戻し 

 収集した地震記録は大半が地表面で得られたものであり、表層地盤の非

線形性の影響を含む可能性が高いから、各記録は、等価線形化法（FDEL, 杉

戸他（1994））を用いて、基盤位置（Ｖｓ＝４００ｍ／ｓ）に引き戻しが

実施される（甲Ｄ１１１の２の２ 第２回資料２の１１／３４）。 
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（ウ） 地震規模、距離の補正 

各観測記録は、そのままでは、地震規模も観測距離もバラバラであ

る。 

そこで、各観測記録を、標準L2地震動で想定している地震規模と距離

に補正することが必要となる（甲Ｄ１１１の２の２ 第２回資料２の１

２／３４）。 

標準Ｌ２地震動のスペクトルⅡで想定している地震規模はＭｗ７．０

であり、距離は直下３ｋｍである。 
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（エ） 内陸活断層による地震記録（全１５２記録）の重ね画き 

以上から、内陸活断層による地震記録（全１５２記録）の重ね画きし

たものが、下記の図である（甲Ｄ１１１の２の２ 第２回資料２の１３

／３４）。 



157 

 

  

 

 図の横軸が周期、縦軸が加速度（ガル）であり、周期０．１秒～０．

３秒間では、５００ガル～５０００ガル程度まで、大きくばらついてお

り、１００００ガルの記録もある（ただし、基盤位置（Ｖｓ＝４００ｍ

／ｓ）における値である）。 
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ウ 短周期成分の卓越したＬ２地震動について 

さらに、鉄道構造物の耐震設計では、地震基盤が浅い地域について、短

周期成分の卓越したＬ２地震動が設定されている。 

 

図は、①１９９５年兵庫県南部地震（Ｍｗ６．９）と、②２０００年鳥

取県西部地震（Ｍｗ６．８）の観測記録を、基盤位置（Ｖｓ＝４００ｍ／

ｓ）に引き戻し、地震規模をＭｗ７．０、距離を直下３ｋｍに補正したも

のである。周期０．１秒～０．５秒の短周期領域において、①１９９５年

兵庫県南部地震（Ｍｗ６．９）は、おおむね１０００ガル程度であるのに

対して、②２０００年鳥取県西部地震（Ｍｗ６．８）は、２０００ガル～

最大１００００ガルまで達している。このような差が生じた最大の理由と

して、以下のように、地震基盤深度の違いがあげられている。 

「地震動は地震基盤から耐震設計上の基盤面までの堆積構造により増

幅特性が大きく異なることが指摘されている。例えば、地震基盤

（Vs=3000m/s 程度の堅固な岩盤）が浅い地域では短周期が卓越し、地
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震基盤の深い地域では地震動の卓越周期が長くなることが過去の観測

記録から明らかになってきている。2011 年の東北地方太平洋沖地震で

は、地震基盤が浅い地域で広範囲にわたり短周期成分の非常に大きな

地震動が観測された。一方で、標準応答スペクトルは、鉄道構造物の

周期帯域における増幅特性を勘案して、地震基盤が概ね 500ｍより深

い場合を想定して算定したものである。そのため、地震基盤の浅い地

域に周期の短い橋梁・高架橋（等価固有周期 0.3 秒以下）を設計する

ような場合には、標準応答スペクトルに加えて短周期成分の大きな地

震動を設定し、構造物の性能を照査することが望ましい。この時の L2

地震動の設定の考え方は、『付属資料６ -4 短周期成分の卓越した L2

地震動の考え方』による。」（甲Ｄ１０９鉄道耐震設計４６頁）。 
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図の左側が地震基盤の浅い（２００ｍ～５００ｍよりも浅い）記録、右

側が地震基盤の深い記録の重ね描きである。一見して、地震基盤の浅い記

録の方が、短周期成分が卓越していることがわかる。 

ただし、ここでは、５００ｍよりも浅い場合と、５００ｍよりも深い場

合とで分けられているが、「既往の物理探査やボーリング調査に基づいた

全国の地盤構造をまとめた結果によると、地震基盤深度は付属図 6.4.1 の

ように推定されており、地域によって大きく変化していることが分かる。

このうち、地震基盤が 500ｍよりも浅い地域では、標準応答スペクトルと

は異なり短周期側が卓越した地震動となることが分かっている。 

しかしながら、現状の深部地下構造の調査間隔や推定精度、実務上の取

り扱いを勘案すると、この結果のみを使用して地震動特性の違いを分類す

ることは困難であると考えられる。そのため先述したように地震観測また

は常時微動観測を実施するのがよいが、それは不可能な場合には、当面の

間、地震基盤深度が 1000ｍよりも浅い地点においては、短周期成分が卓越

する可能性があると考えることにした。」（甲Ｄ１０９鉄道耐震設計 付属

資料６－４ ２３２頁）とされており、鉄道耐震設計では、地震基盤が１

０００ｍよりも浅い場合には、より安全側に、短周期成分が卓越するもの

として、扱われている。 

  

エ 標準スペクトル＝非超過確率９０％（μ+1.28σ）のスペクトル 

そして、鉄道耐震設計では、非超過確率９０％（μ+1.28σ）を目標に

標準スペクトルが設定されている。μは平均値であり、σは標準偏差を

表す。 

これは、すなわち、標準スペクトルは既往地震の９０％をカバーして

いるという意味であるが、逆からいえば、既往地震の１０％は標準スペ

クトルを超えている、ということを意味する。 

この点、標準スペクトルを、既往地震をすべてカバーして設定するこ

とも可能であり、そうすれば耐震安全性はより安全側となるが、その一

方で、建設コストは高額になることが予想される。 
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 そこで、鉄道構造物では、非超過確率９０％（μ+1.28σ）をもって、

標準スペクトルとした。これは、一種の線引きであり、割り切りであ

る。 

 

 この点、非超過確率を９０％とした根拠については、以下のように説

明されている。 

「室野鉄道地震工学研究センター長 

90％という数字に関しては、実は平成11年標準のときもこれと同じよ

うな段取りを踏んで、地震動を設定しているんです。そのときにまず

議論としてあったのは既往最大ということで、集めたデータの中で距

離補正、マグニチュード補正をして、包絡をさせるというのが一つ案

としてあります。それは何となくおわかりのとおり、安全なものをつ

くろうという配慮からそういう議論があったんですが、それをしてし

まうと、何か1波でも応答スペクトルを超えるものが出たときに、そ

の定義が覆されてしまうので、設計標準そのもの、設計地震動の無効

性が浮かび上がってしまうと、それはないよねということ。 

じゃあ、ある程度の超過は認めるんだけれども、どれぐらいにしよう

というところについては、実はコードキャリブレーションであったり

とか、実際その地震動を使って設計される構造物がどれぐらいのスペ

ックを有するかというところで、要はデザインのほうから決まってと

いう部分が非常に大きいというところがあります。我々のほうでいろ

いろ検討した結果、当然下げたいところはあるんだけども、90％ と

いうところの非超過確率で当時設計をしてあげると、その前に規定さ

れた構造物に対しての適用性であったりとか、構造の連続性、設計の

連続性を考えると、従前よりも少し大きくなるけども、対応できる範

囲じゃないのということで、デザインのほうから決まっているという

ところが正直なところで、物理的な背景があったとかということでは

ないです。」 

（甲Ｄ１１１の３ 第２回議事録２８頁） 
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 このように、「安全なものをつくろうという配慮」からすれば、「既

往最大」として「集めたデータ」を「包絡をさせる」という案もあった

が、それは採用せず、非超過確率を９０％としたのは、「実際その地震

動を使って設計される構造物がどれぐらいのスペックを有するかという

ところで、要はデザインのほうから決まってという部分が非常に大き

い」とされている。  

 

 Ｌ２標準地震動の時刻歴波形（地震基盤の深い記録）は、以下のとお

りであり、最大９４４ガルの地震動となっている（甲D１０９鉄道耐震設

計４７頁）。 

 

 これに対して、短周期成分の卓越したＬ２地震動（地震基盤の浅い記

録）の時刻歴波形は、以下のとおりであり、最大１２６６ガルとなって

いる（甲Ｄ１０９鉄道耐震設計付属資料６－４ 短周期成分の卓越した

Ｌ２地震動の考え方 ２３５頁）。 
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オ 東海第二原発の地震基盤はＧＬ－６７７ｍ 

東海第二原発の地震基盤はＧＬ－６７７ｍとされている（甲Ｄ５３ 

東海第二発電所 基準地震動の策定について４－１１８）。 

 

 

したがって、東海第二原発の地震基盤は、鉄道耐震設計においては短
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周期成分が卓越する可能性がある地震基盤（１０００ｍよりも浅い場

合）に該当する（甲Ｄ１０９鉄道耐震設計 付属資料６－４ ２３２

頁）。 

原発事故の被害の甚大性を考慮すれば、安全側に考えて、短周期成分

が卓越したＬ２地震動（地震基盤の浅い記録）と同様に考える必要があ

る。 

 

カ 小括 

 以上のとおり、鉄道構造物では、スペクトルⅡ：Ｍｗ７．０の内陸活

断層による地震が直下で発生した場合、「耐震設計上の基盤面（Ｖｓ４

００ｍ／ｓ）程度の地盤」において、最大９４４ガルの地震動が想定さ

れている。 

 さらに、地震基盤の浅い場合は、短周期成分の卓越したＬ２地震動と

して、最大１２６６ガルの地震動が想定されている。 

 しかも、これらの地震動は、非超過確率９０％（μ+1.28σ）を目標に

設定されているものであり、逆の見方とすれば、既往地震の１０％は標

準スペクトルを超えている。 

 鉄道構造物も高い耐震性が求められることは当然であるが、かけた費

用は、当然利用者が負担する運賃・料金にはねかえってくる。鉄道構造

物で、地震による事故が発生したとしても、それは、限定された地域に

おける限定された被害にとどまる。どこまでの安全性が求められるか

は、費用対効果の観点から、「既往最大」として「集めたデータ」を

「包絡をさせる」ことまで求められないとしてもやむをえないとする考

え方は、不合理だとまでは言えないだろう。 

しかし、原発についてはどうか。これと同じ考え方でいいのか。原発

で、地震による事故が発生した場合は、その影響は、鉄道構造物とは比

較にならないほど、甚大なものとなる。 

この「既往最大」は、現に発生した地震（地震動）なのであり、合理

的に予測できる地震動なのであるから、原発においては、「集めたデー
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タ」は、当然に「包絡をさせる」ことが求められる、というべきであ

る。 

 

４ 本来「震源を特定せず策定する地震動」はどのように策定すべきか 

(1) 以上のとおり、「震源を特定せず策定する地震動」は、本来、どこに

潜んでいるか分からない未知の断層（「隠れ断層」）が活動したとしても、

「災害の防止上支障のないもの」であるように（炉規法４３条の３の６

第１項第４号）、すなわち原発の安全が達成できるようにするために策

定されるものである。 

そして、地震動審査ガイド（甲Ｄ１７）が求めているのも、原発の安

全性確保の考え方に基づくものと解される 

  地震動審査ガイドが求めているのは 

①「震源と活断層を関連づけることが困難な過去の内陸地殻内の地震につ

いて得られた震源近傍における観測記録を収集」すること 

②「これらを基に各種の不確かさを考慮して、敷地の地盤物性に応じた応

答スペクトルを設定して策定されていること」 

③「「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せず

策定する地震動」を相補的に考慮することによって、敷地で発生する可

能性のある地震動全体を考慮した地震動として策定されていること。」 

である。 

 

(2) これに対して、被告が策定した「震源を特定せず策定する地震動」＝

「『隠れ断層』による地震動」は、以下のようなものであった。  

ア 加藤のスペクトルを採用する。 

イ 地震動審査ガイドが例示した１６地震については、 

① ２００８年岩手・宮城内陸地震（Ｍｗ６．９）と２０００年鳥取県

西部地震（Ｍｗ６．６）については、対象外とする。 

②   残る１４地震のうち、加藤のスペクトルを超えない９地震を検討対

象から排除する。 
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③  加藤のスペクトルを超えた５つの地震の観測記録のうち、４つの地震

について「地盤情報がない」などとして検討対象から排除する。 

④  結局、地盤情報が得られている留萌支庁南部地震の観測記録をほぼそ

のまま用いる。 

 

(3) まず、被告には、「原発の安全をどう達成するか」という視点が、す

っぽり抜けている。 

①   地震動審査ガイドが、わざわざ検討対象として１６地震（Ｍｗ６．

５未満に限れば１４地震）を例としてあげたことからすれば、これら

については、十分な検討をすることを同ガイドは求めていると解すべ

きである。 

各地震について、詳細に検討もせずに、単に観測記録が加藤のスペク

トルよりも小さいであるとか、あるいは地盤情報がないという理由で排

除することを許しているはずがない。地盤情報がなければ、当然に地盤

情報を得るように努める必要がある。耐震設計に必要であることが明ら

かであるのに、自ら地盤情報を得ようともしないで、誰も地盤情報を得

てくれないからとして、「地盤情報がないから検討の対象から除外する」

などということは許されない。 

被告は、この点で、地震動審査ガイドの要求を満たしていない。 

②   地震動審査ガイドは、こうして収集した地震について、「これらを基

に各種の不確かさを考慮」することを求めている。同審査ガイドが、「各

種の不確かさの考慮」を要求しているのは、まさしくそれが原発の安全

達成に必要だからである。したがって、「各種の不確かさの考慮」をど

こまですべきかは、原発の安全達成に十分なものか否か、で判断される

べきである。同審査ガイドが、原発の安全性確保のためのものだとすれ

ば、そのように解釈することが合目的的である。 

ところが、被告は、「各種の不確かさの考慮」をせず、留萌支庁南部

地震のＨＫＤ０２０観測点でのはぎ取り波をほぼそのまま使っている。

そもそも、留萌支庁南部地震のＨＫＤ０２０観測点での地震動が、たま
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たまそこに観測点があったというだけのことであり、この地震の最大地

震動ではないことは明らかであるから、最低限、留萌支庁南部地震の最

大地震動をシミュレーションした結果を基礎とすべきである（そのよう

なシミュレーションは、すでになされているが、あえて用いていない）。

この点でも、被告は、地震動審査ガイドの要求を満たしていない。 

③  さらに、地震動審査ガイドは、例示した１６地震のみを対象とすればよ

い、とはいっておらず、当然、新たな知見についても検討対象として入

れることを求めている。しかし、被告は、こうしたことを一切行ってい

ない。地震現象は、何１０００年、何万年、何１０万年のスパンで生起

する。その中で、わずか１２年前の留萌支庁南部地震の、しかも特定の

観測点で観測された地震動が、今後原発を襲い得る隠れ断層地震の最大

の地震動だなどとは、とても言えない。留萌支庁南部地震を超える規模

の地震が原発直下で起こり、あるいは、留萌支庁南部地震と同規模でも、

その地震の最大地震動を示す領域付近に原発があって、留萌支庁南部地

震の地震動を超える地震動が原発を襲うことは十分にありうる。この点

でも、被告は、地震動審査ガイドの要求を満たしていない。 

④   そして、地震動審査ガイドは、「敷地ごとに震源を特定して策定する

地震動」及び「震源を特定せず策定する地震動」を相補的に考慮するこ

とによって、敷地で発生する可能性のある地震動全体を考慮した地震動

として策定することを求めている。 

「震源を特定せず策定する地震動」（＝「隠れ断層」による地震動）に

ついて、多くの電力会社は、単に「敷地ごとに震源を特定して策定する

地震動」を補完するに過ぎないものであるとして、重要性において劣る

という主張をしている。 

しかし、審査ガイドが規定するとおり、「敷地ごとに震源を特定して策

定する地震動」と「震源を特定せず策定する地震動」とは相補的に考慮

することによって、敷地で発生する地震動全体を考慮した地震動となる

ものであって、「震源を特定せず策定する地震動」は、原発の安全性確保

に欠くことのできないものである。 
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被告は、この点でも、地震動審査ガイドの要求を満たしていない。 

 

(4)  審査ガイドの作成に関与した一人である防災科学技術研究所の藤

原広行・社会防災システム研究領域長は、こうした現状について、「『審

査ガイドの考え方と違う』と憤る。『原発を襲う可能性がある揺れの『全

体』を考えて基準地震動を決める』という規定が生かされていないとい

うのだ。この規定は安全を期すためガイド策定中に藤原氏が提案し、当

時の島崎規制委員長代理が同意して追加された。 

 藤原氏は『過去の揺れをほとんどそのまま基準地震動にするだけで

は、今後、より強い（隠れ断層の）揺れが出るのはほぼ確実。『襲い得

る揺れ全体』を考えたとは言えない』と指摘する。強い揺れを測る地震

計が普及したのは２０年ほど前からで、隠れ断層地震の解明はまだ遠い

からだ。『せっかく『全体』の考慮をするとガイドに入れたのにその実

現を規制庁自身が放棄するような姿勢では困る』と嘆き『襲い得る揺れ

として、過去最強の揺れの何割増しを考えるべきか、議論が必要だ』と

訴え」たという（甲Ｄ１０８毎日新聞）。  

(5) 以上のとおり、加藤ほか（2004）のスペクトルは考慮するにせよ、

例示された１６地震の中で、たった一つ「確かなデータ」があるとし

た留萌支庁南部地震の、しかもその最大地震動ではない、ＨＫＤ０２

０観測点の地震動のはぎ取り波という、現時点での観測記録に基づく

だけの中途半端な地震動想定で、原発の安全が達成できるわけがな

い。「確かなデータ」を求めることは、本来、原発の安全にとって必

要な想定地震動の値を、切り下げるための役割しか果たしていない。

「確かなデータ」による地震動想定でとどまっていては、原発の安全

確保に必要な、原発を襲いうる最大地震動は、決して導くことができ

ない。 

(6) これに対して、鉄道構造物の耐震設計では、地震動記録が乏しいこ

とから、１９９５年～２００７年までの、Ｍｗ６．４以上の比較的規
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模の大きな地震の観測記録を収集し、これらの地震の規模と距離を補

正して、スペクトルⅡ：Ｍｗ７．０の内陸活断層による地震が直下で

発生することを想定している。その結果、「耐震設計上の基盤面（Ｖ

ｓ４００ｍ／ｓ）程度の地盤」において、最大９４４ガルの地震動を

想定し、さらに、地震基盤の浅い場合は、短周期成分の卓越したＬ２

地震動として、最大１２６６ガルの地震動を想定している（ただし、

非超過確率９０％）。原発においても、このような手法がとられるべ

きであるし、原発事故の被害の甚大さを考慮すれば、非超過確率９

０％ではなく、さらに非超過確率を大きくとるか、包絡するように想

定すべきである。 

(7) 結局、被告の考え方には、原発の安全性を最大限実現するという観

念が決定的に欠けている。わずか２０年足らずの期間での「確かなデ

ータ」のある地震動で、将来原発を襲うおそれのある地震動の全てを

カバーできないことは明らかである。このような不十分な「震源を特

定せず策定する地震動」の想定では、本件原発を基準地震動以上の地

震動が襲う具体的な危険性があることは明らかであり、原告らの人格

権が侵害される具体的危険性があるから、その運転が差し止められな

ければならないことも明らかである。 

 

５ 震源を特定せず策定する地震動の策定ルールの見直しの議論 

 

(1) 震源を特定せず策定する地震動に関する検討チームによる見直し 

ア 検討チームが設けられた趣旨 

 原子力規制委員会は、２０１７年（平成２９年）１１月２９日、外部専

門家６名を含めた「震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム」

を設けた（以下「検討チーム」という）。検討チームが設けられた趣旨は、

以下のように説明されている（下線は代理人）（甲Ｄ１１０の２の３ 第

１回資料３ １頁）。 
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「これまでの新規制基準適合性審査においては、全国共通に考慮すべ

き「震源を特定せず策定する地震動」（タイプA：Mw6.5未満）として

審査ガイドに例示された14地震の中から影響の大きい５地震を抽出し

た上で基盤地震動が評価可能な2004年北海道留萌支庁南部地震に不確

かさを考慮して策定した地震動を妥当と判断してきた。また、残りの

４地震については、今後取り組むべき中長期課題と整理し、現在、事

業者が検討を行っているところであるが、各観測地点の地盤物性の評

価に時間を要しているところである。 

原子力規制委員会は、「震源を特定せず策定する地震動」（Mw6.5

未満の地震）を、地震学的検討から全国共通に考慮すべき地震動と位

置づけており、共通に適用できる地震動の策定方法（標準応答スペク

トルの提示も含む）を明確にすることが望ましいと考えられることか

ら、本検討チームでは、全国で起こりうる「地表地震断層が出現しな

い可能性がある地震」の観測記録を体系的に収集して統計処理を行う

ことにより、地震動のばらつきを考慮した応答スペクトルを設定する

手法について検討する。」 

 

 このように、検討チームは、審査ガイドに例示された地震動について、

新規制基準適合性審査では棚上げされ中長期課題として事業者任せにし

た地震の検討が一向に進んでいないことから、改めて、規制委員会におい

て、規制内容に取り入れることを目指したものであった。 

 

イ  観測記録を収集して統計処理を行い、地震動のばらつきを考慮した

応答スペクトルを設定する、ということの意味 

 しかし、この検討チームにおける議論は、それにとどまらず、「観測記録

を体系的に収集して統計処理を行うことにより、地震動のばらつきを考慮

した応答スペクトルを設定する手法について検討」するとした。 
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この意味するところについて、藤原広行委員（防災科学研究所社会防災

システム研究部門長）は、以下のとおり述べている。 

「○ 今の統計処理に関して、統計処理を導入して、実際、基準に反

映させようとすると、非超過確率的な線引きの議論というものと、

あわせてやらなければ最後まとまらないと思っています。 

5年前にまとめられた新規制基準の中には、その不確定性の処理

やばらつきについての記述はたくさん入っていますけれども、それ

を、じゃあ定量的に、具体的にどのぐらい扱っていくのかというと

ころが、まだ明確に審査ガイドのレベルでは記述されていない。5

年間、実際にもう審査が行われて、実態としてそれらは、どのよう

に運用されたかということを調べればわかる状況にはなっていると

思いますが、この統計処理を導入するというのは、基準地震動のレ

ベル設定では、多分初めて、この正式なルールの中では初めてのこ

とになる可能性がありますし、その場合に、震源を特定せず策定す

る地震動に対して導入した統計処理、不確定性とかばらつきの扱い

というものと、震源を特定して策定する地震動のほうですね、これ

らは基本的に幾つかの地震タイプにいくことに、シナリオ形で、ま

ず検討する地震を選定した後に、最後、不確かさを考慮するという

プロセスを経て基準地震動を決めるということになっている。そこ

の不確かさの考慮の程度と、今回議論する統計処理プラス線引きの

議論の全体としての整合性というものを考えなければ、この新規制

基準の基準地震動全体のルールとしての整合性が保たれないという

ことになろうかと思うんです。 

そこは、かなり本質的な問題かなというふうにも思っております

し、一方で、その特定して策定する地震動について、その不確かさ

の処理を定量化するということに間接的につながる可能性もあ」る

（甲Ｄ１１０の３ 第１回議事録２４頁）。 

 

ここで、「5年前にまとめられた新規制基準」とは、まさに、藤原広行
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委員自らが、規制委員会で耐震ルール作りに関わったものを指してい

る。そして、新規制基準では、「不確定性の処理やばらつきについての記

述はたくさん入っていますけれども、それを、じゃあ定量的に、具体的

にどのぐらい扱っていくのかというところが、まだ明確に審査ガイドの

レベルでは記述されていな」かったとされている。 

これは、２０１５年５月７日の毎日新聞記事「特集ワイド:「忘災」の

原発列島 再稼働は許されるのか 政府と規制委の「弱点」」（甲Ｄ２

７）における、以下の発言と同趣旨の発言である。 

「実際の地震では(計算による)平均値の2倍以上強い揺れが全体の7%程

度あり、3倍、4倍の揺れさえも観測されている」 

「平均から離れた強い揺れも考慮すべきだ」 

「基準地震動の具体的な算出ルールは時間切れで作れず、どこまで厳

しく規制するかは裁量次第になった。揺れの計算は専門性が高いので、

規制側は対等に議論できず、甘くなりがちだ」 

「今の基準地震動の値は一般に、平均的な値の1.6倍程度。実際の揺れ

の8～9割はそれ以下で収まるが、残りの1～2割は超えるだろう。もっと

厳しく、97%程度の地震をカバーする基準にすれば、高浜原発の基準地震

動は関電が『燃料損傷が防げないレベル』と位置づける973.5ガルを超え

て耐震改修が必要になりかねない。コストをかけてそこまでやるのか。

電力会社だけで決めるのではなく、国民的議論が必要だ」。 

  

このように、統計処理を行い地震動のばらつきを考慮するということは、

すなわち、基準地震動 Ss が、本件原発を襲う可能性がある地震動の何パー

セントをカバーしているのか定量的に示す、ということにほかならない。 

 

ウ 検討チームの議論 

この検討チームの議論は極めて重要であり、また、示唆に富むと思われる

ので、各回の資料をすべて証拠提出する。 

http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tokuteisez

http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tokuteisezu_jishindo/index.html
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u_jishindo/index.html 

これまで、検討チームは、以下のとおり、合計９回開催されており、現

在、とりまとめの議論が行われている。各回の議論の資料は、以下のとお

りである。 

第１回 平成 3０年０１月２５日 

   甲Ｄ１１０の１ 議事次第 

   甲Ｄ１１０の２の１ 資料１ 

   甲Ｄ１１０の２の２ 資料２ 

甲Ｄ１１０の２の３ 資料３ 

甲Ｄ１１０の３ 議事録 

 第２回 平成３０年０２月２２日 

   甲Ｄ１１１の１ 議事次第 

   甲Ｄ１１１の２の１ 資料１ 

   甲Ｄ１１１の２の２ 資料２ 

甲Ｄ１１１の２の３の１ 資料３－１ 

甲Ｄ１１１の２の３の２ 資料３－２ 

甲Ｄ１１１の２の３の３ 資料３－３ 

甲Ｄ１１１の２の３の４ 資料３－４ 

甲Ｄ１１１の３ 議事録 

第３回 平成３０年０３月３０日 

   甲Ｄ１１２の１ 議事次第 

   甲Ｄ１１２の２の１ 資料１ 

   甲Ｄ１１２の２の２ 資料２ 

甲Ｄ１１２の２の３ 資料３ 

甲Ｄ１１２の３ 議事録 

第４回 平成３０年０６月１４日 

甲Ｄ１１３の１ 議事次第 

   甲Ｄ１１３の２の１ 資料１ 

   甲Ｄ１１３の２の２ 資料２ 

http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tokuteisezu_jishindo/index.html


175 

 

甲Ｄ１１３の２の３ 資料３ 

甲Ｄ１１３の３ 議事録 

第５回 平成３０年１０月０４日 

   甲Ｄ１１４の１ 議事次第 

   甲Ｄ１１４の２の１ 資料１ 

   甲Ｄ１１４の２の２ 資料２ 

甲Ｄ１１４の２の３ 資料３ 

甲Ｄ１１４の３ 議事録 

第６回 平成３０年１１月０８日 

甲Ｄ１１５の１ 議事次第 

   甲Ｄ１１５の２の１ 資料１ 

   甲Ｄ１１５の２の２ 資料２ 

甲Ｄ１１５の３ 議事録 

第７回 平成３１年０３月０４日 

   甲Ｄ１１６の１ 議事次第 

   甲Ｄ１１６の２の１ 資料１ 

   甲Ｄ１１６の２の２ 資料２ 

甲Ｄ１１６の３ 議事録 

第８回 平成３１年０３月２９日 

   甲Ｄ１１７の１ 議事次第 

   甲Ｄ１１７の２の１ 資料１ 

   甲Ｄ１１７の２の２ 資料２ 

甲Ｄ１１７の２の３ 資料３ 

甲Ｄ１１７の３ 議事録 

第９回 令和元年０５月１０日 

甲Ｄ１１８の１ 議事次第 

   甲Ｄ１１８の２の１ 資料１ 

   甲Ｄ１１８の２の２ 資料２ 

甲Ｄ１１８の２の３ 資料３ 
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甲Ｄ１１８の２の４ 参考資料 

甲Ｄ１１８の３ 議事録 

 

(2) 検討チームの見直しの議論の概要 

検討チームの見直しの議論の概要は、以下のとおりである。 

 

ア 観測地震動記録の収集条件 

観測地震動記録の収集条件は、以下のとおりとされ、合計９０の地震

が収集された。 

ただし、解析には８９地震（水平動６１５波、上下動３０４波）が採用

された。 

観測期間 ２０００年１月１日～２０１７年１２月３１日 

地震規模 Ｍｗ5.0～6.6 

 

 

この９０の地震の詳細は、「付録Ｄ：３．観測地震動記録の収集・整理（２
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／４）」～「同４／４」のとおりである（甲Ｄ１１６の２の２、第７回資料

２ １０７頁～１０９頁）。 

  この９０の地震中、比較的規模の大きいＭｗ６．５以上のものは、以

下の４つである。 

  ２０００年鳥取県西部地震（ＭＷ６．６） 

  ２００４年新潟県中越地震（Ｍｗ６．６） 

  ２００７年新潟県中越沖地震（Ｍｗ６．６） 

  ２０１１年福島県浜通り地震（Ｍｗ６．６） 

  ただし、このうち、２００７年新潟県中越沖地震（Ｍｗ６．６）は、

はぎとり波が算出できないとの理由で、最終的な統計処理の対象には含ま

れていない。 

 

イ その後のステップ 

 その後、 

（ア） はぎとり解析の算出（解放基盤相当面 S 波速度７００ｍ／ｓ以上

における地震動） 

（イ） 応答スペクトルの補正 

①  震源距離の補正（各観測記録を震源近傍の領域に集めるため、震

源（断層面または点震源）と観測点の間の距離の補正を行う） 

②  地盤物性の補正（各観測記録を地震基盤相当面で扱うために、必

要に応じて地盤物性の補正を行う） 

（ウ） 統計処理 

が行われた（その詳細については、甲Ｄ１１１の２の３の４ 第２回資料

３－４、甲Ｄ１１５の２の２ 第６回資料２に詳しい。） 
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（甲 D１１１の２の３の４ 第２回資料３－４） 
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 これらの手法は、基本的には、鉄道耐震設計で取られている手法と、基

本的には同じである。 

 （ただし、鉄道耐震設計では震源規模の補正がされたが、検討チームで

はなされていない。また、鉄道耐震設計では、「耐震設計上の基盤面（Ｖ

ｓ４００ｍ／ｓ）程度の地盤」が基準とされているが、検討チームでは、

「地震基盤相当面（Ｓ波速度２～３ｋｍ／ｓ）」とされた。） 

 

ウ 地震動記録の重ね描き 

 以上から、地震記録を重ね画きしたものが、下記の図である（甲Ｄ１１

６の２の２  第７回資料２）。 

 図は、第７回会合資料２「対象記録の検討結果及び標準応答スペクトル

(案)」の非超過確率別応答スペクトルの算出結果の図（Ｍｗ５．０～Ｍｗ

６．５未満、重みをグループＡ＝１、Ｂ＝１、Ｃ＝０、Ｄ＝０）である（グ

ループ分けの詳細は、資料２の７頁参照。グループ C 及び D は、はぎとり

解析の精度が低いとされており、その重みを０としたことは、これらの記

録は除外されていることを示している。）。 

 



180 

 

 

（甲 D１１６の２の２ 第７回 資料２ ３３頁 水平動の拡大図） 

そして、これらの検討を基礎として、標準応答スペクトルは、非超過確

率９７．７％（平均＋２σ）のスペクトルに基づいて設定するという。 裏

返せば、２．３％の地震は標準スペクトルを超えているが、これらの地震

動は、原発では考慮しないということを意味する。 
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（甲Ｄ１１６の２の２ 第７回 資料２ ３７頁） 

 

原子力規制委員会は、この理由について、「本検討での対象地震動

は、地盤特性や解析・処理に係る不確実さを含むこと、また、個々の観

測記録には大きな山谷があるが非超過確率別応答スペクトルは周期ごと

（３００点）に対応する応答値を算出しそれをつなげていることから、

保守的なスペクトルレベルとなっていると考え、対象地震動記録を最大

包絡する考え方は採らない」としている（甲Ｄ１１６の２の２ 第７回 

資料２ ３５頁）。 

さらに、第７回会合で、大浅田安全規制管理官は、「マグニチュード

5.0～ 6.5程度の中で97.7％ をとった理由というのは、先ほど山岡先生

からもお話がございましたように、ここは統計学的に2σであるという必

然性というものは当然なくて、どちらかというと、97.7％ というのは政

策的な課題として、先ほど田島から説明しましたように10- 4～10- 5に

年超過確率が入るとか、あとは、特定してとの最終的には関連性になる
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のかもしれないんですけど、そのぎりぎりのMw6.5程度のもので距離減衰

式で計算した場合には、こういった1σ を見据えた場合には、このレベ

ルになるのでといった、そのレベルとか、そういった妥当性の確認を含

めて、今回のMw5.0～ 6.5程度の間では97.7％ 程度と、そういった数字

を採用したいというのが現状でございます。」（甲Ｄ１１６の３ 第７

回議事録２４頁）と述べ、統計学的な必然性はなく、あくまで、政策的

に決めたものであることを認めている。 

この点は、第９回会合でも、藤原委員から、「今回のデータセットに

対して＋2σでよしとして、＋3σを考えなかったのか、＋3σを考える必

要がないというふうに判断した理由は一体何なんですかということを問

われた」場合について、飯島首席技術研究調査官は、「積極的な回答と

いうのはなかなか今のところはない状況であるのは確かです。」と述べ

ている（甲Ｄ１１８の３ 第９回議事録２６頁）。 

 

エ 標準応答スペクトル案 

以上の結果、現在提示されている標準応答スペクトル案は、下記図の赤

線（水平動）及び青線 (上下動)で示されるものである（甲Ｄ１１７の２の

１ 第８回 資料１）。 

しかしながら、地震動審査ガイドの「地震動全体の考慮」という基本方

針（地震動審査ガイド 2⑷）を適切に踏まえるならば、留萌支庁南部地震

を含む全ての観測記録を考慮対象とすべきであり、図（甲Ｄ１１６の２の

２ 第７回 資料２ ３３頁）でいえば、青色及び灰色の線を一部でも考

慮対象外とすることは許されない。 
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(3) 小括 

ア 以上のとおり、審査ガイドに例示された地震動について、新規制基

準適合性審査では棚上げされ中長期課題として事業者任せにした地震

の検討が一向に進んでいないことから、改めて、規制委員会におい

て、規制内容に取り入れることを目指している点は、ようやく、地震

動審査ガイドに則った規制が実施されるという意味で、これまでの規

制手法よりも、前進しているということができる。 

イ しかしながら、２０００年１月１日～２０１７年１２月３１日まで

の、地震規模Ｍｗ５．０～６．６の合計９０の地震が収集され（ただ

し、解析には８９地震（水平動６１５波、上下動３０４波））、さら

に、各観測記録を震源近傍の領域に集めるため、震源（断層面または

点震源）と観測点の間の距離の補正を行ったとはいえ、わずか１７年

間の観測記録にすぎず、標準応答スペクトルを、非超過確率９７．
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７％（平均＋２σ）のスペクトルに基づいて設定し、標準スペクトル

を超えている２．３％の地震動は原発では考慮しないという点は許容

できない。これらの地震動は、現に発生した地震動を基礎としている

ものであり、原発事故の被害の甚大性に鑑みれば、最低限、すべての

地震動を完全に包絡するべきである。 

ウ ともあれ、震源を特定せず策定する地震動に関する検討チームによ

る見直しの議論は、これまでの震源を特定せず策定する地震動＝隠れ

断層による地震動が、いかに不十分なものだったのかをあからさまに

浮き彫りにしたといえる。 

エ  そして、本件の東海第二原発では、このような見直しは全くされ

ておらず、旧態以前とした、 

① 加藤のスぺクトル 

② ２００４年留萌支庁南部地震 

が採用されているにとどまっている。 

したがって、被告の東海第二原発の震源を特定せず策定する地震動＝

隠れ断層による地震動は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震

動」及び「震源を特定せず策定する地震動」を相補的に考慮することに

よって、敷地で発生する可能性のある地震動全体を考慮した地震動とし

て策定されている」ものとはいえず、明らかに、過少である。 

 

６ 小括 

 以上のとおり、被告が策定した震源を特定せず策定する地震動は、東海第

二原発を襲う可能性がある地震動をカバーしているとはいえない。 
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第７ まとめ 

 

１ 以上のとおり、原告らは、被告が策定した基準地震動が東海第二原発

を襲う可能性がある地震動をカバーしているとはいえないこと、につい

て、以下のとおり主張した。 

ア  応答スペクトルを用いた手法におけるバラツキの考慮が不足してい

ること、断層モデルにおけるバラツキの考慮が不足していること、基準

地震動の年超過確率は全く信頼できるものではないこと（第４） 

イ 東北地方太平洋沖地震の際、第二波群の先頭に、大振幅の、構造物にとっ

て脅威となるパルス波が含まれていたが、被告が用いたノーマルの強震動

予測レシピ（すなわちＳＭＧＡ（Strong Motion Generation Area）モデル）

では、このパルスを表現できない。にもかかわらず、被告は、プレート間地

震について、ノーマルの強震動予測レシピを用いて、地震動評価を行ってい

る（第５）。 

ウ 上記のパルス波は、より狭い領域から鋭いパルスが生成されるＳＰＧＡ

（Strong-motion Pulse Generation Areas）モデルを用いれば再現できる。

このＳＰＧＡモデルは、港湾の施設の技術上の基準においては、すでに採用

されているモデルである（甲Ｄ１９８）。また、ノーマルの強震動予測レシ

ピでも、ＳＭＧＡ内の小さなサブエリア内でより高い応力パラメータを持

つ「不均質モデル」を使用すれば、このパルスを再現できる。しかし、被告

は、これらを検討もしていない（第５）。 

エ そして、東北地方太平洋沖地震の観測記録を踏まえ、東海第二発電所は

プレート境界の近傍に立地していることから、パルス波の波源が原子力

発電所の近傍に存在するというシナリオも否定できないから、ＳＰＧＡ

モデル及び「不均質モデル」を用いて地震動を評価する必要がある。その

結果は、ノーマルなＳＭＧＡモデルを用いて策定された地震動を大幅に超

過している（第５）。 

オ 震源を特定せず策定する地震動＝隠れ断層による地震動は、「敷地ごと



186 

 

に震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せず策定する地震

動」を相補的に考慮することによって、敷地で発生する可能性のある地

震動全体を考慮した地震動として策定されている」ものとはいえない

（第６）。 

 

２ これらの点を、被告が行うべき主張立証との観点から整理すれば、以

下のとおりである。 

ア  応答スペクトルを用いた手法におけるバラツキの考慮が不足してい

ること、断層モデルにおけるバラツキの考慮が不足していること、基準

地震動の年超過確率は全く信頼できるものではないこと、については、

「Ｃ’地震動想定に関して，信頼されるデータ・情報を全て検討した検

討過程，選択・判断のプロセスが理由と共に明確に示されている」かど

うかにかかわる。 

  すなわち、被告は、応答スペクトルを用いた手法におけるバラツキの

考慮が不足していないこと、断層モデルにおけるバラツキの考慮が不足

していないこと、基準地震動の年超過確率が信頼できるものであること、

について、その「検討した検討過程，選択・判断のプロセスが理由と共

に明確に示されてい」ない。 

 

イ 被告が、プレート間地震について、ノーマルの強震動予測レシピを用い

て、地震動評価を行っている点は、「Ｂ’地震動想定に関して，採用され

た調査・分析及び予測方法について，適切性・信頼性が認められる」か

どうかにかかわる。 

  すなわち、プレート間地震について採用したノーマルの強震動予測レシ

ピは、「東北地方太平洋沖地震の際、第二波群の先頭に、大振幅の、構造物

にとって脅威となるパルス波」が再現できないものであって「適切性・信

頼性が認められ」ない。 

 

ウ 被告が、プレート間地震において、ＳＰＧＡモデルも「不均質モデル」も
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検討すらしていない点は、「Ａ’地震動想定に関して，地理的な条件，地

震観測記録，敷地地盤の調査記録，その他の条件などの点で，信頼され

るデータ・情報を全て検討した」かどうかにかかわる。 

  すなわち、ＳＰＧＡモデルも「不均質モデル」も、東北地方太平洋沖地

震の観測記録を再現できるモデルであり、ＳＰＧＡモデルは港湾の技術上

の基準に、「不均質モデル」は、我が国を代表する強震動地震学者であり、

ノーマルの強震動予測レシピの生みの親である入倉孝次郎氏が強震動予測

レシピの修正を提案したものであるから、「地震動想定に関して」当然に

「検討」しなければならない知見であるにもかかわらず、被告は、検討

すらしていない。 

 

エ また、仮に、被告が、プレート間地震において、ＳＰＧＡモデルや「不均

質モデル」を検討した結果、採用しなかったという場合は、「Ｄ’地震動想

定に係る判断の全体を通じて，恣意性・不合理な契機が認められないこ

と，特に，他の見解を採用しなかったことについて，その判断根拠に合

理性が認められる」かどうかにかかわる。 

  すなわち、東北地方太平洋沖地震の観測記録を踏まえ、東海第二発電所

はプレート境界の近傍に立地していることから、パルス波の波源が原子

力発電所の近傍に存在するというシナリオも否定できないから、ＳＰＧ

Ａモデル及び「不均質モデル」を用いて地震動を評価する必要がある。そ

の結果は、ノーマルなＳＭＧＡモデルを用いて策定された地震動を大幅に

超過している。 

  にもかかわらず、被告がこの見解を採用しなかったことについて、その判

断根拠は示されておらず、恣意的に排除したものである。 

 

オ  震源を特定せず策定する地震動＝隠れ断層による地震動が過小である

こと、については、「Ｃ’地震動想定に関して，信頼されるデータ・情報

を全て検討した検討過程，選択・判断のプロセスが理由と共に明確に示

されている」かどうかにかかわる。 
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  すなわち、被告は、震源を特定せず策定する地震動＝隠れ断層による地

震動が、東海第二原発を襲う可能性がある地震動をカバーしていること

について、その「検討した検討過程，選択・判断のプロセスが理由と共

に明確に示されてい」ない。 

 

３  以上のとおり、被告は、原告らが指摘したいずれの各点についても、

立証ができていない。したがって、被告が策定した基準地震動は、東海

第二原発を襲う可能性がある地震動をカバーしているとはいえないか

ら、基準適合判断（ないし評価）に過誤欠落があり不合理であるから、

設置許可基準規則４条及び３９条に反して違法なものとなり、人格権侵害

の具体的危険が不存在であることの立証を尽くせなかったこととなる。

よって、このことのみをもって，原告らの人格権侵害の具体的危険が基

礎づけられる。 

以上 


